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は じ め に 

 

 

 昨今、社会情勢は目まぐるしく変化しており、貧困、紛争、気候変動、感染症など、

人々がこれまでに経験したことのなかったような多くの課題に直面しております。 

環境分野においても、地球温暖化や生物多様性の喪失など様々な問題が発生してお

り、未来の人々が安全で健康かつ快適な生活を営むことができるよう、一人一人がで

きることから行動していくことが求められています。 

 世界においては、平成 27（2015）年の国連総会にて、SDGs（持続可能な開発目標：

Sustainable Development Goals）が採択され、様々な環境問題への取組みが始まりまし

た。わが国でも、2050 年までに二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの実質排出

量ゼロにすることを法律に明記することとし、脱炭素社会の構築に向けた「ゼロカー

ボンシティ」の取組支援や、地域循環共生圏の創造など、持続可能な未来の実現に向

けて、取組みが始まっているところです。 

 和泉市では、現在及び将来の市民が安全で健康かつ快適な生活を営むことができる

良好な環境を確保することを目的に、「和泉市環境基本条例」に基づく「第２次和泉市

環境基本計画」を平成 23（2011）年３月に策定し、これまで各分野で環境保全のた

めの取組みを、総合的かつ計画的に進めてきました。 

計画策定後 10 年が経過したことに伴い、計画の方向性は維持しつつ、激変した環

境情勢に対応していくため、このたび「第３次和泉市環境基本計画」を策定しました。 

第３次和泉市環境基本計画では、脱炭素化の実現や生物多様性の保全、循環型社会

の構築に向けて、新たな指標や施策を創出しており、市民の皆 

様や事業者の方々と協働して、持続可能なまちづくりを推進し 

て参りたいと存じます。 

 結びになりますが、この計画の策定にあたり、ご尽力賜りま

した和泉市環境審議会及び和泉市環境基本計画専門部会の各委

員の皆様をはじめ、数多くの貴重なご意見をいただきました市

民や事業者の皆様に、心から御礼を申し上げます。 

   

 

 

令和３（2021）年３月 

 

和泉市長 
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本計画の概要 

 

 

１． 計画の改定にあたって（☞p.1） 

本計画は、市民等・事業

者・市の協働のもと、多岐

にわたる環境問題に対し

て、効果的な取組みが実施

できるよう今後 10 年間の

目指す姿と取組みをとり

まとめたものです。 

改定の背景となる国内

外の動向や計画の目的・位

置づけ、また、役割や対象

範囲、期間などの基本的事

項を記載しています。 

 

【本計画の対象範囲】 

 

 

２． 和泉市の環境の概況（☞p.7） 

和泉市の環境に関する

概要と本計画策定のため

に実施したアンケート結

果の概要を示しています。 

【和泉市の環境を取り巻く概況】 

 人口減少・高齢化社会の到来 

 信太山丘陵をはじめとした豊かな生態系＊ 

 農地の減少など都市化の進展  など 

 

【この間の国内外の主な動向等】 

 環境・社会・経済の統合的向上、地域循環共生圏＊ 

 SDGs＊（持続可能な開発のための 2030 アジェンダ）採択 

 パリ協定＊の採択と気候変動対策に向けた取組みの加速 

 気候変動影響の顕在化、気候変動適応法の制定 

 海洋プラスチック汚染への対応や森林環境譲与税＊、環境教

育促進法の改正、新たな課題や法整備・改正  など 

 

３． 第２次和泉市環境基本計画における課題（☞p.23） 

本市の環境にかかる現状や取組状況などから、基本目標１～５について、前計画である第２

次和泉市環境基本計画の評価、事業の取組状況及び今後の課題を整理しています。 

 

文中に「
＊
」のついた言葉については、巻末の用語集で解説を付けています。 

ⅰ 



 

 

 

４． 和泉市の目指す姿（☞p.33） 

５． 望ましい環境像の実現に向けた取組み（☞p.39） 

本市が目指す望ましい環境像と５つの基本目標を設定するとともに、目標別に代表指標と目標値、

モニター指標を設定しています。また、それぞれに基本施策、取組方針を設定しています。 

 

 

 

 

基本目標 基本施策 

１ みんなで考え取り組むまちをつくる 

（参加・協働） 

1 環境学習の推進 

2 環境活動の支援・促進 

２ 脱炭素＊化に向けて取り組む持続可能なまちを 

つくる（気候変動） 

1 エネルギーの適切な利用 

2 環境に配慮した移動の促進 

3 気候変動対策の推進【新規】 

３ 生物多様性＊を守りその恵みを受け継ぐまちを 

つくる（生物多様性*） 

1 生物多様性＊の確保 

2 自然の保全と人との共生 

４ もったいないの心で資源を大切にするまちを 

つくる（循環型社会*） 

1 ごみの削減と自然循環の推進 

2 廃棄物の適切な処理の推進 

５ 健康で安全な魅力ある住み続けたいまちを 

つくる（安心・安全） 

1 健康なまちづくりの推進 

2 安全なまちづくりの推進 

3 魅力あるまちづくりの推進 

 

６． 重点プロジェクト（☞p.72） 

市の望ましい環境像及び基

本目標を実現するため、重要

度が高く優先的に取り組むべ

き事項を重点的プロジェクト

として位置付けています。 

「気候変動対策」「生物多様

性＊の保全」「循環型社会＊の

形成」の各分野及び横断的な

視点として「次世代・担い手

の育成」という視点から設定

します。 

 

 

 

 

７． 計画の推進に向けた方策（☞p.86） 

計画の推進体制、計画の進行管理を記載しています。 

計画の推進体制では、市の体制及び市民等・事業者の意見の反映方法について示しています。 

－望ましい環境像－ 

みんなの環でひろげる「すくすく環境、わくわくいずみ」 

目標の実現

に向け牽引 

気候変動対策 
生物多様性＊

の保全 
循環型社会*

の形成 

次世代・担い手の育成 

－望ましい環境像－ 

みんなの環でひろげる「すくすく環境、わくわくいずみ」 
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第 3 次和泉市環境基本計画 

 

－ 1 － 

１．計画の改定にあたって 

１－１ 計画改定の背景 

 

和泉市（以下「本市」という。）では、都市・生活型公害や廃棄物問題の克服及び地球温暖化

をはじめとするグローバルな環境問題に対応するため、平成 11（1999）年に「和泉市環境基本

条例」を制定し、平成 13（2001）年には和泉市環境基本条例の基本理念に基づき「和泉市環境

基本計画」を策定しました。また、平成 23（2011）年には第２次和泉市環境基本計画（以下「２

次計画」という）を策定し、本市では、この２次計画に基づき環境行政を推進してきました。 

２次計画は、本市の環境関連の施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和２（2020）年

度を目標年度として、様々な取組みの実施を定めていました。 

しかし、２次計画の策定から 10 年が経過し、環境問題はますます複雑・多様化しており、こ

れらの対応が急務となっています。 

近年の大きな課題となっている脱炭素＊社会への移行や、循環型社会＊の形成、自然共生社会

の構築などの社会的な要請に対応することを目指して改定するものです。また、同時に、国の

第五次環境基本計画にも示されている「SDGs＊の考え方も活用し、環境・経済・社会の統合的向

上を具体化」する取組みを地域で推進し、本市における環境・経済・社会のそれぞれの課題に

対し、統合的に対応することを目指します。 

さらに、計画に掲げた目標年次となり、これまでの取組みについて振り返るとともに、本市

を取り巻く環境問題に対応した総合的な取組みについて検討が必要となっています。 

以上のことから、市民の皆さんや和泉市環境基本計画専門部会及び和泉市環境審議会での意

見を踏まえ、「第３次和泉市環境基本計画」（以下「本計画」という。）として、市民等・事業者・

市の協働のもと、広範多岐にわたる環境問題により効果的な取組みが実施できるよう、計画の

改定を行いました。 

 

■環境関連の主な取組み（国際社会 国・府 和泉市） 

年 国際社会 国・府 和泉市 

平成４年 

（1992 年） 

・「地球サミット」開催 

・「アジェンダ 21」採択 

・「環境と開発に関するリオ宣言」採択 

・「生物多様性＊条約」採択 

・「自動車 NOX 法」制定 

・「バーゼル法」制定 
 

平成５年 

（1993 年） 
・「ラムサール条約第 5 回締約国

会議(COP＊5）」(釧路)開催 

・「環境基本法」制定 

・「アジェンダ 21 行動計画」決定 
 

平成６年 

（1994 年） 
・「砂漠化対処条約」採択 

・「国際熱帯木材協定」採択 

・「環境基本計画」策定 

・「大阪府環境基本条例」制定 
 

平成７年 

（1995 年） 

・「気候変動枠組条約第 1 回締約
国会議(COP＊1)」(ベルリン)開
催 

・「容器包装リサイクル*法」制定 

・「生物多様性＊国家戦略」策定 

・「大阪府地球温暖化＊対策地域推進計画」策定 

 

平成８年 

（1996 年） 

・「ISO14001＊」発行 

・「ロンドン海洋投棄条約議定
書」採択 

・［大阪府環境基本計画］策定 ・「いずみの清流いきいきプラン」策定 

平成９年 

（1997 年） 

・「気候変動枠組条約第３回締約
国会議(COP＊3)」(京都)開催 

・「京都議定書」採択 

・「環境アセスメント法」制定 ・「第３次和泉市総合計画」策定 

平成 10 年 

（1998 年） 
 

・「地球温暖化＊対策推進法」制定 

・「家電リサイクル*法」制定 
 

＊ 

＊ 
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平成 11 年 

（1999 年） 
 

・「ダイオキシン特別措置法」制定 

・「化学物質排出把握管理促進法」制定 

・大阪府 ISO14001＊の認証取得 

・「和泉市環境基本条例」制定 

・「和泉市緑の基本計画」策定 

平成 12 年 

（2000 年） 

・「第４回アジア・太平洋環境と
開発に関する閣僚会議（ESCAP
環境大臣会議）」(北九州市)開催 

・「循環型社会＊形成推進基本法」制定 

・「建設リサイクル*法」制定 

・「グリーン購入＊法」制定 

・「食品リサイクル*法」制定 

・「(第二次）環境基本計画」策定 

・「大阪府地球温暖化＊対策地域推進計画」改定 

・「エコエネルギー都市・大阪計画」策定 

・「和泉市生活環境の保全等に関する条
例」制定 

・「和泉市都市計画マスタープラン」策定 

平成 13 年 

（2001 年） 
・「残留性有機汚染物質ストック

ホルム条約」採択 

・「環境省」設置 

・「フロン＊回収破壊法」制定 

・「自動車 NOX・PM 法」制定 

・「和泉市環境基本計画」策定 

・ISO14001＊の認証取得 

平成 14 年 

（2002 年） 

・「ヨハネスブルグ・サミット」
開催 

・「持続可能な開発に関するヨハ
ネスブルグ宣言」採択 

・「京都議定書」批准 

・「自動車リサイクル*法」制定 

・「土壌汚染対策法」制定 

・「新・生物多様性＊国家戦略」策定 

・「大阪 21 世紀の環境総合計画」策定 

・「和泉市地球温暖化＊対策実行計画」策定 

・「いずみ環境くらぶ」発足 

・「和泉市環境人材プログラムバンク」 

 設置 

・「いずみの清流いきいきプラン」(見直
し版)策定 

平成 15 年 

（2003 年） 
・「第３回世界水フォーラム」(京

都・大阪・滋賀)開催 
・「産廃特措法」制定 

・「和泉市地域新エネルギー*ビジョン」 

 策定 

平成 16 年 

（2004 年） 
・「ISO14001＊/2004」発行 

・「外来生物法」制定 

・「環境配慮促進法」制定 

・国土交通省「環境行動計画」発行 

 

平成 17 年 

（2005 年） 
・「京都議定書」発効 

・京都議定書目標達成計画の閣議決定 

・チーム・マイナス６％運動 

・「大阪府温暖化の防止等に関する条例」制定 

・「大阪府地球温暖化＊対策地域推進計画」改定 

・「容器包装リサイクル*法」改正 

 

平成 18 年 

（2006 年） 
 

・「アスベスト新法」制定 

・「第三次環境基本計画」策定 
 

平成 19 年 

（2007 年） 
 

・「エコツーリズム推進法」制定 

・「第３次生物多様性＊国家戦略」策定 

・「第４次和泉市総合計画」策定 

・「第二次和泉市地球温暖化＊対策実行
計画」策定 

・「和泉市環境基本計画」中間見直し実施 

年 国際社会 国・府 和泉市 

平成 20 年 

（2008 年） 
 

・「生物多様性＊基本法」制定 

・「第８次大阪地域公害防止計画」策定 
 

平成 21 年 

（2009 年） 

・「国際自 然エ ネルギー機関
(IRENA)」設立 

・「ESD*世界会議(ボン)」開催 

・チャレンジ 25 キャンペーン 

・大阪府独自の環境マネジメントシステム＊を運用 

・「大阪府グリーンニューディール基金条例」制定 

 

平成 22 年 

（2010 年） 
・「生物多様性＊条約第 10 回締約

国会議(COP＊10)」(名古屋)開催 
・「生物多様性＊保全活動促進法」 

・「和泉市地球温暖化＊対策地域推進計
画」策定 

平成 23 年 

（2011 年） 
 

・「再生可能エネルギー＊特別措置法」施行 

・「大阪 21 世紀の新環境総合計画」策定（府） 
・「第２次和泉市環境基本計画」策定 

平成 24 年 

（2012 年） 
 

・「第 4 次環境基本計画」策定（国） 

・生物多様性＊国家戦略 2012-2020 閣議決定（国）  

・「再生可能エネルギー＊特別措置法（FIT 法）」制定（国） 

・「小型家電リサイクル*法」制定（国） 

・「都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）」制定 

 

 

平成 25 年 

（2013 年） 
 

・「第３次循環型社会＊形成推進基本計画」策定（国） 

・「水銀に関する水俣条約」採択（国） 

・「大阪府環境教育行動計画」策定（府） 

・「第三次和泉市地球温暖化＊対策実行
計画」策定 

平成 26 年 

（2014 年） 
 

 

・「エネルギー基本計画」策定（国） 

・「環境教育等による環境保全の取組の促進に
関する法律改正（国） 

・おおさかエネルギー地産地消＊プランの策定（府） 

・「和泉市ごみ等のポイ捨て及び飼い犬
等の愛玩動物のふんの放置を防止す
る条例」制定 
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平成 27 年 

（2015 年） 

・パリ協定＊採択(COP＊21) 

・2030 アジェンダ（SDGs＊）採
択 

・「気候変動の影響への適応計画」策定（国） 

・「おおさかヒートアイランド対策推進計画」策定 

・「建築物省エネ法」制定 

 

 

平成 28 年 

（2016 年） 

・パリ協定＊発効 

・世界経済フォーラム（ダボス会
議）にて海洋ごみに関する報告
書を発表 

・「地球温暖化＊対策計画」策定（国） 

・「SDGs＊推進対策本部」立ち上げ（国） 

・「大阪府森林環境税」創設（府） 

・「大阪府循環型社会＊推進計画」改定（府） 

・「第５次和泉市総合計画」策定 

・「第２次和泉市都市計画マスタープラン」策定 

・「第２次和泉市環境基本計画」中間見直し 

・「第４次一般廃棄物処理基本計画」策定 

平成 29 年 

（2017 年） 
 

・「大阪府地球温暖化＊対策実行計画」改定（府） 

・「文化芸術振興基本法」改正（国） 

・「再生可能エネルギー＊特別措置法（FIT 法）」改正（国） 

・「和泉市都市の低炭素化の促進に関す
る法律施行催促」制定」 

平成 30 年 

（2018 年） 
・IPP 総会にて「1.5℃特別報告

書」公表 

・「第５次環境基本計画」策定（国） 

・「第５次エネルギー基本計画」策定（国） 

・「気候変動適応法」制定（国） 

・「気候変動適応計画」策定（国） 

・「第四次循環型社会＊形成推進基本計画」策定（国）」 

・「大阪 21 世紀の新環境総合計画」策定（府） 

・「エネルギーの使用の合理化等に関する法律
（省エネ法）」改正 

・「建築基準法」改正 

「和泉市一般廃棄物の搬入に係る協力
金に関する条例」制定 

令和元年 

（2019 年） 
 

・「パリ協定＊に基づく成長戦略としての長期戦
略」策定（国） 

・「文化財保護法」改正（国） 

・「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法
律＊（森林環境税法）」制定（国） 

・「森林環境譲与税＊」施行 

・「第４次和泉市地球温暖化＊対策実行
計画（事務事業編）」策定 

 

令和２年 

（2020 年） 
 

・新学習指導要領スタート（小学校 2020 年度～、
中学校：2021 年度～、高等学校：2022 年度～） 

・「森林環境税」施行（2024 年度～） 

・菅首相、2050 年までに脱炭素*化実現を表明 

・大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
策定（府） 

・第３次和泉市環境基本計画」策定（令
和２（2020）年度） 

令和３年 

（2021 年） 
 

・2030 年度において、温室効果ガス 46%削減
（2013 年度比）を目指すこと、さらに 50%の
高みに向けて挑戦を続けることを表明（国） 

・「地球温暖化＊対策計画」改定（国） 

・地域脱炭素ロードマップ策定（国） 

・2030 大阪府環境総合計画策定（府） 

・「第 5 次一般廃棄物処理基本計画」策定 

令和４年 

（2022 年） 
・COP*15 で昆明・モントリオー

ル生物多様性枠組が採択 

・30by30 アライアンスを発足（国） 

・生物多様性国家戦略 2023～2030 策定（国） 

・地域脱炭素推進交付金創設（国） 

・「デコ活」の開始（国） 

 

令和５年 

（2023 年） 

・COP*28 において第 1 回グロー
バル・ストックテイク実施 

・COP*として初めて「化石燃料か
らの移行」で合意 

・日本「化石賞」を初受賞。 

・「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推
進に関する法律」施行（国） 

・第３次和泉市環境基本計画内「和泉市
地球温暖化対策実行計画(区域施策
編）」を改定し温室効果ガス削減目標
を約 30％から約 47％削減に上方修正 

・「第２次和泉市生活排水対策推進計画～
いずみの清流いきいきプラン～」改定 

令和６年 

（2024 年） 
 

・第 6 次環境基本計画の閣議決定 

・「GX2040 ビジョン」閣議決定（国） 

・「成長志向型カーボンプライシング構想」の具
体化、GX リーグの創出（国） 

・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 
「重点対策加速化事業」に採択される 

・「第４次和泉市地球温暖化＊対策実行
計画（事務事業編）」改定 

・「和泉市地域脱炭素戦略」策定 

令和７年 

（2025 年） 
 

・2035 年度、2040 年度において、温室効果ガ
スを 2013 年度比でそれぞれ 60％、73％削減
することを目指す、新たな目標値設定(国) 

・「地球温暖化＊対策計画」改定（国） 

・和泉市生活環境の保全等に関する条
例」改正 

・「廃食油の回収促進及びリサイクル*に関
する連携協定」を締結。SAF への活用 

令和８年 

（2026 年） 
  

・「第３次和泉市環境基本計画（中間見
直し版）」の策定 

・「第６次一般廃棄物処理基本計画」策定 
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１－２ 計画の目的 

本計画は、和泉市環境基本条例の基本理念に基づき、すべての市民が、自然と共生し環境へ

の負荷の少ない循環を基調とする社会の実現を目指して、環境の保全に関する取組みを進める

ためのものです。 

 

１－３ 計画の位置付けと役割 

本計画は、和泉市環境基本条例第８条に基づき策定するものであり、国の環境基本計画や本

市のまちづくりに関する最上位計画である「第６次和泉市総合計画」などの上位計画と整合性

を図り、環境の保全・創造などに関する各種計画と連携し、本市における環境行政を総合的・

計画的に進めるための計画として位置付けます。 

 

 

 

 

◆市 

◆国 

《環境基本法》 

《第六次環境基本計画》（R6.5～） 

◆府 

《2030 大阪府環境総合計画》（R3～R12） 

《大阪府環境基本条例》 

《和泉市環境基本条例》 

《和泉市生活環境の保全等に関する条例》 

第３次和泉市環境基本計画 
(R３～R12) 

《環境分野の各種個別計画》 

＊  

和泉市地域脱炭素戦略（R6～R12 ※R32 を最終年度） 

第６次一般廃棄物処理基本計画（R8～R22） 

《各分野の関連個別計画》 

第２次都市計画マスタ―プラン

（H28～R17） 

みどりの基本計画 

（R2～R21） 

和泉市地域防災計画

そのほか 

○行政運営 ○市民参加  

○子育て○教育 ○福祉  

○医療 ○産業 ○労働  

○人権・文化  など 

個別計画 

連携 

整合 
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１－４ 計画の対象範囲 

本計画が対象とする環境は、和泉市環境基本条例の考え方に基づき次の通りとします。 

 

【対象地域】 

和泉市全域（広域での取組みが求められる施策については、必要に応じ他地域との連携を図

ります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞環境要素についての記載 

●和泉市環境基本条例（第 7 条） 

(1) 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、すべての市民の健康

を保護し、及び生活環境の保全を図ること。 

(2) 野生生物の生息又は生育環境への配慮等により生態系＊の保全を図るととも

に、河川等の水辺地、山林地、農地、里山その他の自然環境の保全を図ること。 

(3) 緑化の推進、環境に配慮した秩序ある住環境の創出、清らかな水環境の形成、

歴史的・文化的環境の保全及び活用等により、安全で良好な都市環境の形成を

図ること。 

(4) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネルギーの消費の抑制等を徹底する

ことにより、地球環境の保全に資する社会を構築すること。 

地球環境 

生活環境 自然環境 都市環境 

安全で良好な歴史的・文化的な環境 

脱炭素＊・気候変動への対応 資源循環 

 

 

自然共生 

廃棄物の抑制、適正処理、 

資源循環 など 

生態系＊の保全、動物・植物・ 

山林・水辺・農地・里山の保全 など 

省エネルギー・再生可能エネルギー
＊の推進、環境負荷の少ない移動

手段の確保、気候変動への適応な

ど 

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音・振動、悪臭等

への対応、歴史・文化資源の保全・活用 など 
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１－５ 計画の対象となる主体 

本計画を推進するのは、「市民等（市民及び

NPO、自治会などの団体）」「事業者」「市」で

あり、これら３つの主体の協働により計画を

推進していきます。 

そして、健全で恵み豊かな環境の恵沢を享

受するのは、本市に暮らし働く人々及び市外

から観光などで訪れる人々なども含みます。 

 

 

 

 

１－６ 計画の期間 

良好な環境の形成には、長期的視野が必要です。そのため、長期的な目標時期としては 21 世

紀半ば（2050 年）とします。 

第３次和泉市環境基本計画は、令和３（2021）年度を初年度とし、10 年後の令和 12（2030）

年度を計画期間とします。ただし、環境面においては、社会的な動きも速いことから、概ね計

画策定後５年を目処として、社会情勢の変化に応じて計画を見直し、更新します。 

 

 

 

 

～ ～ 

中間見直し年次 

和泉市総合計画 

和泉市環境基本計画 

平成 28 年 

(2016 年) 

令和８年度 

(2026 年) 

令和 12 年度 

(2030 年) 

令和 3 年度 

(2021 年) 

第５次計画期間 

第３次計画期間 第２次計画期間 

第６次計画期間(予定) 

事業者 

市民等 

市 
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２．和泉市の環境の概況 

２－１ 和泉市の概要 

（１） 位置・面積 

 

本市は、大阪府南部の泉州地域の北部に位置

し、大阪都心から約 25km、関西国際空港から約

20km の位置にあります。 

面積は 84.98km2、東西 6.9km、南北 18.8km

と細長い市域で、北は堺市、高石市に、西は泉

大津市、岸和田市、忠岡町に、東は河内長野市、

南は和歌山県に接しています。 

地形は南高北低で、南部には和泉山脈が連な

り、中部・北部は丘陵、平地が広がっています。 

■位置図 

 

（２） 気候 

本市の気候は、瀬戸内気候区に属し、温暖少雨の特徴があります。 

年間平均気温は、平成 28（2016）年は 19.2℃、令和 4（2022）年には 17.1℃、年間降水量は

平成 28（2016）年に 1,229mm、令和 4（2022）年に 944mm となっています。 

 

図-１ 月別平均気温・降水量（平成 28 年、令和 4 年）  〈資料：統計いずみ R6 年版〉 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

H28月別降水量(mm) 66.0 68.0 91.0 90.5 112.0 211.5 91.5 86.0 221.5 43.0 73.0 75.0

R4月別降水量(mm) 27.0 22.0 75.5 81.0 102.0 58.5 107.5 107.0 207.5 79.5 53.0 23.5

H28月別平均気温(℃) 7.9 8.4 11.8 17.8 22.6 25.3 30.5 31.5 27.6 22.2 14.6 10.2

R4月別平均気温(℃) 5.0 4.8 10.8 16.0 19.2 24.3 28.6 29.6 26.2 18.3 14.4 7.4
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（３） 生物多様性＊ 

本市の地形・地質は、大阪府レッドリスト＊2014 において和泉層群の化石産出層準が、B ラン

クに信太山の高位段丘と大阪層群及び光明池畔の大阪層群が、C ランクに甘南備層の礫岩層が選

定されています。 

本市の植生は、市内各地の社寺林境内地及び和泉山脈において自然植生であるシイ・カシなど

の照葉樹林がわずかにみられるほかは、大半がコナラ林やアカマツ林などの二次林＊によって被わ

れています。主な自然林としては、特定植物群落＊となっている聖神社のシリブカガシ林のほか、

三林町の春日神社にはシイ林が存在しています。なお、大阪府レッドリスト＊2014 において、生

物多様性ホットスポット＊として、A ランクに信太山丘陵が、B ランクに泉州ため池群が選定され

ています。 

本市においては、山麓部や丘陵部でイノシシやタヌキなどの生息が確認されています。また、

山地渓谷や丘陵地・台地のため池を中心にヤマトサンショウウオなどの両生類、ナニワトンボ、

ゲンジボタルといった昆虫類の生息も確認されているなど、多様な動物が生息しています。 

本市の信太山は環境省が全国で 500 箇所、府で 22 箇所指定されている「生物多様性*保全上重

要な里地里山（略称「重要里地里山」）」に選定されています。これは当地が都市近郊に位置しな

がら、貴重な自然環境が残され、人々の暮らしと深く関わってきたことや、里山林や草地、湿地

群など多様な環境が残されていること、大阪南部のエコロジカルネットワーク＊の形成に寄与して

いることなどが理由となっています。 
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図-２ 生物確認種数（資料：和泉市の自然環境調査（和泉市）より） 
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（４） 人口の推計 

本市は、昭和 31（1956） 年に市制が施行されて以降、着実に人口が増加してきました。特に、

平成に入り、「トリヴェール和泉」を中心とした開発により有数の人口急増都市となりましたが、

本格的な少子高齢化・人口減少社会の到来の波は非常に大きく、今後、人口の減少は避けられな

い状況にあります。 

和泉市人口ビジョンに示されている将来人口推計では、今後急速に老齢人口が増加する一方、

年少人口及び生産年齢人口は減少し、令和６（2024）年から令和 17（2035）年までの間に約 1

万人の人口が減少する見込みとなっています。 

 

 

 

 
 

 

 

図-３ 人口と高齢化率の推計 〈資料：和泉市人口ビジョン〉 
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（５） 土地利用 

本市で最も大きな比率を占めるのは森林で、約 40％となっておりほぼ横ばいです。道路と宅地

の利用が増加傾向にある一方で、農地は減少傾向にあり、都市化が進展しています。 

 

 

 

図-４ 土地利用状況の推移 〈資料：統計いずみ〉 

 

 

（６） 産業 

本市の産業別就業者数は、令和２（2020）年度の国勢調査において総数 74,983 人であり、そ

の割合は第１次産業が 0.9％、第２次産業が 22.3％、第３次産業が 76.8％となっており、第１次・

第２次産業の就業者数が減少し、第３次産業の就業者数が増加傾向にあります。 

 

 
図-５ 産業別就業者数の推移 〈資料：R2 年 国勢調査〉 

894 884 876 868 858 853 844 829 821 809 

3,292 3,292 3,292 3,292 3,292 3,292 3,154 3,154 3,154 3,154 

184 187 177 177 177 177 177 177 165 165 
263 263 262 261 261 261 260 276 276 275 

472 475 476 475 425 480 493 511 504 508 

1,543 1,541 1,547 1,569 1,583 1,606 1,606 1,615 1,627 1,632 

1,850 1,856 1,868 1,856 1,902 1,829 1,964 1,936 1,951 1,955 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

土
地
利
用

状
況
（

ヘ
ク
タ
ー

ル
）

農用地 森林 原野 水面 道路 宅地 その他

1,759 1,622 1,132 1,048 771 824 712 751 710 

23,667 25,046 25,749 25,208 23,235 20,050 17,901 17,805 16,709 

28,039 
33,449 

39,087 
46,652 52,557 55,645 

54,528 56,625 57,564 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

就
業
者

数
（

人
）

第1次産業 第2次産業 第3次産業



 

第 3 次和泉市環境基本計画 

－ 12 － 

（７） 地域産材 

本市の地域産材であるいずもく＊の森林経営計画に基づく年間搬出量は、年によって増減があり

ます。 

 

 

 

図-６ いずもく＊の年間搬出量 〈資料：産業振興室（農林）〉 
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（８） 温室効果ガス＊ 

本市における令和４（2022）年度の二酸化炭素＊排出量は 706 千 t-CO2 で、平成 25（2013）

年度以降は減少傾向にありましたが再び増加しました。内訳を見ると、令和４（2022）年度は 350

千 t-CO2 が民生部門由来となっており、部門別では最多となっています。 

   

図-７ 部門別 CO２排出量の推移 〈資料：環境省 部門別 CO2 排出量の現況推計〉 
 

（９） 資源循環（ごみ） 

令和６（2024）
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ル＊率（市の回収及

び集団回収分を合わ
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合）については、

年々低下していまし

たが、平成 28

（2016）年度以降

に一旦上昇した後、

微減傾向にありま

す。 

 
図-８ ごみの排出量の推移 〈資料：清掃事業概要（令和 6 年度実績）〉 

  

図-９ リサイクル＊率の推移 〈資料：清掃事業概要（令和 6 年度実績）〉 
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（１０） 地域経済循環分析＊ 

和泉市の総生産額は 4,229 億円で、産業別に生産額を見ると保険衛生・社会事業が最も多くな

っています。また、民間消費のうち 2.4%は域外から流入しており、エネルギー代金については GRP

の約 4.0％が流出しています。 

関西において人口規模の近い他市と比較すると、伊丹市や宇治市が民間消費が流出している一

方で、岸和田市に比べると流入額は小さくなっています。また、エネルギー代金の流出の GRP に

占める割合は、他市と概ね同程度の割合となっています。 

 

図-10 地域経済循環分析＊ 〈資料：環境省ツール（2015 年版）を用いて作成〉 

 

 
図-11 地域経済循環分析＊結果の比較表 〈資料：環境省ツール（2015 年版）の結果から作成〉 
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２－２ 上位・関連計画等 

 

（１） 国の計画（第六次環境基本計画） 

国の第六次環境基本計画は、環境保全を通じた、現在および将来の国民一人一人の「ウェ

ルビーイング／高い生活の質」最上位の目的に掲げ、環境収容力を守り環境の質を上げるこ

とによって経済社会が成長・発展できる「循環共生型社会」（「環境・生命文明社会」）の構築

を目指すこととし、利用可能な最良の科学に基づくスピードとスケールの確保や、ネット・

ゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブ等の施策において可能な限りトレードオフを回避し、

統合・シナジーを発揮すべく取り組むこととしています。 

 

（２） 国際的な動き 

① SDGs＊（持続可能な開発のための 2030 アジェンダ）採択とその後の動き 

 平成 27（2015）年の 9 月、ニューヨーク国連本部において、「国連持続可能な開発サミット」

が開催され、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。 

 アジェンダは、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、17 の目標と 169 のターゲット

からなる「持続可能な開発目標（SDGs）＊」を掲げました。 

 国連に加盟するすべての国は、全会一致で採択したアジェンダをもとに、平成 27（2015）年

から令和 12（2030）年までに、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会など、持続

可能な開発のための諸目標を達成すべく力を尽くすこととなります。 

  

 「持続可能な開発目標（SDGs）＊」は、社会・経済・環境のさまざまな課題等に総合

的に取り組むことにより、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある

社会の実現を目指しています。 

 SDGs＊の目標はそれぞれ連関しているので、一つの課題解決の行動により、複数の課

題解決を目指すことも可能であり、環境のみではなく、環境・経済・社会のつながり

を考え、ともに解決していくことが大切になります。 

コラム１～SDGS
＊について～ 

図-12 持続可能な開発目標（SDGs）*ロゴマーク（資料：国際連合広報センター） 
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② 「IPCC＊第 5 次評価報告書」及び「IPCC＊1.5℃特別報告書」 

 IPCC＊第 5 次評価報告書では、気候システムの温暖化については疑う余地がなく、20 世紀半

ば以降に観測された温暖化の主な要因は人間活動の可能性が極めて高いと報告されています。 

 また、世界の平均地上気温は、全ての排出シナリオで、21 世紀にわたって上昇すると予測さ

れており、どれだけ対策をとっても、世界の平均気温は上昇する可能性が高いことが示され

ました。 

 IPCC＊1.5℃特別報告書では、気候変動の脅威への世界的な対応の強化と、持続可能な発展及

び貧困撲滅の文脈のなかで、1.5℃の気温上昇にかかる影響、リスク及びそれに対する適応、

関連する排出経路、温室効果ガス＊の削減（緩和）などについて報告されています。 

 

 
 

図-13 世界平均気温の推移 〈資料：気象庁、東京大学海洋研究所〉 

 

 

 

 

図-14 世界平均気温の予測 〈資料：IPCC＊〉 
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③ パリ協定＊の採択と本格的な気候変動対策に向けた取組みの加速 

●気候変動枠組み条約締約国会議（COP＊21）におけるパリ協定＊の採択及び発行 

 平成 27（2015）年 11 月、パリで開催された気候変動枠組み条約締約国会議（COP＊21）で採

択されたパリ協定＊において、「気温上昇を 2℃未満に抑える」「今世紀後半に人為的な温室効

果ガス＊の実質排出ゼロ」といった目標が盛り込まれました。 

 パリ協定*は、歴史上はじめて、すべての国が参加する公平な合意となり、気候変動を軸に経済

の主流派も動き出しており、本格的な気候変動対策に向けた取組みが加速しています。 

 令和７年（2025）年２月、日本は 2050 年ネット・ゼロの実現に向けた直線的な経路にある野

心的な目標として、2035 年度、2040 年度において、温室効果ガスを 2013 年度からそれぞれ

60％、73％削減することを目指す、新たな「日本の NDC（国が決定する貢献）」を、気候変動

に関する国際連合枠組条約事務局（UNFCCC）に提出しました。 

 

【パリ協定＊の概要】 

 世界共通の長期目標として気温上昇 2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追及することに言及。 

 今世紀末には人為的な温室効果ガス＊の実質排出量ゼロをめざす。 

 主要排出国を含むすべての国が削減目標を 5 年ごとに提出・更新。 

 我が国提案の二国間クレジット制度（JCM)を含めた市場メカニズムの活用を位置付け。 

 適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報告書の提出と定期的更新。 

 先進国が資金の提供を継続するだけでなく、途上国も自主的に資金を提供。 

 すべての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けること。 

 5 年ごとに世界全体の実施状況を確認する仕組み。 

 

④ 「緩和」と「適応」の取組み 

 気候変動対策の緩和策＊と適応策＊は車の両輪の関係であり、政府は、地球温暖化＊対策推進法

と気候変動適応法の二つを礎に、気候変動対策を推進しています。 

 緩和に向けては、パリ協定＊に基づく温室効果ガス＊の低排出型の発展のための長期的な戦略と

して、「パリ協定＊に基づく成長戦略としての長期戦略」を、令和元（2019）年６月に地球温暖

化＊対策推進本部で了承するとともに、閣議決定し国内の取組みを加速させています。 

 適応に向けては、平成 30（2018）年 12 月に気候変動適応法が施行され、我が国における適応

策＊の法的位置づけが明確化され、国、地方公共団体、事業者、国民が連携・協力して適応策＊

を推進するための法的仕組みが整備されるとともに、気候変動適応計画が平成 30（2018）年

11 月に閣議決定され、地域における適応の取組みの推進に向けた基盤づくりを進めています。 

 

⑤ グリーンリカバリー＊の政策 

 新型コロナウイルス*の世界的な感染拡大により、経済や世界中の人々の暮らしや事業活動に

大きな影響が出ました。 

 令和 2（2020）年 4 月にドイツと英国の主催でオンライン開催された第 11 回ペータースベル

ク気候対話において、約 30 か国の主要先進・途上国の閣僚級、国連事務総長、国連気候変動

枠組条約（UNFCCC）事務局長らが出席し、新型コロナウイルス*感染症による経済危機からの

復興と気候変動政策及び持続可能な開発目標（SDGs）＊政策を融合させる「グリーンリカバリ

ー*」の重要性が共有されました。 
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（３） 国内の主な動き 

 

① 地域循環共生圏＊の提唱 

 第五次環境基本計画では、国連「持続可能な開発目標（SDGs）＊」や「パリ協定＊」といった

世界を巻き込む国際な潮流や複雑化する環境・経済・社会の課題を踏まえ、複数の課題の統

合的な解決という SDGs*の考え方も活用した「地域循環共生圏＊」を提唱しました。 

 「地域循環共生圏＊」とは、各地域が美しい自然景観などの地域資源を最大限活用しながら自

立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地

域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方で、「地域循環共生圏＊」の創造による持

続可能な地域づくりを通じて、環境で地方を元気にするとともに、持続可能な循環共生型の

社会を構築するものです。 

 

② 温室効果ガス＊削減に関する国の削減目標 

 日本は、令和７（2025）年２月 18 日に、世界全体での 1.5℃目標と整合的で、2050 年ネッ

ト・ゼロの実現に向けた直線的な経路にある野心的な目標として、令和 17（2035）年度、令

和 22（2040）年度において、温室効果ガスを平成 25（2013）年度からそれぞれ 60％、73％

削減することを目指す、新たな「日本の NDC（国が決定する貢献）」を決定し、国連気候変動

枠組条約事務局へ提出しました。改定された地球温暖化*対策計画には、この新たな削減目標

及びその実現に向けた対策・施策を位置付けており、2050 年ネット・ゼロの実現に向けた直

線的な経路を弛まず着実に歩んでいくことが示されています。 

 

③ 気候変動適応法の制定と気候変動適応計画の閣議決定 

 近年、強い台風や集中豪雨、気温の上昇による熱帯夜の増加など異常気象により、農水産物

の収穫への影響や暮らしに甚大な被害が報告されています。 

 国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC＊）第５次評価報告書では、将来、温室効果ガス＊

の排出量がどのようなシナリオをとったとしても、世界の平均気温は上昇し、21 世紀末に向

けて、気候変動の影響のリスクが高くなると予測されており、すでに現れている影響や中長

期的に避けられない影響に対して「適応」を進めることが求められています。 

 国において平成 30（2018）年 12 月に「気候変動適応法」が施行されました。また、平成 30

（2018）年 11 月に「気候変動適応計画」が閣議決定されました。同計画では、気候変動の

影響は、気候、地理、社会経済条件などの地域特性によって大きく異なることから、地域で

の適応の推進について、地方公共団体は、地域の実情や特性に応じた気候変動適応策＊を主体

的に検討し、取り組むことが重要とされています。 

 

④ 「持続可能な開発のための教育（ESD*）に関するグローバル・アクション・プログラム」

実施計画 

 平成 25（2013）年の第 37 回ユネスコ総会において採択された「ESD*に関するグローバル・

アクション・プログラム（GAP）」では、「①政策的支援」「②機関包括型アプロ―チ」「③教育

者」「④ユース」「⑤地域コミュニティ」の５つの優先行動が定められています。本実施計画

では、上記の優先行動に沿って、関係省庁が取り組んでいく事項を記載しています。 
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⑤ 「環境教育等による環境保全の取組みの促進に関する法律」改正 

 自然との共生の哲学を活かし 人間性豊かな人づくりにつながる環境教育をなお一層充実さ

せることが必要なことから、平成 26（2014）年に環境教育等促進法の改正が行われ、令和２

（2020）年度から小学校から順次、学校現場での取組みがスタートします。 

旧法  改正法によるポイント 

「どこでも誰でも環境学習」をスロー

ガンに、体験学習のリーダー育成を

中心に詳細規定をおいたが、他は訓

示規定 

 体験学習に重点を置いた取組みから、

幅広い実践的人材づくりへと取組みを

発展させるため、具体的規定を充実 

 

⑥ プラスチックを取り巻く状況と資源循環体制の構築 

 プラスチックについては、不適正な処理のため世界全体で年間数百万 t を超える陸上から海

洋へのプラスチックごみの流出があると推計した研究もあり、地球規模での環境汚染が懸念

されています。 

 一方で、従来の天然資源を利用し、製品を製造し、使用・廃棄するという直線型の経済から、

使用・廃棄された後に極力資源としてまた製品の原材料などに循環させていく循環型の経済

にシフトしようという動きが活発化しています。 

 令和元（2019）年６月に大阪市で開催された G20 サミットにおいても主要テーマのひとつと

して話し合われ、新たな海洋プラスチック汚染を令和 32（2050）年までにゼロにする事を目

指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有されました。 

 

⑦ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律＊の創設 

 パリ協定＊の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス＊排出削減目標の達成や災害防止な

どを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及

び森林環境譲与税＊が創設されました。 

 平成 31（2019）年４月には「森林環境譲与税＊」が施行され、市町村での使途は間伐や人材

育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備及びその促進に関する費用

となっています。 

 

（４） 2030 大阪府環境総合計画について 

 大阪府環境基本条例に基づき策定されているもので、気候変動など深刻化する環境問題と、

様々な社会経済課題との密接な関係を踏まえ、今後は環境・社会・経済の各課題の同時解決

と総合的向上が重要となるため、持続可能な社会に向けて 2050 年の目指すべき将来像と、

それを見据えた 2030 年の実現すべき姿、及びその実現に向けた施策の基本的な方向性を明

確化しています。 

 当該計画では、2050 年のめざすべき将来像を「大阪から世界へ、現在から未来へ、府民がつ

くる暮らしやすい持続可能な社会」としています。また、2021 年から 2030 年を「いのち輝

く SDGs 未来都市・大阪 -環境施策を通じて-」をテーマに具体的な取組を速やかに展開すべ

き重要な期間として、「脱炭素・省エネルギー」、「資源循環」、「全てのいのちの共生」、「健康

で安心な暮らし」、「魅力と活力ある快適な地域づくり」の 5 つの環境施策分野ごとに「実現

すべき姿」を整理し、個別計画に反映させることにより、取組を推進しています。 
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２－３ アンケート調査結果 

 

（１） 市民アンケート調査結果（抜粋） 

 

 １） アンケート概要 

 対象者 ：和泉市在住の満 18 歳以上の男女 2,000 名 

 期間  ：令和元（2019）年 11 月８日配布 11 月 30 日返送分まで 

 回収状況 ：回収数 714 件、回収率 35.7％ （前回 H23 – 34％） 

 

 ２） アンケート結果 

 

① 地域の環境の満足度 

 和泉市の環境について総合的な満足度を見ると、「満足」と「やや満足」の合計が 67.8%を占

めています。 

 満足度の高い項目として、「空気のきれいさ」や「工場等からの悪臭の少なさ」、「街路樹など

の通りの豊かさ」などが挙げられています。 

 一方、比較的満足度の低い項目として、「歩道の安全・快適性」や「ごみのポイ捨ての少なさ」、

「犬のふん始末のマナーの良さ」などが挙げられています。 

 

② 環境問題への関心 

 環境問題全般について、「かなり関心がある」、「ある程度関心がある」の合計が 81.9％であり、

多くの方が環境問題について関心があるという結果となりました。 

 特に重要だと思う環境問題としては、いずれの世代でも「地球温暖化＊」や「気候変動」、「プ

ラスチックに関する問題」という意見が多くなっています。 

 半数以上の方が、近年１～５年の間に気候変動の影響が表れていると回答しています。 

 SDGs*については、71.4％の方が知らず、内容まで知っているという方は 6.7％にとどまりま

した。 

 

③ 自然とのふれあい 

 「山・川・池・田んぼなどの自然にふれあう」や「植木や草花を育てる」については比較的行

っている方が多い一方、「自然を保全する活動に参加する」について行っている方は比較的少

なくなっています。 

 

④ 大切にしたい自然 

 大切にしたい自然や残しておきたい場所や風景としては、黒鳥山や光明池、各種の公園が多

く挙げられています。 

 

⑤ 環境配慮行動 

 多くの方が、「ごみのポイ捨てはしない」や「ごみの分別をしている（リサイクル＊の推進）」、

「電気・ガスの節約を心がける」、「節水に心がける」といった取組みをしています。 
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 一方で、「環境家計簿＊を付けている」や「雨水など水道水以外の水の活用している」、「太陽

熱温水器を使っている」、「太陽光発電を使っている」といった取組みについては実行してい

ない方が比較的多いという結果となっています。 

 

⑥ 環境に関する情報 

 環境に関する情報の入手先はいずれの世代についても広報いずみが最も多く、次いで回覧板

となっています。市の公式 SNS の活用は、どの世代でも低くなっています。 

 環境に関して必要な情報の種類としては、「自分の住んでいる地域の環境に関する情報」や「環

境にやさしい暮らし方の実例や実践に役立つ情報」が多く挙げられています。 

 

⑦ 環境を良くするために市へ望むこと 

 環境を良くするための市の取組みとしては、「健康で魅力あるまちづくりの推進」を特に重要

だと思う方が多く、次いで「生物多様性＊の確保」を重要だと思う方が多くなっています。 

 

⑧ 和泉市の将来の姿 

 和泉市の将来の姿として、「自然災害に対応したまち」や「みどりや水など自然にあふれたま

ち」を望む割合が比較的高くなっています。 

 

（２） 事業所アンケート調査結果（抜粋） 

 

 １） アンケート概要 

 対象者 ：和泉市内に事業所を持つ事業者 200 社 

 期間  ：令和元（2019）年 11 月８日配布 11 月 30 日返送分まで 

 回収状況 ：回収数 54 件  回収率 27.0％ （前回 H23 – 38％） 

 

 ２） アンケート結果 

 

① 環境配慮経営 

 環境保全については多くの事業所で経営方針に取り入れている一方で、SDGs*や脱炭素＊・低

炭素については取り入れている事業所や今後取り入れる予定の事業所が少ないという結果と

なっています。 

 環境配慮経営を、「企業の社会的責任（CSR）の一つである」と位置付ける事業所の割合が最

も高く、次いで「環境に関する法規制を遵守するものである」とする事業所の割合が高くな

っています。 

 

② 環境に関する重要分野 

 重要な分野として、「事務所や工場内の節電や節水などの省エネ対策」や「環境に配慮した製

品の製造・販売、サービスの提供」、「産業廃棄物の減量化、再資源化」などを挙げる事業所

が多くなっています。 
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③ 環境施策への事業所としての協力 

 多くの事業所が「できれば協力したい」もしくは「内容によっては協力しても良い」と回答

しており、「ぜひ積極的に参加したい」も加えると 83.3％にのぼっています。 

 

④ 行政への期待 

 環境をよくする行動へ協力する際に行政に望むこととしては、「行政の取り組む事業の明確な

提示」や「補助金の交付」、「事業発展に役立つ取組事例の紹介」という回答が多くなってい

ます。 

 

⑤ 環境対策に取り組む理由 

 環境対策に取り組む理由としては「企業の社会的責任である」や「法令を遵守するために必

要である」、「地域と共存するために必要である」という回答が多くなっています。 

 

⑥ 環境を良くするための取組み 

 環境を良くするために実行している取組みとしては、「廃棄物の分別・回収による再資源化」

や「廃棄物の減量化」、「省エネ型の照明や電化製品、OA 機器の使用」、「消灯や冷暖房の使用

自粛などの省エネ」、「クールビズ・ウォームビズの励行」といった回答が多くなっています。 

 「通勤や業務における公共交通の利用促進」や「二酸化炭素＊の排出係数を考慮した電力購入」

などについては、今後も実行しないという回答が多くなっています。 

 

⑦ 環境問題に取り組む際の課題 

 環境問題に取り組む「環境問題についての情報が不足している」や「環境に関する取組みを

行う人材が不足している」、「環境問題について勉強する機会がない」といった項目の割合が

高くなっています。 

 

⑧ 情報発信 

 環境について情報発信をしている事業所については、「自社のホームページで環境への取組み

を掲載」や「第３者機関による認定マーク・ロゴを製品やパンフレットに表示」といった方

法の割合が高くなっています。また、「情報発信を行っていない」という事業者が 63.0％とな

っています。 
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３．第２次和泉市環境基本計画における課題 

本市の現状や取組状況などから、本市の基本目標に関わる課題を整理します。 

基本目標１ 
参加・協働 

みんなで考え取り組むまちをつくる 

基本施策 
1-1 環境学習の推進  
1-2 環境保全活動の支援・促進  

基本目標 
環境問題について一人ひとりが自分たちの問題として意識を高めるとともに、市民等・事業者・

市がそれぞれできる役割を認識し、お互いに協力して地域の環境保全活動、あるいは地球環境

問題への取組みが積極的にできるよう、学習機会の充実や三者共同の取組みができる仕組みづ

くりを進め、環境問題についてみんなで考え、取り組むまちを目指します。 

関連する取組みの動向 当初 
2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 次計画 
目標 状況 

市民を対象とした清

掃施設見学会の回数 

（回/年） 

2 2 2 3 3 2 2 2 2 達成 

市民を対象とした
自然観察会の回数 
（回/年） 

3 3 3 4 3 4 3 3 3 達成 

こどもエコクラブ
の登録団体数（団
体） 

6 6 4 4 4 2 2 2 9 減少 

生徒・学生を対象と
した施設見学会の開
催回数（回/年） 

1 1 - 1 1 1 2 2 1 達成 

植栽した本数 
（万本・累計） - 1.1 1.5 3.5 7.7 10.0 12.5 15.1 18.0 増加 

環境関連図書の購
入数（冊/年） 25 36 27 52 39 39 31 15 25 達成 

環境保全のために
何か行っている市
民の割合（％） 

71.2 70.4 68.1 64.9 68.9 68.7 70.1 67.7 78.3 減少 

イベント時のブー
ス設置（回/年） 1 3 4 3 5 5 5 3 1 達成 

いずみ環境くらぶ
の登録人数（人） 45 41 38 39 40  41  44  46  68  増加 

■事業の取組状況 

1-1-1 生涯学習における環境学習を推進するために    

・いずれの事業も環境に対する市民の意識啓発として効果的であり、環境学習への参加をき

っかけとして環境に関心を持つ人を増やすことができました。 

・環境に関する事業者向け講習会の開催については未着手となっており、SDGs*など事業所に

とって関心の高いテーマ設定や商工会議所などと連携した企画・開催など実施にむけた検

討が必要です。 

1-1-2 学校教育における環境学習を推進するために      

・学校教育における環境学習の推進に関しては、子どもたちの学ぶ機会の拡充について取組

みが進み、児童の環境への意識の向上が図られました。 

・施設見学や自然環境の観察や体験の機会については充実が図られた一方で、協働によるエ

コマップ作成などについては未着手となっており、テーマや関係部局などと実現にむけた

第 2 次和泉市環境基本計画の振り返り 
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検討が必要です。 

1-2-1 環境情報の共有化を推進するために           

・環境保全活動への支援を推進する取組みに関しては、継続的に実施されているものの、「概

ね達成できた」の評価が多くなっています。 

・環境に関する情報の提供を継続的に実施できた一方で、環境保全のために何か行っている

市民の割合については横ばいとなっており、より効果的な情報発信を行うことが求められ

ています。 

1-2-3 国際的・広域的な連携を推進するために        

・多言語対応や一目で分かるイラストやピクトグラム、やさしい日本語表記など、外国人市

民や訪日外国人への環境意識の啓発が求められています。 

■アンケート結果より 

・社会全体の環境に対する取組みが事業活動に与える影響について「事業の発展に良い影響

を与える」とする事業所が約半数と最も多くなっています。また、市の各種環境施策へ４

割以上の事業所が「協力したい」と回答している一方で「行政の取り組む事業の明確な提

示」や「補助金の交付」「事業発展に役立つ取組事例の紹介」が求められています。 

・SDGs*について「知らない」という市民が７割以上となっています。また、環境配慮経営を

「企業の社会的責任（CSR）の一つである」と位置付ける事業所が約４割となっている一方

で、SDGs*や脱炭素＊・低炭素については取り入れている事業所が１割以下の結果となって

おり、普及啓発などが求められています。 

・「ポイ捨てしない」「ごみの分別」「節電・節水」など身近な取組みは９割程度の方が実行していま

す。 

・市の実施する環境関連講座などについて、既に参加している市民は２%未満と少ないもの

の、参加してみたい市民が３割程度、条件が合えば参加したいと考える市民が４割程度い

るため、今後の広報手法や開催日時などについて検討が求められます。 

・環境に関して必要な情報は「地域の環境に関する情報」が６割以上、「環境にやさしい暮ら

し方の実例や実践に役立つ情報」が４割以上挙げられおり、今後は、広報いずみなどを通

じた情報発信が望まれます。 

■環境目標の評価 

・目標達成に向けて順調に推移しています。 

・市民や学校を対象とした事業は環境に対する意識啓発や学習の機会として効果的でした。 

・環境保全活動への支援を推進する取組みに関しては、継続的に実施されているものの、「概

ね達成できた」の評価が多くなっています。 

・環境情報の共有化を推進する取組みに関しては、継続的な情報発信を実施し、一定の環境

に取り組む意識を地域へも波及することができました。 

■今後の課題 

・環境保全については多くの事業所で経営方針に取り入れており、社会全体の環境に対する

取組みが事業活動に与える影響が事業の発展に良い影響を与えると認識している一方で、

SDGs*や脱炭素＊・低炭素については取り入れている事業所が少ないことから、SDGs*など

事業所にとって関心の高いテーマ設定や商工会議所などと連携した企画・開催など実施に

むけた検討が必要です。 

・広報いずみなどを通じた「地域の環境に関する情報」や「環境にやさしい暮らし方の実例

や実践に役立つ情報」の発信が望まれます。 

・活動の活性化や団体間の交流については、健康や福祉、子育てなど分野横断的な推進につ

いての検討が求められています。 

・体験的な学習については、学習指導要綱の改訂を踏まえた地域学習の内容充実や機会の拡

大など継続的に取り組むことが求められます。 

・環境活動の推進については、市民・事業者など相手や支援のあり方も含めた検討が必要です。 

第 2 次和泉市環境基本計画の振り返り 
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基本目標２ 
低炭素社会 

低炭素で地球にやさしいまちをつくる 

基本施策 
2-1 エネルギーの適切な利用 2-3 CO2 吸収源の確保 
2-2 環境にやさしい交通手段による

移動の推進  
基本目標 

地球温暖化＊に代表される地球規模の環境問題について認識し、太陽光発電など自然エネルギー

やバイオマス＊など新エネルギー＊の積極的な導入や省エネルギー化の推進などによりエネルギ

ー消費量を削減するとともに、森林の保全や植樹などによる CO2 吸収源の確保を図ることで低

炭素社会を形成し、地球を大切にするまちを目指します。 

関連する取組みの動向 当初 
2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 次計画 
目標 状況 

電力使用量 
（千 kwh） 

1,279 1,185    1,093   1,112  1,214 1,180 1,159 1,150 現状維持 達成 

ガス使用量 
（千㎥） 

103 88 90 98 90 100 103 113 現状維持 増加 

浄化槽の改造費
助成制度の利用
者数(人・累計) 

39 44 44 44 45 46 46 46 53 達成 

水道使用量 
（千㎥） 

12 14  20  21  12  12  12  13  現状維持 横ばい 

省エネルギー化
の事例資料を総
会時に配布 
（回/年） 

1 - 1 1 1 1 1 0 1 達成 

市民一人当たり
の CO2 排 出 量
（kg） 

4,567  4,233  4,120  4,029  3,825  3,679  3,554  3,473 3,882  達成 

公営駐輪場の収
容台数（台） 

4,250  4,007  4,007  4,421  4,421  4,421  4,421  4,421  5,000  増加 

公用車のエコカ
ー（％） 
※新規購入割合
(特殊車両除く) 

- 0 37.5 0 0 0 100 100 50.0  増加 

植 栽 し た 本 数
（万本・累計）
【再掲】 

- 1.1 1.5 3.5 7.7 10 12.5 15.1 18 増加 

市内の保安林面
積（ha・累計） 

468 468 480 480 480 480 537 584 増加 達成 

植 樹 帯 の 延 長
（km） 

55.3 
（H27 時

点） 

- - - - 0  0  0  延伸 - 

■事業の取組状況 

2-1-1 省エネルギーを推進するために    

・省エネルギー化の推進に関しては、公共施設の省エネルギー化とエネルギーコストの削減につ

いては進みましたが、事業所の省エネルギー化の取組みなどについては未実施の状況です。 

・公共施設や市営住宅において自然の光や風を有効利用した建築物の導入が進みました。 
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・水の有効利用については、雨水貯留タンクの設置をはじめ取組みが推進されました。 

2-1-2 新エネルギー＊の利用を推進するために      

・新エネルギー＊の利用促進については、「和泉市地域新エネルギー*ビジョン」に基づき、市

民等・事業者の新エネルギー＊利用や公共施設におけるコージェネレーション＊や太陽光発

電などの新エネルギー＊の利用が概ね実施できました。 

・ごみ焼却施設の焼却熱を利用した発電や、温水プールへの利用を図ることができました。 

2-2-1 車をかしこく使うために             

・歩いて暮らせるまちづくりの推進については、駅周辺の駐輪場の整備やグリーンベルト設

置により通学路の安全性、交差点改良により歩行者、自転車の安全性が向上しました。 

・自動車の適正な利用については、 自動車のアイドリングストップなど、エコドライブ＊の

実施や低公害車の普及啓発を促進できました。 

2-3-1 緑を守りふやすために             

・市街地における植樹の推進については、公園、道路、学校などの公共施設への樹木の植栽

の推進、宅地における生け垣の設置、工場や事業所の周辺など民有地における植栽を推奨

し、緑化を促進できました。 

■アンケート結果より 

・地球温暖化＊や気候変動について、関心のある市民が７割以上と多くなっています。また、

半数以上の事業所で、気候変動を「脅威である」としています。 

・多くの方が、７割以上が気候変動の影響が表れていると回答しており、具体的には、猛

暑・気温上昇や豪雨、台風、強風などが挙げられています。今後は、気候変動による影響

への対策についても検討が求められます。 

・重要な分野としては、「事務所や工場内の節電や節水などの省エネ対策」が最も多く、次に

「環境に配慮した製品の製造・販売、サービスの提供」となっており、「省エネ型の照明や

電化製品、OA 機器の使用」、「消灯や冷暖房の使用自粛などの省エネ」、「クールビズ・ウォ

ームビズの励行」については既に取り組んでいる所が６割から７割となっています。ま

た、前回の結果と比較すると、「環境に配慮した製品の製造・販売、サービスの提供」の回

答が大きく増加しています。 

■環境目標の評価 

・概ね目標達成に向けて順調に推移しています。 

・エネルギーの適切な利用に向けた施策においては、公共施設における省エネルギー化の取

組みを推進することができました。 

・環境にやさしい交通手段による移動の推進は、継続的に実施されているものの、「概ね達成

できた」の評価が多くなっています。 

・CO2 吸収源の確保に関しては、「高いレベルで事業が達成できた」の評価が多く、森林の保

全・育成・整備や市街地における植樹が推進できました。 

■今後の課題 

・気候変動による影響への対策について検討が求められます。 

・事業者向けの取組みついては未着手が多くなっていますが、事業所側は「行政の取り組む事

業の明確な提示」や「事業発展に役立つ取組事例の紹介」を求めており、環境面のみでなく

社会面や経済面など幅広い視野からの取組みや関連部局などと連携した検討が必要です。 

・生産・流通におけるエネルギー消費の抑制については、地元での販売購入（地産地消＊）を

奨励や 「テクノステージ和泉まちづくり協議会」など工場間の連携を通じた省エネルギー

化への取組みを関係部署と連携し推進することが求められます。 

・環境にやさしい交通手段による移動の推進については「和泉市地域公共交通網形成計画」

が策定され、今後は計画に基づいた取組みの推進が望まれます。 

・バイオマス＊エネルギーの活用については、引き続き「森林整備計画」などに基づき推進す

るとともに、森林環境税*制度の活用など取組みの促進についても検討に努めることが求め
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られます。 

基本目標３ 
生物多様性* 

いきものがいっぱいで自然を大切にするまちをつくる 

基本施策 
3-1 生物多様性*の確保  
3-2 自然の保全と人との共生  

基本目標 
本市には、和泉山脈などの森林、槇尾川などの河川、信太山丘陵の湿地をはじめ、社寺林や田

園・ため池など、多種多様な自然環境が残されており、貴重な動植物が生息しているなど豊かな

生態系＊が築かれています。この豊かな自然を後世に残すため、自然環境が有する価値を知り、

保全と育成により多様な自然が息づくまちを目指します。 
関連する取組みの動向 

当初 
2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 次計画 
目標 状況 

信太山丘陵市有地
に生息している貴
重動植物の数
（種） 

6 - - - - - 6 6 6 達成 

植栽した本数（万
本・累計）【再掲】 

- 1.1 1.5 3.5 7.7 10 12.5 15.1 18.0  増加 

市内の保安林面積
（ha・累計）【再掲】 

468 468  480  480  480  480  537  584  増加 達成 

松尾寺公園の整備
率（％） 

13.40  13.36  13.36  13.36  13.36  13.72  13.72  13.72  33.50  増加 

農林業に対するボ
ランティア数（人）
※和泉の国の森づ
くり活動登録者数
（森林ボランティ
ア養成講座参加者
数） 

92 
83 

（8） 

111 

（8） 

119 

（12） 

119 

（5） 

124 

（5） 

124 

（5） 

133 

（14） 
150  増加 

ため池を訪れた人
たちに快適と安全
を提供すべく処置
を施されたため池
の数（箇所・累計） 

13 13 13 13 13 14 14 14 17 増加 

市民農地の利用者
数（人） 

687 687 667 647 667 631 603 590 増加 減少 

農林業イベントへ
の参加者数（人） 

115,500  41,150  45,037  52,297  53,822  38,262  39,129  43,543  増加 減少 

■事業の取組状況 

3-1-1 多様な生物が息づく環境を保全・回復するために    

・絶滅危惧種＊や天然記念物の調査・保全については、生息・分布状況の把握及び調査結果の

公表、むやみな採取や捕獲をしないよう啓発などについての取組みを継続的に実施してい

ます。 

・海外の野生生物や貴重種の輸入の自粛や本来の生息環境にないところへの動植物の移入に

よる生態系＊への影響、適切な飼育栽培管理と情報の周知については、関係機関などとの連

携のもと対応が求められます。 

3-2-1 豊かな森を守り育てるために               

・森林ボランティアの育成については、森林ボランティア養成講座実施により新たな森林ボ
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ランティアの創出を継続して行っています。 

・大阪府のアドプトフォレストによる活動が終了しました。企業による活動や連携が求めら

れます。 

3-2-2 農地を保全し有効に活用するために       

・環境に優しい農業基盤整備については、ウォーキングイベントやファームステイなど農村

と都市との交流の活性化が進みました。 

・遊休農地＊の活用については市民農園や観光型農園などの活用により付加価値の高い農地と

して活用できました。 

・身近な農業体験については、農業体験プログラムの提供など高いレベルで実施する事がで

きました。 

3-2-3 水辺の環境を守り育てるために        

・源流部の森林や流域の農地の保全による流水の確保については継続的に高いレベルで取り

組む事ができました。引き続き農地及び水と緑の一体的な保全・育成に努める事が求めら

れます。 

3-2-4 健全な水循環を確保するために        

・水源涵養＊ついても緑化の推進と緑地の保全により概ね取り組む事ができました。 

■アンケート結果より 

・市の将来の姿としては約７割の市民が「緑や水など自然にあふれたまち」としています。 

・大切にしたい場所としては、身近な公園や黒鳥山、光明池、槇尾川が挙げられています。 

・自然とのふれあいについて週に１回以上「山・川・池・田んぼなどでふれあう」「観察す

る」「植木や草花を育てる」が２割以上と多くなっていますが、一方で「自然を保全する活

動への参加」は「ほとんどない」が８割以上となっています。環境への関心の高さを後押

しできるような、多様な関わり方についての検討が求められます。 

・生態系サービスの内でも食べ物（農作物・魚介類）、水、紙、木材、繊維、燃料、医薬品な

どの供給機能が大切だと思う市民が７割以上、事業者で５割以上となっており、その他に

も地域の祭りなど文化的機能を挙げる市民も見られます。 

■環境目標の評価 

・目標達成に向けた事業を継続的に行なっていますが、達成している数値目標は少ない状況

です。 

・生物多様性＊の確保に向けた取組みでは、市民参加による調査の実施や市民団体と協力した

特定外来生物＊についての対策が高いレベルで実施できました。 

・自然の保全と人との共生については、森林空間の保全・育成及び農地の活用について高い

レベルで実施できています。 

■今後の課題 

・生きものの生息・生育空間を積極的に創出し、生物多様性＊を維持・回復することについて

は、引き続き実施するとともに、生態系サービスの視点からの取組みについても検討が必

要です。 

・市民の環境への関心の高さや事業者の各種環境施策への協力に対する意識の高さを後押し

できるような、多様な関わり方についての検討が求められます。 

・引き続き、絶滅危惧種＊や天然記念物の調査・保全に努めるとともに、和泉市域の自然環境

の特徴やそれらの関係性など和泉市の生物多様性＊についての全体像が把握可能な情報発信

や啓発についての検討が求められます。 

・農産物の直売所の設置や直販ルートの開拓などによる、安全で環境負荷の少ない農産物の

販売や特色ある農業の推進は未実施となっており、関係機関などと連携のもと検討が必要
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です。 

基本目標４ 
循環型社会* 

もったいないの心で資源を大切にするまちをつくる 

基本施策 
4-1 ごみの削減と資源循環の推進  
4-2 廃棄物の適切な処理の推進  

基本目標 
限りある資源を有効に利用し、環境負荷を削減しながら豊かな社会を築くため、循環資源全体

の再生利用率を向上することが求められます。そのため「もったいない」の心を大切にするとと

もに、リデュース＊（廃棄物の発生抑制）・リユース＊（再使用）・リサイクル＊（再資源化）の 3R
＊全体の取組みをすすめ、資源を大切にするまちを目指します。 

関連する取組み

の動向 

当初 
2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 次計画 
目標 状況 

エコショップ
登録店舗数
（店舗） 

32 16 17 17 16 16 16 16 35 - 

家庭ごみ・事
業ごみの削減
率（％） 

69,938 
(H12
年度) 

20％ 21％ 21％ 20％ 22％ 29％ 28％ 
46,159t 
(34%減量) 

減少 

市役所のごみ
の 削 減 率
（袋，％） 

8,680 
(H12
年度) 

10,062  8,408  8,182  4,498  4,938  3,604  3,564  
5,729 袋 
(34%減量) 

達成 

彩生館の利用者
数（人/年） 

40,16
1  

48,429  47,838  47,432  46,176  55,185  67,456  71,546  41,000  達成 

フリーマーケッ
トの開催数 
（回/月） 

2  2  2  2  2  3  3  2  2  達成 

生ごみ堆肥化容
器の設置数（基・
累計） 

1,714  1,845  1,882  1,903  1,926  2,252  2,340  2,380  2,300  達成 

ごみのリサイク
ル＊率（％） 

16.2  14.7  14.1  13.5  13.0  12.4  14.1  14.0  17.2  減少 

集団回収登録団
体数（団体・累
計） 

247 251 252 252 252 258 255 255 260 増加 

和泉市ごみ減量
等推進員数(リ
サイクリーン＊)
（人・累計） 

217 231 231 231 226 228 - 228 220 達成 

不法投棄のパト
ロール回数（回
/年） 

34  27  40  37  44  76  - 182  48  達成 

■事業の取組状況 

4-1-1 リデュース＊（廃棄物の発生抑制）を推進するために    

・リデュース＊（廃棄物の発生抑制）を推進する施策においては、市民・事業者・市が連携し

た啓発活動を継続して実施するなど、目標の実現に向けた取組みが着実に実施できました。 
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4-1-2 リユース＊（再使用）を推進するために            

・リユース＊（再使用）を推進する施策においては、リターナブル容器や詰め替え用容器の利

用促進を継続して実施しました。 

・彩生館でのシルバー人材センターと連携した物を修理して長く使う取組みなど、目標の実

現に向け着実に実施できました。 

4-1-3 リサイクル＊（再資源化）を推進するために          

・リサイクル＊（再資源化）を推進する施策においては、全体的に高い水準で実施できていま

す。 

・生ごみの堆肥化の推進については、家庭での取組みの推進については継続的に実施できました。 

・分別の推進については、再資源化集団回収の活動については高い水準で実施できました。 

4-2-1 3R＊を推進するために                  

・3R＊の普及・啓発については、和泉市ごみ減量当推進員制度の活用や広報、ホームページを

活用して促進できています。 

4-2-2 環境負荷の少ないごみ処理を推進するために        

・環境負荷の少ないごみ処理を推進するために、清掃工場の適切な維持管理を高い水準で継

続的に実施するとともに、ごみの減量と正しい分別についての周知徹底を図り、処理工場

の長期使用やごみ処理への適切な費用負担に努めました。 

・また、廃棄物の適切な処理の促進に向け、不法投棄されやすい場所の定期的なパトロール

や看板設置や警察などと連絡を取り不法投棄者の究明に努めました。 

■アンケート結果より 

・環境配慮行動として「ごみの分別をしている（リサイクル＊の推進）」を実行している市民

が９割以上いる一方、「ごみの減量に取り組んでいる」市民は前回アンケート比べ減少しています。 

・環境に関する重要な分野の一つとして、「産業廃棄物の減量化、再資源化」などを挙げる事

業所が３割以上となっており、また、事業者で実施している環境を良くするための取組み

として「廃棄物の分別・回収による再資源化」は８割、「廃棄物の減量化」は５割が「既に

実行している」と回答しています。 

・また、事業所が市民に求めることとして、「市民がリサイクル＊活動などに努め、積極的に

資源の循環を推進してほしい」を求める回答が４割となっています。 

・市の環境をよくするための市の取組みの優先度として「健康で魅力あるまちづくりの推進」が１位と

なっていますが、２位及び３位として「循環型社会*の実現」を挙げる市民が多いことから、環境をよ

くするための優先事項として「循環型社会*の実現」が認識されていると推察されます。 

■環境目標の評価 

・目標達成に向けて、順調に推移しています。 

・ごみの削減と資源循環の推進では、廃棄物の発生抑制を推進するために市民・事業者・市

が連携した啓発活動を継続して実施するなど、取組みが着実に実施できました。 

・廃棄物の適正な処理の推進に関しては、リサイクル＊建材の利用普及に努めるとともに、公

共工事の発注の際には再資源化及び再生資材の利用を推進するなどの取組みを行うなど、

ごみの減量と正しい分別の周知が促進できました。 

■今後の課題 

・循環型社会*の実現はまちづくりにおいて重要であると認識され、ごみの分別を実行してい

る市民や事業所が多くなっているものの、ごみの減量に取り組んでいる市民の減少がみられ

ることから、生活に密着した具体的な３R＊の方法やアイディアなどの情報発信が求められま

す。 

・今後は、食品ロス＊の観点からの取組みなどの検討が求められます。 

・リサイクル＊（再資源化）を促進するための学校や市内の農家、公共施設などと連携した生

ごみのたい肥化の活用や学校給食で発生する廃食油の利用については、仕組みを含めた検討

が求められます。 

・環境負荷の少ないごみ処理の推進に向けた、廃棄物の適切な処理の促進に向けた不法投棄へ

の対応については、引き続き関係機関と連携による対応が求められます。 
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基本目標５ 
安心・安全 

健康で安全な魅力ある住み続けたいまちをつくる 

基本施策 ５-1 健康なまちづくりの推進 ５-2 安全なまちづくりの推進 
基本目標 

大気、水、土壌などへの環境負荷の抑制、熱・光・音・においなどの感覚環境の保全、有害化学

物質による人体や環境への影響の抑制、災害などに対応したまちづくりを進め、市民が健康で

安心して暮らせるとともに、本市が有する歴史・文化などを活かし、良好な景観を有する自然と

共生した健康で魅力あるまちを目指します。 

 関連する取組みの動向 
当初 
2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 次計画 
目標 状況 

環境基準＊達成率
（％） 
大気／水質 

大気
100 
水質 
90 

大気
100 
水質
89 

大気
100 
水質
100 

大気
100 
水質
100 

大気
100 
水質
100 

大気
100 
水質
100 

大気
100 
水質
100 

大気
100 
水質
91.7 

大気
100 
水質 
100 

達成 

公害苦情受付件
数（件/年） 

25  25  23  22  22  22  22  22  21  減少 

エコ農産物生産
面積（a） 

5,391.60  5,137.50  5,035.00  4,968.10  4,968.10  5,339.00  5,403.37  5,750.87  増加 達成 

公共下水道普及
率（％） 

82.5  84.4  85.3  86.1  86.7  87.1  87.5  88.1  89.3  達成 

公共下水道接続
率（％） 

89.0  89.4 89.5  89.5 89.6 89.7  89.9  90.1  90.9  達成 

騒音基準達成率
（％）道路／一
般地域 

道路
71.4 
一般
91.7 

道路
85.7 
一般
83.3 

道路
71.4 
一般
100.0 

道路
78.6 
一般
100.0 

道路
78.6 
一般
90.0 

道路
78.6 
一般
100.0 

道路
85.7 
一般
100.0 

道路
71.4 
一般
100.0 

道路
78.6 
一般
100.0 

達成 

住んでいる地域
がごみの無いき
れいな街だと感
じている市民の
割合（％） 

58.1  57.3  - - 63.6  65.5  - 62.1  62.0  達成 

地域清掃活動の
実施回数（回/
年） 

375  413  460  588  598  880  990  825  400  達成 

市民一人当たりの公
園面積（㎡） 

7.3  7.4  7.5  7.5  7.8  7.8  7.9  8.0  10.0  達成 

花壇の市民開放の箇
所数（回/年） 

29  28  31  51  52  49  43  43  30  達成 

天然記念物に指
定された樹木の
数（本） 

府 7 
市 1 

府７ 
市１ 

府７ 
市１ 

- 
府７ 
市１ 

- - 
府 7 
市 1 

増加 達成 

桜の里親事業の
植栽数（本） 

67  85  96  117  132  146  158  168  167  達成 

緑に関する市民体験
型学習会の参加者数
（人/年） 

1,507  1,120  869  1,556  1,791  1,435  963  1,095  

1500

人以

上 

増加 

緑に関する市民体
験型学習会の開催
数（回/年） 

32 37 38 198 161 129 110 162 
30 回

以上 
達成 

ポケットパーク＊

の整備箇所数 
（箇所・累計） 

1 1 1 1 1 1 1 1 増加 横ばい 

植栽した本数 
（万本・累計） 
【再掲】 

- 1.1  1.1  3.5  7.7  10.0  12.5  15.1  18.0  達成 
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■事業の取組状況 

5-1-1 きれいな大気・水・土壌環境を守るために                  

・きれいな大気・水・土壌環境を守るための取組みは継続的に高い水準で実施できています。 

・引き続き、環境調査や事業活動における環境負荷の削減などへの啓発の実施が求められます。

5-1-2 感覚環境（熱、かおり、音）を守るために                     

・感覚環境（熱、かおり、音）を守るための取組みは継続的に高い水準で実施できています。 

・今後は、ヒートアイランド対策の一環として、高気密・高断熱住宅や、風や光などの自然を

取り入れた省エネ建築物の普及・啓発の一層の推進が望まれます。 

5-1-3 化学物質などによる環境リスクを低減するために                   

・化学物質などによる環境リスクを低減するための取組みは継続的に実施できています。 

5-2-1 まちの環境美化を推進するために                         

・まちの環境美化の推進に向けた、ポイ捨てしないマナーの向上の取組みについては今後も引

き続き高いレベルでの継続実施が求められます。 

5-2-2 水と緑が豊かな潤いあるまちづくりを推進するために               

・水と緑が豊かな潤いあるまちづくりを推進する事業を高い水準で継続的に行い、目標の実

現に向けた取組みが着実に実施できました。 

・道路空間における緑のまちなみづくり、天然記念物など指定樹木の指定など、この 10 年間

で未着手・未実施の取組みについては事業の記載方法や表現について検討が求められます。 

5-2-3 地域の個性を活かしたまちなみづくりを推進するために              

・地域の個性を活かしたまちなみづくりを推進ために、地域の歴史を活かしたまちなみづくり

や、魅力ある都市景観の形成の推進、身近な歴史や自然、生活文化とふれあう機会の拡充な

ど、取組みの継続と充実が望まれます。 

5-2-4 災害に強い安心して住める環境に配慮したまちづくりを推進するために       

・災害に強いまちづくりに向けた取組みについては、今後も引き続き関係各課が連携し、また

関係団体などとの協力のもと取り組んで行く必要があります。 

■アンケート結果より 

・市の環境をよくするための市の取組みの優先度として「健康で魅力あるまちづくりの推進」

が１位となっています。市の将来の姿として７割以上の市民が「自然災害に対応したまち」

を望んでいます。 

・地域の環境の満足度が５割以上の項目として「空気のきれいさ」「工場等からの悪臭の少な

さ」「街中のごみ清掃の状況」などが挙がっています。 

・また、３割程度の項目として「ごみのポイ捨ての少なさ」、「犬のふん始末のマナーの良さ」

が挙がっていますが、一方で、環境配慮行動として９割以上が「ごみのポイ捨てはしない」

を実行しています。 

■環境目標の評価 

・目標達成に向けて、順調に推移しています。 

・健康なまちづくりでは、きれいな大気・水・土壌環境を守るための事業を高い水準で継続的

に行うなど、目標の実現に向けた取組みが着実に実施できました。 

・魅力あるまちづくりの推進に関しては、まちの環境美化、水と緑が豊かな潤いあるまちづく

りの推進などに向けた取組みを概ね行うことができました。 

■今後の課題 

・災害に強いまちづくりに向けた取組みについては、平成 29（2017）年度から事業が始まっ

たものが多くなっており、現時点では評価が定まっていませんが、今後も引き続き関係各課

が連携し、また関係団体などとの協力のもと取り組んで行く必要があります。 

・化学物質などによる環境リスクを低減するための取組みは継続的に実施できているものの、

現在の社会情勢を踏まえた検討が求められます。 

・「ポイ捨て」や「ふんの始末」については、状況把握と場所や場面に応じた対策が求められます。 
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４．和泉市の目指す姿 

４－１ 和泉市の望ましい環境像 

本市の望ましい環境像は、長期的・継続的に目指していくべきものであり、和泉市環境基本条

例に示した基本理念及び基本方針に基づき設定したものであることから、本計画においても、こ

れまでの望ましい環境像を踏襲し、引き続き本市の望ましい環境像の実現を目指していきます。 

 

 

 

 

 

◆和泉市という名前から、和泉＝泉＝いずみを連想します。湧き出るいず

みの水紋が次々と広がり環が繰り返される情景に、新しさと古さが交じ

り合う環、自然環境・都市のアメニティ環境・生活環境が相互に関連し

あう環、人と人が交流する環など、様々ないずみの環の広がりが連想で

きます。 

◆「すくすくと生き物が育つ健全な環境」「こんこんといずみが湧くような

健全な環境」「ワクワクするような和泉の環境」を望ましい環境像に託し、

それを実現するための環を広げていくことを目指します。 

－基本理念－ 
第３条 環境の保全及び創造は、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進さ

れなければならない。 

(1) すべての市民が安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を確保し、これを次の

世代に引き継ぐべきこと。 

(2) 資源の適正な管理及び循環的な利用を図り、環境への負荷の少ない持続的に発展することが可能

な社会の実現を目指すべきこと。 

(3) 地域における多様な生態系＊及び自然環境に配慮し、人と自然との共生を図るべきこと。 

(4) すべての事業活動及び日常生活において、地球環境の保全を自らの問題としてとらえ環境に配慮

した行動への参加を積極的に推進すべきこと。 

－基本方針－ 
第７条 環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を

基本的な方針として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行われなけれ

ばならない。 

(1) 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、すべての市民の健康を保護し、及び生活

環境の保全を図ること。 

(2) 野生生物の生息又は生育環境への配慮等により生態系＊の保全を図るとともに、河川等の水辺地、

山林地、農地、里山その他の自然環境の保全を図ること。 

(3) 緑化の推進、環境に配慮した秩序ある住環境の創出、清らかな水環境の形成、歴史的・文化的環

境の保全及び活用等により、安全で良好な都市環境の形成を図ること。 

(4) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネルギーの消費の抑制等を徹底することにより、地球環

境の保全に資する社会を構築すること。 

－望ましい環境像－ 

みんなの環でひろげる「すくすく環境、わくわくいずみ」 
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４－２ 基本目標 

近年の社会動向や和泉市が抱える環境の課題を踏まえ、本計画においては、望ましい環境像の

実現に向け、「みんなで考え取り組むまちをつくる」「脱炭素＊化に向けて取り組む持続可能なまち

をつくる」「生物多様性＊を守り、その恵みを受け継ぐまちをつくる」「もったいないの心で資源を

大切にするまちをつくる」「健康で安全な魅力ある住み続けたいまちをつくる」の５つの基本目標

を設定し取組みを進めていきます。 

また、望ましい環境像「みんなの環でひろげる「すくすく環境、わくわくいずみ」」の実現に向

けて、５つの基本の目標に目指して、各主体が取り組むことで、より良い環境が引き継がれるだ

けでなく、誰ひとり取り残さず、社会課題解決と経済の活性化もあわせて向上する取組みを目指

します。 

 

 

みんなの環でひろげる「すくすく環境、わくわくいずみ」 

１ 【参加・協働に関する基本目標】 
環境について一人ひとりが自分たちの問題として意識を高めるとともに、市民等・事業者・

市がそれぞれできる役割を認識し、お互いに協力して地域の環境活動、あるいは地球環境問

題への取組みが積極的にできるよう、学習機会の充実や三者共同の取組みができる仕組みづ

くりを進め、環境についてみんなで考え、取り組むまちを目指します。 

２ 脱炭素＊化に向けて取り組む持続可能な 【気候変動に関する基本目標】

気候変動に代表される地球規模の環境について認識し、省エネルギーの推進などによりエ

ネルギー消費量を削減するとともに、太陽光発電など再生可能エネルギー*の積極的な導入

や適応策＊を推進することで脱炭素＊化に向けて取り組む持続可能なまちを目指します。 

３ ＊ 【生物多様性＊に関する基本目標】

本市には、和泉山脈などの森林、槇尾川などの河川、信太山丘陵の湿地をはじめ、社寺林

や田園・ため池など、多種多様な自然環境が残されており、希少な動植物が生育しているな

ど豊かな生態系＊が築かれています。この豊かな自然を後世に残すため、自然環境が有する

価値を知り、保全と育成により多様な自然が息づくまちを目指します。 

４ 【循環型社会*に関する基本目標】 
限りある資源を有効に利用し、環境負荷を削減しながら豊かな社会を築くため、循環資源

全体の再生利用率を向上することが求められます。そのため「もったいない」の心を大切に

するとともに、リデュース＊（廃棄物の発生抑制）・リユース＊（再使用）・リサイクル＊（再

資源化）の 3R＊全体の取組みをすすめ、資源を大切にするまちを目指します。 

５ 【安全・安心に関する基本目標】 
大気、水、土壌などへの環境負荷の抑制、有害化学物質による人体や環境への影響の抑制、

災害などに対応したまちづくりを進め、市民が健康で安心して暮らせるとともに、本市が有

する歴史・文化などを活かし、良好な景観を有する自然と共生した健康で魅力あるまちを目

指します。 

望ましい環境像 

５つの基本目標 
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４－３ 代表指標と目標値 

本計画では、以下に示すように、目指す環境像を実現するための５つの目標について、目標毎

にその到達度を把握するため、目標値を掲げる「代表指標」と、目標値は設定しませんが、目標

達成に向けた取組みの推進について、その動向を把握するための参考とする「モニター指標」を

設定します。 

指標の設定にあたっては、上位計画である総合計画とも指標及び目標値を共有するなど整合を

図りながら、進行管理（ＰＤＣＡ）を着実に行うことを基本とします。 

 

代表指標 

基 本  

目 標 
指 標 

現状値 

令和元（2019）年 

目 標 

令和12（2030）年 

1 みんなで考

え取り組む

まちをつく

る 

（参加・協働） 

環境に関する学習会等

の開催数（出前講座、

体験型イベント、見学

会・学習会等の合計値） 

266 回 現状値以上 

「町会・自治会や近隣

住民と十分にコミュニ

ケーションが取れてい

る」と思う市民の割合 

  

44.0％ 45.0％ 

 (令和 15(2033)年度目標) 

２脱炭素＊化

に向けて取

り組む持続

可能なまち

をつくる 

（気候変動） 

市民１人あたり CO２排

出量割合（市民数は当

該年度の前年度３月末

時点） 

平成 29(2017）年度 
平成 25(2013）年度 

排出量より約 47%削減 

約 4.61 千 t-CO２/年・人 約 2.62 千 t-CO２/年・人 

860 千 t-CO２/年  461 千 t-CO２/年 

人口に対する公共交通

（鉄道、一般路線バス、

地域バス）の利用率 

鉄道利用率 31.7 % 鉄道利用率 26.0 % 

バス利用率 5.7 % バス利用率 4.4 % 

地域バス利用率 0.16 % 地域バス利用率 0.15 % 

   (令和 10(2028)年度目標) 

３生物多様性
＊ を守りそ

の恵みを受

け継ぐまち

をつくる 

(生物多様性*） 

貴重動植物の数 ６種類 現 状 維 持 

緑被率 73.4％ 現 状 維 持 

４もったいな

いの心で資

源を大切に

するまちを

つくる 

(循環型社会*） 

家庭系ごみ 1 人・1 日 

あたりの排出量 

   

471.23g/人・日 460g/人･日 

  

   

事業系ごみ年間排出量 20,419t/年 17,501t/年 

   

５健康で安全

な魅力ある

住み続けた

いまちをつ

くる 

（安心・安全） 

環境基準＊達成状況 

大気： 100 % 大気：  100 % 

水質： 100 % 水質：  100 % 

騒音：  85.7 % 騒音：  現状値以上 

雨水管整備面積の割合 49.07％ 

 

49.84％ 

 

（目標年次が 2030 年ではない項目については、その関連計画が改定されたときに更新します） 
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モニター指標 

基 本 目 標 指 標 

１みんなで考え取り組

むまちをつくる（参

加・協働） 

学校教育における環境教育にかけた時間（時間/年） 

環境に関する情報の発信回数（回/年） 

「環境にやさしい暮らしを営むことができている」と思う市民の割合

（％） 

２脱炭素＊化に向けて

取り組む持続可能な

まちをつくる（気候

変動） 

部門別温室効果ガス＊排出量の削減率（平成 25(2013)年度比）（％） 

再生可能エネルギー＊等設備導入量（kW） 

森林整備面積（ha） 

３生物多様性＊を守り、

その恵みを受け継ぐ

まちをつくる（生物

多様性*） 

森林経営計画に基づくいずもく＊の年間搬出材積（㎥） 

一人当たりの都市公園・緑地の面積（㎡/人） 

「公園等のみどりに接する環境が整っている」と思う市民の割合（％） 

４もったいないの心で

資源を大切にするま

ちをつくる（循環型

社会*） 

資源化率（％） 

「ごみのリサイクル＊が進み、衛生的なまちづくりが行われている」

と思う市民の割合（％） 

５健康で安全な魅力あ

る住み続けたいまち

をつくる（安心・安

全） 

地域清掃の回数（回/年） 

「地震や台風等の災害に対する備え（自助・共助・公助）ができてい

る」と思う市民の割合（％） 

「自分の住むまちが安全・安心だ」と思う市民の割合（％） 
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４－４ 市民等・事業者・市の役割 

本市の望ましい環境像と基本目標を実現するために、市民等・事業者・市がそれぞれの役割と

責任を果たし、協働して持続可能な社会の形成への取組みを行うこととします。 

 

【市民等の役割】 

 

 

【事業者の役割】 

 

  

◆市民等は、自らの生活が環境と深く関わっていることを認識し、家庭での環境負

荷の低減や省資源・省エネルギーの実践、ごみの減量化など身近なところから取

組みを行わなくてはいけません。 

◆市民等は、「自らのまちの環境は、自らがつくる」という自立的な意識のもとに、

主体的に事業者や市と協力して本市の抱える環境問題に対処していくとともに、

市の環境施策に参加し、環境改善に向けた積極的な活動を行っていくことが期待

されます。 

◆市民等は、本市の持つ豊かな自然を保全するため、子どもから大人まですべての

市民が自然とのふれあいや環境学習の場に参加することが期待されます。 

◆市民等は、物的な豊かさや時間的な効率を優先する生活を見直し、自然と調和し

た新しい豊かさを求める環境負荷の少ない持続可能なライフスタイルへの転換

が求められます。 

◆市民等は、環境問題について地域共有の課題として地域コミュニティを中心とし

て取組みを行うことで、環境保全の取組みと社会問題解決能力の間に好循環を作

り出し、地域コミュニティのつながりの強化を図ることも期待されます。 

◆事業者は、その社会的な影響及び環境に与える負荷の大きさを認識し、責任ある

行動をとらなければなりません。 

◆事業者は、あらゆる活動の場において、資源やエネルギーの削減に努め、廃棄物

の発生抑制、資源利用の合理化等環境への負荷を総合的に低減するとともに、汚

染物質の排出抑制や自然環境への影響に配慮するなど環境の保全と創造に向け

て積極的に取り組むことが期待されます。 

◆事業者は、環境法令を遵守するだけでなく、事業者責任を意識した環境に配慮し

た行動や、積極的な環境情報の公開、地域住民とのコミュニケーションに積極的

に取り組むことが期待されます。 

◆事業者は、製品などが使用されて廃棄物となった後まで生産者自らが一定の責任

を負う「拡大生産者責任」の考え方に立ち、製品の設計、製造、流通、消費、廃

棄などのライフサイクル全体を見通した製品づくりやサービスの提供などにお

いて環境効率性を重視した事業活動が求められます。 

◆事業者は、その地域の一員として地域の環境保全活動や自然保護活動への取組

み、従業員一人ひとりの環境保全意識の向上に努め、積極的に市民等、市ととも

に協力体制を構築していくことが期待されます。 
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【市の役割】 

 

 

 

図-15 市民等・事業者・市の役割 

 

◆市は、市民等・事業者などにおける環境の保全と創造に関する自発的な取組みが

促進されるよう、環境教育・学習の推進や環境情報の提供、活動の場づくりその

他必要な支援を行うとともに、各主体との連携と協働に努めなければなりませ

ん。 

◆市は、環境の現状や取組みなどについて、広くわかりやすく情報を提供すること

が求められています。 

◆市は、地域の環境保全に関する具体的かつ総合的な施策を策定し、実施します。

施策の策定及び実施にあたっては、市民等・事業者の意見・活動を尊重し、府及

び周辺市町と協力した広域的な取組みを行います。 

◆市は、自らが事業者・消費者としての側面を有することから、環境の保全と創造

に関する取組みを率先して実行するとともに、職員一人ひとりの環境保全意識の

向上に努めることが必要です。 

活動の目的・目標の共有 

各主体は対等の立場 

各主体の独自性(特性、能力)の活用 

各主体相互の情報公開 

市民等 

事業者 市 

望ましい環境像の実現 

連携・支援 

連携・支援 

連携・参加 

連携・参加 

連携 
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５．望ましい環境像の実現に向けた取組み 

５－１ 施策の体系 

「望ましい環境像」の実現に向け、前述の「基本目標」に沿った「基本施策」、「取組方針」を定

めた上で、個別の「取組内容」を定めます。個別の「取組内容」については、市民等・事業者・市

がそれぞれ実施すべき「具体的な施策や行動」を定めます。 

 

 

図-16 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

※：文中に「＊」のついた言葉については、巻末の用語集で解説を付けています。 

         和泉市が目指すべき将来の環境像 

         目指すべき望ましい環境像の実現に向けた 5 つの目標 

望ましい環境像 

         基本目標に沿った中心となる施策 

         基本目標を実現するために必要な施策の方向性 

         市の施策、市民等及び事業者の行動 

基本目標 

基本施策 

取組方針 

取組内容 

 

多様な主体による連携・協働のもと、計画全体を牽引する取組み

を重点 環境面の取組みが、

課題解決をめざす取組み 

重点施策 
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 望ましい環境像を実現するための基本目標と取組方針は次のとおりとします。 

 

 

望ましい 

環境像 
基本目標 基本施策 取組方針 

み
ん
な
の
環
で
ひ
ろ
げ
る
「 

す
く
す
く
環
境
、
わ
く
わ
く
い
ず
み
」 

１みんなで考え 

取り組むまち

をつくる 

【参加・協働】 

1 環境学習の推

進 

1 生涯学習における環境学習を推進する 

2 学校教育における環境学習を推進する 

2 環境活動の支

援・促進 

1 環境情報の共有化を推進する 

2 環境活動への支援を推進する 

3 市民・事業者・大学との連携を推進する【新

規】 

２脱炭素＊化に

向けて取り組

む持続可能な

まちをつくる

【気候変動】 

1 エネルギーの

適切な利用 

1 省エネルギーを推進する 

2 再生可能エネルギー＊の利用を推進する 

2 環境に配慮し

た移動の促進 

1 公共交通の利用促進と効率的な利用方法を啓

発する 

3 気候変動対策

の推進【新規】 

1 気候変動の影響への適応策＊を推進する【新

規】 

３生物多様性＊

を守りその恵

みを受け継ぐ

まちをつくる

【生物多様性*】 

1 生物多様性＊

の確保 

1 多様な生物が息づく環境を保全・回復する 

2 生物多様性＊を向上し利活用を推進する【新

規】 

2 自然の保全と

人との共生 

1 豊かな森を守り育てる 

2 農地を保全し有効に活用する 

3 都市緑化と緑地の保全を推進する 

４もったいない

の心で資源を

大切にするま

ち を つ く る

【循環型社会*】 

1 ごみの削減と

自然循環の推

進 

1 リデュース＊（廃棄物の発生抑制）を推進する 

2 リユース＊（再使用）を推進する 

3 リサイクル＊（再資源化）を推進する 

2 廃棄物の適切

な処理の推進 

1 循環型廃棄物処理システム構築を推進する 

５健康で安全な

魅力ある住み

続けたいまち

をつくる 

【安心・安全】 

1 健康なまちづ

くりの推進 

1 良好な生活環境を保全する 

2 化学物質などによる環境リスクを低減する 

3 まちの環境美化を推進する 

2 安全なまちづ

くりの推進 

1 災害に強い環境に配慮したまちづくりを推進

する 

3 魅力あるまち

づくりの推進 

1 地域の個性を活かしたまちなみづくりを推進

する 
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５－２ 望ましい環境像の実現に向けた取組み 

１-１ 環境学習の推進 

１-１-１ 生涯学習における環境学習を推進する 

市は市民等・事業者の環境問題への関心を高め、積極的に環境保全活動に参加できるよ

うにするため、体験型学習や講座の開催など生涯学習における環境学習を推進します。 

市民等・事業者は環境問題に関心を持ち、環境保全活動などに積極的な参加・協力に努

めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

施設見学、自然

観察の機会の充

実 

・清掃工場、埋立処分場、下水処理場をはじめとする環

境関連施設の市民や団体等からの見学要望へ対応し

ます。 

環境政策室 

（生活環境） 

・「星空観察会（スターウォッチング）」、「水辺の自然観

察会」など、市民参加による自然環境の観察の機会を

拡充します。 

環境政策室 

（環境保全） 

環境学習会、環

境関連講座の機

会の拡充 

・出前講座や環境に関する講座・教室など、ライフステ

ージに応じた学習機会の充実を図ります。 

環境政策室 

（環境保全） 

生涯学習推進室 

活動のなかまづ

くりの推進と、

活動の環の拡大 

・環境関連の活動をしている団体について広報紙など

を通じて市民に情報提供し、活性化を促進します。 

環境政策室 

（環境保全） 

広報・協働推進室 

事業者向け講習

会等の実施 

・関係団体などとの連携により、事業者向けに環境に関

する情報発信や講座の開催、コミュニケーションの

場を設けるなど取り組みます。 

環境政策室 

（環境保全） 

産業振興室 

(商工来訪促進) 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・自然観察会や体験型イベントに参加しま

す。 

・各種調査活動に協力・参加します。 

・環境ボランティア活動に参加します。 

・自然観察会や体験型イベントに協力します。 

・各種調査活動に協力・参加します。 

・ボランティア休暇制度などの環境活動を支援

する仕組みづくりに努めます。 

・環境ボランティア活動に参加します。 

・職場内外での環境研修を行います。 

基本目標１ みんなで考え取り組むまちをつくる 

      （参加・協働） 
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１-１-２ 学校教育における環境学習を推進する 

市は、将来を担う子どもたちが環境について関心を持ち、環境に配慮した行動を実践できるよ

うにするため、総合的な学習の時間などで体験型の環境学習の展開を促進し、さまざまな角度か

ら環境について気づき、考えることができるような学校教育の支援体制を整えるなど学校教育に

おける環境学習を推進します。 

市民等・事業者は子どもたちの行う環境学習への参加・協力に努めます。 

 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

施設見学、自然

観 察 の 機 会 の

充実 

・清掃工場、埋立処分場、下水処理場をはじめとする環境

関連施設の見学の機会を創出します。 

環境政策室 

（生活環境） 

学校教育室 

・自然環境の観察の機会を拡充します。 
環境政策室 

（環境保全） 

環 境 に つ い て

学 ぶ 機 会 を 拡

充 

・地域の自然環境や歴史、文化などに関わる教育副読本の

作成を検討します。 

環境政策室 

（環境保全） 

学校教育室 

文化遺産活用課 

・教科学習や課外活動において、子ども達が環境について

考え、実践する機会を創出します。 

環境政策室 

（環境保全） 

学校教育室 

い ろ い ろ な 生

活 体 験 の 機 会

を拡充 

・学校教育田や農家の協力により、農業体験の機会を設け

ます。 

産業振興室 

（農林） 

学校教育室 

・公共施設などの緑化を通じ、生き物の生息・生育空間に

触れる機会を設けます。 

都市整備室 

（公園緑地） 

学校教育室 

外部の人材を活

用した環境教育 

・地域で環境に関する取組みを行っている人材を活用し、

環境教育を充実します。 

環境政策室 

（環境保全） 

学校教育室 

エコスクール＊

の内容を充実 

・市内の全ての小中学校がエコスクール化していることを

活かし、今後も省エネルギー、グリーン購入＊、雨水の利

用、樹木剪定枝のチップ化など実施します。 

・エコスクール＊の取組みを教材として活用していきます。 

学校管理室 

学校教育室 

小 中 学 校 教 員

向 け の 学 び の

場の充実 

・校長会や教科教育の研究会、初任者研修など既存の機会

を活用し、教職員が市の環境について理解を深める場の

創出に努めます。 

学校教育室 

環境政策室 

（環境保全） 

広 域 的 な 環 境

交流を推進 

・「近畿『子どもの水辺』交流会」への参加などにより、子

どもたちの水辺活動の継続・広がりを図り、市域を越え

た広域的な交流を推進します。 

学校教育室 

学 校 と 地 域 の

連携を推進 

・家庭、地域、学校が協力して取り組む体制づくりを推進

し、学校以外の地域の中に環境学習ができる場を提供し

ていただき、子どもたちと地域の人たちが交流できる機

会を拡充します。 

学校教育室 

環境政策室 

（環境保全） 
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●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・学校での子どもたちの環境学習に協力しま

しょう。 

・子どもと一緒に自然に触れる機会を増やし

ましょう。 

・家庭、学校、地域が協力して行う環境活動

に参加しましょう。 

・子どもと一緒に地域における植樹活動など

に参加しましょう。 

・子どもたちの社会見学、体験学習に協力しま

しょう。 

・地域や学校で取り組む環境活動に協力・連携

をしていきましょう。 

・環境に関する情報の受発信を積極的に行いま

しょう。 

 

 

 

 和泉市では、平成 27（2015）年度より、和泉市の環境ボランティア団体「いずみ環

境くらぶ」と協働して、毎年「夏休み親子で楽しむエコ教室」を実施しています。 

 このイベントは、身近な環境問題をテーマに、子どもにも分かりやすいお話や実験、

工作等を通じて、普段の日常生活における「エコ」への意識を高めて頂くことを目的

に行っています。 

コラム２～市の環境学習「夏休み親子で楽しむエコ教室」について～ 

図-17 夏休み親子で楽しむエコ教室の様子（資料：和泉市 HP） 
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１-２ 環境活動の支援・促進 

１-２-１ 環境情報の共有化を推進する 

市は、市民等・事業者が気軽に環境に関する情報を得ることができるようにするため、環境情

報の積極的な収集と提供を行い、環境情報の共有化を推進します。 

市民等・事業者は環境情報の積極的な活用はもとより、情報提供にも努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

環境情 報の 収集

と提供 

・広報誌、市のホームページ・SNS などを活用して、環

境に関する情報発信に努めます。 

環境政策室 
（環境保全） 

広報・協働推進室 

・環境関連の書籍の充実及び環境月間などに環境をテー

マとした展示を実施するなどによる振興に努めます。 
生涯学習推進室 

・日常生活や事業活動で、一人ひとりができる環境にや

さしい行動の取組みについて情報提供します。 

環境政策室 

（環境保全） 

・市や関係団体が開催する既存のイベントを活用した、

普及・啓発活動を実施します。 

産業振興室 
（商工来訪促進） 

環境政策室 

（環境保全） 

産業振興室 

（農林） 

都市整備室 

（公園緑地） 

・「和泉市地球温暖化＊対策実行計画」などの環境に関す

る計画を、市民等・事業者に普及・啓発します。 

環境政策室 

（環境保全） 

 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・環境情報の提供に協力しましょう。 

・環境情報を積極的に活用しましょう。 

・環境活動団体の組織化や連携強化に参加・

協力しましょう。 

・環境人材バンクの実現に協力しましょう。 

・環境情報の提供に協力しましょう。 

・環境情報を積極的に活用しましょう。 

・環境活動団体などの連携や情報交流に参加・

協力しましょう。 

・環境マネジメントシステム＊を積極的に活用

しましょう。 
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１-２-２ 環境活動への支援を推進する 

市は、環境活動団体の活動を活性化するため、既往のさまざまな助成制度などに関する情報を

収集・提供するとともに、活動団体への委託などの可能性についての検討や、市民等・事業者の

環境負荷の低減を目指した取組みを促進するための仕組みづくりなど、環境活動への支援を推進

します。 

市民等・事業者は市の行う環境活動の啓発・支援・情報を積極的に活用し、環境活動に努めま

しょう。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

活動へ の支 援体

制の充実 
・多様な主体による環境活動への支援を充実します。 

環境政策室 

（環境保全） 

各種補助金制度、

支援制 度な どの

活用を推進 

・国、府、公共団体などによるさまざまな補助事業制度、

助成事業制度などについて情報を収集し、提供しま

す。 

環境政策室 

（環境保全） 

 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・市の行う市民等への環境活動の啓発・支援

を積極的に活用しましょう。 

・市の行う啓発・情報提供などの支援を積極的

に活用しましょう。 
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１-２-３ 【新規】市民・事業者・大学との連携を推進する 

市内の環境活動を活性化するため、既往のさまざまな活動主体に関する情報を収集・提供する

とともに、活動間の連携の可能性についての検討や、市民・事業者・大学との連携を推進します。 

市民等・事業者は市の取組みに積極的に参加し、持続可能な地域の環境を育むための行動と実

践に努めましょう。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

【新規】 

環境活 動を 実践

する人材の育成 

・環境に関する情報や学習機会、学習の場の提供ととも

に、持続可能な地域の環境を育むための人材の育成に

努めます。 

環境政策室 

（環境保全） 

【新規】 

環境と の関 わり

合いの促進 

・「健康」「子育て」「防災」など環境分野以外の取組みと

も連携・協力しながら、多世代が楽しみながら環境と

関わり合いを持つことができる機会を創出します。 

環境政策室 

（環境保全） 

危機管理課 

子育て支援室 

など 

 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・市民・事業者・市の協働による取組みに参

加協力しましょう。 

・環境に関する催しや地域活動などに積極的

に参加しましょう。 

・団体などの活動状況や市内の環境に関する

情報の収集・交換に努めましょう。 

・市の SNS に登録し、情報の収集・提供、発

信に努めましょう。 

・フェスタなどに参加し、交流やネットワー

クづくりに努めましょう。 

・市民・事業者・市の協働による取組みに参加・

協力しましょう。 

・環境保全に関する催しや地域活動などに積極

的に参加しましょう。 

・事業所の環境に関する取組みについて積極的

に情報を発信しましょう。 

・地域のフェスタなどに参加・協力し交流やネ

ットワークづくりに努めましょう。 
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２-１ エネルギーの適切な利用 

２-１-１ 省エネルギーを推進する 

市は、地球温暖化＊に対応し、温室効果ガス＊を削減するため、自然エネルギーの利用やエネル

ギーの効率的な利用の仕方の検討、省エネルギー型施設の普及などにより、省エネルギーを推進

します。 

市民等・事業者は、日常生活や事業活動におけるエネルギー利用の削減や省エネルギー型施設・

機器の利用などにより、省エネルギーに努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

省 エ ネ ル ギ

ー 化 を 推 進

する 

・施設の整備更新時に ESCO 事業＊の活用を推進します。 政策企画室 

・公共施設の省エネルギー化とエネルギーコスト削減

を推進します。 

総務管財室 

環境政策室 
（環境保全） 

建築住宅室 

・省エネルギー対策について普及・啓発を行い、工場や

事業所の省エネルギー化を促進します。 

環境政策室 
（環境保全） 

建築住宅室 

自 然 の 光 や

風 の 有 効 利

用に努める 

・公共施設において、自然光や通風を活かしたパッシブ

デザイン＊による省エネ建築物の導入について検討し

ます。 

建築住宅室 

水 の 有 効 利

用に努める 

・公共下水道への接続により不要となった浄化槽の改

造費助成制度による雨水の有効利用に努めます。 
お客さまサービス課 

・雨水を有効に利用するため、雨水貯留タンクなどの設

置を検討します。また、その成果を発信し、普及・啓

発に努めます。 

建築住宅室 

環境政策室 
（環境保全） 

・公共施設における節水に努めます。 

総務管財室 

学校管理室 

広報・協働推進室 

環境政策室 

（環境保全）など 

生産・流通に

お け る エ ネ

ル ギ ー 消 費

の 抑 制 に 努

める 

・地元の農作物等の地産地消＊を奨励します。 

環境政策室 
（環境保全） 

産業振興室 

（農林） 

・関係団体などとの連携により、事業者向けのエネルギ

ー消費の抑制に関する情報の発信に努めます。 

産業振興室 
（商工来訪促進） 

環境政策室 
（環境保全） 

基本目標２ 脱炭素*化に向けて取り組む持続可能な 

まちをつくる（気候変動） 
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基本施策 内 容 担当部署 

省 エ ネ ル ギ

ー 意 識 の 啓

発に努める 

・省エネルギー化への取組みについて市民等・事業者への

啓発を行います。 

・地球温暖化＊対策実行計画に基づき、温室効果ガス＊排

出の削減について啓発を行います。 

環境政策室 

（環境保全） 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・こまめな省エネルギー行動、日照に合わ

せた生活などを心がけ、省エネルギー生

活を行いましょう。 

・効率的な自動車利用やアイドリングス

トップなど、自動車に関わる省エネルギ

ー行動を定着させましょう。 

・節電型、節水型など、省エネルギー型商

品を選んで使用しましょう。 

・地域の風土に合った省エネルギー型住

宅の導入を検討しましょう。 

・アイドリングストップや自転車の利用など、交通

に関わる省エネルギー行動を定着させましょ

う。 

・節電型、節水型など省エネルギー型商品の開発、

製造、販売に努めましょう。 

・省エネルギー型住宅の普及に努めましょう。 

・効率的な配車やエコカーの導入など、自動車に関

わる省エネルギー行動を定着させましょう。 

  

 

 RE100＊とは、企業が自らの事業の使用電力を 100％再エネで賄うことを目指す

国際的なイニシアティブです。RE100＊が世界的な大企業を対象とする取組みで

あることを踏まえ、日本国内の中小企業や自治体等を対象とした取組みとして

2019 年 10 月に「再エネ 100 宣言 RE Action」が発足しました。 

 環境省では、再生可能エネルギー＊の活用により、深刻化する気候変動問題への

対応と地域活性化への貢献を率先的に進めていく姿勢を示すため、2030 年まで

に自ら使用する電力を 100％再生可能エネルギー＊で賄うことを目指しその実

現に向けてこれまで実施してきた取組みを「再エネ調達実践ガイド（R2.6）」と

して紹介しています。 

 その中で、省エネもあわせて進めることで、トータルの電力コストを抑え、

Re100＊（再エネ 100％）を実現している事業者の事例が紹介されています。 

図-18 公的機関のための再エネ調達実践ガイド（資料：環境省） 

コラム３～RE100＊の実現に向けた「再エネ調達実践ガイド（環境省）」について～ 
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２-１-２ 再生可能エネルギー＊の利用を推進する 

市は、温室効果ガス＊を削減するため、公共施設での再生可能エネルギー＊の利用や市民等・事

業者への情報提供を行うなど、再生可能エネルギー＊の利用を推進します。 

市民等・事業者は、太陽光など再生可能エネルギー＊の開発・利用に努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

再生可能エネル

ギー＊利用の推

進 

・公共施設において、環境に配慮したエネルギー調達な

ど再生可能エネルギー＊の利用を推進します。 

総務管財室 

建築住宅室 

・【新規】RE100＊（Renewable Energy 100%）プロジェク

トや再エネ 100 宣言 RE Action、グリーン購入＊など、

工場や事業所の再生可能エネルギー＊の利用を促進し

ます。 

環境政策室 
（環境保全） 

産業振興室 
(商工来訪促進) 

【新規】 

脱炭素＊化の情

報提供に努める 

・脱炭素＊化に関する情報を収集し、市民等・事業者に対

して提供することで、再生可能エネルギー＊の利用促進

を図ります。 

環境政策室 

（環境保全） 

ごみ焼却による

エネルギー利用

の促進 

・ごみ焼却施設の焼却熱を利用した発電や、温水プール

への利用を図ります。 

環境政策室 

（生活環境） 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・太陽光発電システムなどの導入に努めまし

ょう。 

・エネルギー調達にあたっては、契約時に環境

配慮の視点もあわせて検討するなど、再生可

能エネルギー＊の活用について検討しましょ

う。 

・再生可能エネルギー＊を活用したサービスの

開発や導入の促進に取り組みましょう。 

・生ごみや下水、木材チップなどバイオマス＊の

利用方法について研究・開発し、利用促進に

努めましょう。 
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２-２ 環境に配慮した移動の促進 

２-２-1 公共交通の利用促進と効率的な利用方法の啓発 

市は、温室効果ガス＊の主要な排出源である自家用車の利用を抑制するため、徒歩・自転車・公

共交通の利用を促進します。 

市民等・事業者は、自動車の利用を極力控え徒歩・自転車・公共交通を積極的に利用し、車を

利用するときはエコドライブ＊に努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

公共交通の利便

性の向上に努め

る 

・「和泉市地域公共交通計画」に基づき、使いやすい公共

交通ネットワークの形成を図り、公共交通へのシフト

を進めます。 

都市政策室 

（交通） 

歩いて暮らせる

まちづくりを進

める 

・主要駅を拠点としたまちづくりと連携した交通結節機

能の強化を図ります。また、各交通機関の役割や特性を

活かし、自動車に過度に頼らない安全・快適に生活でき

るまちづくりを進めます。 

都市政策室 

（交通） 

・バリアフリーの推進など誰もが歩きやすい歩行空間・

移動空間を創出します。 

都市整備室 

（道路河川） 

土木維持管理室 

自動車の適正な

利用を促進する 

・「和泉市地域公共交通計画」に基づき、「ノーマイカーデ

ー」（毎月 20 日）を推進します。 

都市政策室 

（交通） 

・公共交通の積極利用を促すための情報提供と利用促進

施策の展開を推進します。 

都市政策室 

（交通） 

・ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池＊車などのエコ

カーの普及啓発を行います。 

環境政策室 

（環境保全） 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・自家用車の利用は極力控え、利用すると

きはエコドライブ＊に努めましょう。 

・効率的なルート選定、効率的な外出、相

乗りなど、自動車利用の効率化に努めま

しょう。 

・自転車や公共交通など、環境に負荷の少

ない交通手段を利用しましょう。 

・車両はこまめに整備、点検しましょう。 

・エコカーなど、環境に負荷の少ない自動

車を選びましょう。 

・自動車の利用は極力控え、利用するときはエコド

ライブ＊に努めましょう。 

・市内及び近隣における輸送は、効率的なルート選

定、共同化、帰りの車の活用、必要最低限の輸送サ

ービスなど、輸送体制の効率化に努めましょう。 

・長距離輸送についても、輸送手段の環境負荷の低

減や効率化に努めましょう。 

・公共交通の利便性の向上に努め、利用拡大策を展

開しましょう。 

・従業員の自転車や公共交通による通勤を促進しま

しょう。 

・自動車を導入する際はエコカーなど環境に負荷の

少ないものを積極的に導入しましょう。 
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２-３ 【新規】気候変動対策の推進 

２-３-１ 気候変動影響への適応策＊を推進する 

持続可能な社会の構築に向けた取組みを進めていくには、地球温暖化＊の影響をくい止め、和ら

げる「緩和策＊」に加えて、地球温暖化＊によって既に起こっている影響に適応する「適応策＊」も

重要です。 

市では、特に、本市に深く関係すると見込まれる、農業や防災、健康などの分野での対策を重

視します。 

市民等・事業者は、気候変動や適応についての関心を高めるとともに、自然災害に備え必要な

対策を進めましょう。 

 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

適応策＊に関す

る情報提供・意

識啓発の促進 

・【新規】気候変動とその適応についての情報提供や意識

啓発を進めることにより、適応に関する意識の向上と

気候変動に備えた行動を促します。 

・【新規】地域の関係者や関係各課と連携し、地域での適

応策＊の実施に取り組みます。 

環境政策室 
（環境保全） 

産業振興室 

（農林） 

など 

・【新規】庁内の適応策＊に関する取組みを集約し、発信

します。 

環境政策室 

（環境保全） 

個別の適応策＊

の推進 

・【新規】気候変動に起因する集中豪雨などによる氾濫被

害などを防ぐため、被害予測やその適応策＊の実施に取

り組みます。また、ハザードマップ＊の配布や避難訓練

の実施などを通じて、平時から河川氾濫や避難などに

関する意識を高めます。 

危機管理課 

環境政策室 

（環境保全） 

・【新規】熱中症などについて、空調の活用や体調把握な

どの予防に関する情報を広く提供し、意識の醸成を図

ります。 

健康づくり推進室 

・【新規】自然環境が有する多様な機能（生物の生息・生

育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を

活用し、持続可能で魅力ある地域づくりを進めるグリ

ーンインフラ＊に関する取組みを推進します。 

都市整備室 

など 

・【新規】森林環境譲与税＊などを活用した森林整備を推

進し、災害防止をはじめとする森林の多面的機能の向

上に努めます。 

産業振興室 

（農林） 
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●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・気候変動に伴い、今後増加すると見込まれ

る自然災害に備えるため、家庭内での災害

備蓄や、災害時の行動訓練の実施など、防

災に関する準備を高めるよう努めましょ

う 。 

・気候変動に伴い今後発生する自然災害に備

え、事業所施設の安全性について確認し、必

要な対策を進めましょう 。 

・災害時に従業員等が適切な行動をとれるよ

う、定期的な訓練の実施や行動マニュアル作

成などの取組みを進めましょう 。 

 

  

 世界各地で気温の上昇などが起こり、異常気象や自然災害の発生などの気候変動

の影響が現れています。気候変動は、過去の観測を上回るような短時間強雨、熱

中症搬送者数の増加といった健康への影響など私たちの生活にも様々な影響を与

え、今後さらにひどくなっていくかもしれないと言われています。 

 これまで広く知られてきた「緩和策＊」と呼ばれる、温室効果ガス＊の排出量を減

らす努力などに加えて、これからの時代は、すでに起こりつつある気候変動の影

響への「適応策＊」を施していくことが重要になってきています。 

例１：食を守るための「適応」 

 

 

 

 

 

例２：気象災害から守るための「適応」 

 

例３：健康を守るための「適応」 

 

 

 

 

 

 私たち一人ひとりが「適応」について、理解を深め、行動していくことは、日本の

未来の世代のために必要なことであると同時に、世界中の人たちにとって大変重

要なことです。 

コラム４～気候変動への「適応」について～ 

図-19 適応の例（上記全て資料：気候変動適応情報プラットホーム HP） 
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３-１ 生物多様性*の確保 

３-１-１ 多様な生物が息づく環境を保全・回復する 

市では、本市に生息する生物の多様性を確保するために、自然環境の保全や生態調査による希

少種や外来生物の生息状況の把握などにより、多様な生物が息づく環境を保全・回復します。 

市民等・事業者は、自然環境を大切にし、生態系＊に配慮した行動をとるとともに、生きもの調

査などへの積極的な参加に努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

生 き も の の 生

息・生育環境の

保全・回復に努

める 

・「生物多様性＊基本法」に基づき、自然と人との共生を

目指した取組みを進め、地域の自然環境の保全と質の

向上に努めます。 

環境政策室 
（環境保全） 

都市整備室 

（公園緑地） 

・シンボルとなるみどりである和泉山脈や信太山丘陵、

拠点となるみどりである都市公園や緑地などにおい

て、生きものの生息・生育空間を積極的に創出すること

により、生物の多様性の維持・回復に努めます。 

環境政策室 
（環境保全） 

都市整備室 

（公園緑地） 

・米、野菜、草花、動物などを育てることを通して、学校

における生物多様性＊の向上の取組みを把握し、発信し

ます。 

学校教育室 

・生きものの生態調査を実施し、現状把握に努めます。 
環境政策室 
（環境保全） 

・市民参加による生きもの調査を実施し、生物多様性＊に

関する市民の意識啓発に努めます。 
環境政策室 
（環境保全） 

・生きものの生息・生育環境の保全に努める市民活動を

支援します。 
環境政策室 
（環境保全） 

・開発行為などの際には関係部局に情報提供を行い、必要

に応じて担当課より生物多様性＊の保全について適切な

配慮をするよう事業主に指導又は助言を行います。 

建築・開発指導

室 

環境政策室 
（環境保全） 

外来生物の対策

と適正な管理を

行う 

・生態系＊に大きな影響を及ぼすおそれのある外来生物

などの生息・分布状況の把握について検討します。 
環境政策室 
（環境保全） 

・特定外来生物＊について、市民団体などと協力し対策を

検討します。 

環境政策室 
（環境保全） 

産業振興室 

（農林） 

・生態系＊に大きな影響を及ぼすおそれのある外来生物

などが市民によって、放流・遺棄されることがないよう

に情報提供・意識啓発に努めます。 

環境政策室 
（環境保全） 

基本目標３ 生物多様性*を守りその恵みを受け継ぐ 

まちをつくる（生物多様性*） 
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基本施策 内 容 担当部署 

希少な野生動植

物種の調査・保

全に努める 

・絶滅が危惧される生物の生息・分布状況を把握し、保全

に努め、必要に応じてホームページや広報などで公表

します。また、希少種保護の周知徹底を図り、採取や捕

獲をしないよう啓発に努めます。 

環境政策室 

（環境保全） 

・天然記念物の分布状況を把握し、保全意識の啓発に努

めます。 
文化遺産活用課 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・生きものに対する理解を深め、その生息・

生育空間を大切にしましょう。 

・河川、水路、ため池、公園、学校、その他

緑地などにおける生きものが生息できる

環境づくりに積極的に協力しましょう。 

・ペットなどの外来種＊の飼育管理はきちん

と守り、放棄してしまうことのないように

しましょう。 

・野生動植物の生息環境に外来種＊を持ち込

み、生態系＊を乱すことはやめましょう。 

・希少種の採取は、やめましょう。 

・生きもの調査、自然調査に進んで参加しま

しょう。 

・生きものに対する理解を深め、その生息・生

育空間を大切にしましょう。 

・開発などを行う際は、環境影響評価＊に基づい

て周辺の環境に与える負荷をできるだけ少な

くするような計画にしましょう。たとえば自

然の地形を残すようにする、在来種の保全を

考慮して表土を埋め戻して復元するなどの配

慮をしましょう。 

・動植物のむやみな乱獲と放棄を助長するペッ

ト販売行為はやめましょう。 

・生きもの調査や自然と親しむイベントなどに

協力しましょう。 

 

  

 

 和泉市では、市域を北部地域、中部地域、南部

地域の大きく３つのエリアに分けて自然環境

調査として、メッシュ調査を平成 25(2013)年

度から毎年実施しており、和泉市域における自

然環境情報の調査を行い、調査の結果を市のホ

ームページで公表しています。 

 また、調査結果を取りまとめた「和泉の自然」

リーフレット（北部版、中部版、南部版の 3 種

類）を作成し、公共施設等で配布しています。 

 

コラム５～和泉市の自然環境調査について～ 

図-20 和泉の自然（資料：和泉市 HP） 
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３-１-２ 【新規】生物多様性＊を向上し利活用を推進する 

市では、本市に生息する生物の多様性を確保するために、多様な生物が息づく環境を保全・回

復することにより、利活用を推進します。 

市民等・事業者は、地域の自然の恵みを大切にし、生態系＊に配慮した行動をとるとともに、積

極的な利用や活用に努めます。 

 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

生物多様性＊の

向上に努める 

・【新規】・森林環境譲与税＊等を活用した森林整備

を推進し、森林の多面的機能の向上に努めます。 

産業振興室（農林） 

など 

・【新規・再掲】自然環境が有する多様な機能（生

物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気

温上昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅力ある

地域づくりを進めるグリーンインフラ＊に関す

る取組みを推進します。 

都市整備室 

産業振興室（農林） 

など 

地域の自然の恵

みの積極的な利

用に努める 

・【新規】市内の農作物や市内産材「いずもく＊」な

ど地域の自然の恵みの利活用に向けた取組みを

推進します。 

産業振興室（農林） 

環境政策室（環境保

全） 

建築住宅室 

など 

・【新規】おおさか山の日関連行事などの取組みや

地域の豊かな自然や歴史・文化を活かしたグリ

ーンツーリズム＊を推進する。 

 

産業振興室（農林） 

都市整備室（公園緑

地） 

文化遺産活用課 

環境政策室（環境保

全）など 

・【新規】自然性の高い里山環境が残る信太山丘陵

などにおいて、生物多様性＊に満ちた里山環境の

保全、市民の憩いの場や自然体験の場、環境学習

の場としての活用を推進します。 

都市整備室（公園緑地） 

環境政策室（環境保全）

など 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・地域の生物多様性＊の向上に関する取組み

に参加・協力しましょう。 

・市内産の農作物や木材を購入しましょう。 

・地域の豊かな自然や歴史・文化を体験する

取組みに参加しましょう。 

・市の実施する地域の生物多様性＊の向上をめ

ざした取組みに協力しましょう。 

・市内の農作物や木材の生産を促進しましょう。

・材料などを購入する際には、できるだけ市内

産の物を利用しましょう。 

・地域の豊かな自然や歴史・文化を体験する取

組みに協力しましょう。 
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３-２ 自然の保全と人との共生 

３-２-１ 豊かな森を守り育てる 

市は、市内の放置森林の環境改善や「森林ボランティア」などの育成により、水源涵養＊、防災、

景観形成、希少な動植物をはじめとした動植物の生息・生育空間を担う区域である豊かな森を守

り育てていきます。 

市民等・事業者は、森の保全・育成への協力などに努めます。 

 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

森 林 空 間 の 保

全・育成に努め

る 

・【新規】森林環境譲与税＊などを活用した森林整備を推

進し、森林の多面的機能の向上に努めます。 

産業振興室 

（農林） 

・「和泉市森林整備計画」に基づき、健全な森林の育成に

努めるとともに、枯死などが見られるなど森林の質が

低下している区域については、森林荒廃の防止と育成

に努めます。 

産業振興室 

（農林） 

渓谷の環境の保

全に努める 

・父鬼川、東槇尾川、槇尾川、松尾川などの源流部の渓谷

において、自然災害の防止に努めます。 

都市整備室 

（道路河川） 

森との交流を促

進する 

・金剛生駒紀泉国定公園内の「ダイヤモンドトレール」や

「近畿自然歩道」を適切に維持管理することにより市

民の利用促進を図るとともに自然と親しむ拠点の整備

を府と協力して促進します。 

都市整備室 

（公園緑地） 

・松尾寺公園を拠点となるみどりとして整備を進めます。 
都市整備室 

（公園緑地） 

森林ボランティ

アを育成する 

・「森林ボランティア養成講座」を開講することで、市内

森林ボランティアの育成に努めます。 

産業振興室 

（農林） 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・所有する森林については、適切な維持管理

に努めましょう。 

・森林ボランティアなどに参加し、植林や森

林の維持管理に協力しましょう。 

・市民主体で進める森の維持管理のための里

親制度の実現に協力しましょう。 

・森に親しむ自然体験交流イベントに参加し

ましょう。 

・開発を行うに際しては、できるだけ多くの自

然の森を残すように心がけ、植林などの復元

にも配慮しましょう。 

・所有する森林については、森林の適切な維持

管理に努めましょう。 

・森林保全のイベントに協力しましょう。 
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３-２-２ 農地を保全し有効に活用する 

市は、遊休農地＊の活用、ため池周辺の整備、農業体験の推進などにより、農地の保全・有効活

用を推進します。 

市民等・事業者は、農業環境の維持、地産地消＊や農業体験への積極的な参加などに努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

環境にやさしい

農林業基盤整備

を推進する 

・林道整備や水路整備などの農林業基盤整備においては、

環境への負荷を最小限にとどめます。 

産業振興室 

（農林） 

・地域循環型社会*の形成を目指し、グリーンツーリズム

＊の振興を図りながら、農村と都市との物質交流や人的

交流などの活性化を図ります。 

産業振興室 

（農林） 

遊休農地＊の活

用を促進する 

・遊休農地＊を観光型農園など付加価値の高い農地とし

て利用するあり方について、所有者の方へ働きかけを

行います。 

産業振興室 

（農林） 

農地の保全に努

める 

・市街化区域内の農地として、生産緑地地区の適正な管

理について啓発します。 

都市政策室 

（都市政策） 

・市街化調整区域内においては、農地を多面的な機能を

有する自然系空間としてとらえ、積極的な保全に努め

ます。 

産業振興室 

（農林） 

ため池周りの水

辺環境の整備に

努める 

・ため池を活用した水辺環境の維持管理に努めます。 
産業振興室 

（農林） 

・ため池の防災機能の向上に努めます。 
産業振興室 

（農林） 

身近な農業体験

を推進する 

・和泉市農業体験交流施設「いずみふれあい農の里」を活

用し、グリーンツーリズム＊の一環として、農業体験プ

ログラムの提供を行います。 

産業振興室 

（農林） 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・できるだけ市内産の農産物を購入しましょ

う。 

・農産物がどのように作られているのかにも

関心を持ち、環境保全型農業による農作物

の価値を見直し、選んで買うようにしまし

ょう。 

・農業体験イベントに参加し、土とのふれあ

いや農業生産者との交流を深めましょう。 

・農業生産者は、無農薬栽培や減農薬栽培、無

化学肥料栽培、減化学肥料栽培の取組みをし

ましょう。 

・農業廃棄物のリサイクル＊や有機廃棄物の堆

肥化など、環境保全型農業の推進に努めまし

ょう。 

・遊休農地＊の地権者は、環境体験の場など有効

活用に協力しましょう。 

・市民参加の農業体験イベントに協力しましょ

う。 
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３-２-３ 都市緑化と緑地の保全を推進する 

市は、市街地の特性に配慮し、社寺林などまとまりのあるみどりを核に、民家の庭先など身近

なところのみどりを増やし、市域全体のみどりの拡大を図るなど、水とみどりが豊かな潤いある

まちづくりを推進します。 

市民等・事業者は、敷地内の緑化を積極的に図るとともに、地域の緑化運動への積極的な参加・

協力に努めます。 

 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

みどりのまちな

みづくりを推進

する 

・街路樹などについて適正な管理を進めます。また、道路

を新設する場合は、樹木の植栽を推進します。 

都市整備室 

（道路河川） 

土木維持管理室 

・公園・緑地を適切に維持管理するとともに、快適性・安

全性を確保し、誰もが安全に安心して利用できるよう

な緑地づくりに努めます。 

都市整備室 

（公園緑地） 

・みどりの基本計画に基づき、みどりの拠点づくりと水

辺の自然環境を保全します。 

都市整備室 

（公園緑地） 

身近な緑化を推

進する 

・公共施設をはじめ、自治会館や集会所などの公開性の

高い場所において、市民グループによる緑化を支援し、

花とみどりのまちづくりを促進します。 

都市整備室 

（公園緑地） 

・公道に面した宅地などで公開性の高い場所における生

け垣の設置や植栽を推奨し、身近な緑化を促進します。 

都市整備室 

（公園緑地） 

・工場や事業所の周辺など民有地における植栽を推奨し、

緑化を促進します。 

都市整備室 

（公園緑地） 

天然記念物など

指定樹木の保全

に努める 

・天然記念物など貴重な樹木については、市民に広く周

知し保全の協力を求めます。 
文化遺産活用課 

市民のみどり意

識の向上に努め

る 

・「黒鳥山公園千本桜構想」などを通じて、市民参加によ

る植樹活動を展開し、みどりあふれる都市環境を確保

します。 

都市整備室 

（公園緑地） 

・みどりに関する情報提供の充実、イベントなどによる

啓発活動、みどりづくりに貢献した市民顕彰の実施な

ど、市民のみどりに対する意識の向上に努めます。 

都市整備室 

（公園緑地） 

・家庭や学校、校外学習、生涯学習などにおいて、子ども

から大人まで参加できるみどりに関する環境学習の推

進に努めます。 

学校教育室 

生涯学習推進室 
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●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・水、みどり、歴史などの地域の特徴を活か

した道づくりに協力しましょう。 

・家の周りは生け垣にし、庭には中高木を植

えるなど、敷地の緑化を図りましょう。 

・地域の緑化活動などに参加し、花とみどり

のまちづくりを進めましょう。 

・公園、緑地、河川など公共空間の緑化、維

持管理に参加、協力しましょう。 

・みどりにふれ親しむイベントに参加しまし

ょう。 

・水、みどり、歴史などの地域の特徴を活かし

た道づくりに協力しましょう。 

・開発などを行う際には、自然のみどりを極力

残しましょう。 

・工場・事業所などの周辺には、できるだけ多

くの植栽を行い、中高木を植えるようにしま

しょう。 

・事業所敷地周辺の生け垣・緑化に努めましょ

う。 

・公園、緑地、河川など公共空間の緑化、維持

管理に参加、協力しましょう。 

・みどりにふれ親しむイベントに参加しましょ

う。 

 

 

 

 

   平成 11（1999）年３月に「和泉

市緑の基本計画」を策定し、市内

のみどりに対して、さまざまな施

策に取り組んで来ました。 

 策定から約 20 年が経過し、みど

りをめぐる大きな社会情勢の変

化や法制度の変更などを踏まえ

て「みどりの量だけでなく質の強

化」を目指し、今後 20 年間のみ

どりのまちづくりにあたっての

見直しを行い「和泉市みどりの基

本計画」として改定しました。 

 基本理念は、多様性のある「いの

ちの『みどり』を磨くまち・和泉

市」です。市の環境資源であると

ともに市民や生き物すべての命

のもととなるみどりの質を高め、

多様性のあるみどりづくりが人

づくり、まちづくりへと広がる、

魅力ある都市を目指します。 

コラム６～和泉市みどりの基本計画改定について～ 

図-21 和泉市のみどりの将来像（資料：和泉市 HP） 
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４-１ ごみの削減と資源循環の推進 

４-１-１ リデュース＊（廃棄物の発生抑制）を推進する 
市は、ごみになるものを産み出さないことでごみの排出量を削減するため、「ごみゼロ社会への

挑戦」の実施と推進やごみの減量化に関する情報を提供するなどにより、リデュース＊（廃棄物の

発生抑制）を推進します。 

市民等・事業者は必要なものを必要なだけ購入することや、ごみの分別を徹底するなどにより、

ごみの減量化に努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

「ごみゼロ社会

への挑戦」の実

施と推進に努め

る 

・市民等・事業者・市が主催者となってキャンペーン展開

を行い、広く市民に広報します。 

環境政策室 
（生活環境） 

・消費者に買い物袋（マイバッグ＊・エコバッグ）持参の

呼びかけを行います。 

環境政策室 
（生活環境） 

ごみ減量情報の

提供に努める 

・ごみの発生抑制と減量に関する情報を一元的に集め、

発信する機関の整備を行います。 

環境政策室 
（生活環境） 

市民等・事業者・

市の協働により

ごみの減量化を

促進する 

・和泉市ごみ減量等推進員制度（リサイクリーン＊）を活用

し、3R＊についての啓発を行います。 

環境政策室 
（生活環境） 

・家庭から発生するごみの減量化を促進します。 
環境政策室 
（生活環境） 

・エコオフィス＊活動の取組みを啓発し、事業活動におけ

るごみの減量化を促進します。 

環境政策室 
（生活環境） 

・公共施設におけるごみの減量化に努めます。 
環境政策室 
（生活環境） 

・【新規】市民等・事業者・市の協働により食品ロス＊の削

減に努めます。 

環境政策室 
（生活環境） 

・【新規】プラスチック製品の散乱による自然や生物への 

影響に関する情報提供やマイボトル＊やマイストローなどの

普及を進めるなど、プラスチック製品の削減に努めます。 

環境政策室 

（生活環境） 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・買い物袋や容器を持参しましょう。 

・量り売り、ばら売りなどの店で、必要な分

だけ買い求めましょう。 

・ごみの分別をしっかりおこないましょう。 

・買い物や調理時の工夫により、食品ロス＊

の削減を進めましょう。 

・マイボトル＊を使いましょう。 

・繰り返し使える、又は長く使える商品の開発、

製造、販売に努めましょう。 

・量り売り、ばら売りなど消費者が必要な分だ

け買うことができるようにしましょう。 

・フードバンク＊や子ども食堂などを活用した余剰

食品の有効活用について、多様な主体と連携・協

力して食品ロス＊削減を推進しましょう。 

・プラスチック製品の散乱防止と使用削減に努

めましょう。 

基本目標４ もったいないの心で資源を大切にする 

まちをつくる（循環型社会*） 
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４-１-２ リユース＊（再使用）を推進する 

市は、ごみを捨てないことでごみの排出量を削減するため、モノの再使用と修理による長期利

用、おいくらやジモティーの活用に関する周知などにより、リユース＊（再使用）を推進します。 

市民等・事業者はまだ使えるものは捨てず、修理や再使用、ジモティースポットの活用を推進

することなどにより、ごみの減量化に努めます。（※おいくらは、複数のリユースショップの買取

価格を比較し、手間なく売却ができるサービスです。ジモティースポットは、家庭で不要になっ

たけれどもまだ使えるものを、ジモティースポットに持ち込み、地域のコミュニティ内で譲り渡

すことができるサービスです。） 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

容器の再使用に

ついて普及・促

進する 

・リターナブル容器や詰め替え用容器の利用を促進する

とともに、トレイやパックなどの再使用や効率的な容

器の回収方法について検討します。 

環境政策室 

（生活環境） 

物を修理して長

く使うことを促

進する 

・廃棄物の再生利用などに関する取組みを推進します。 
環境政策室 

（生活環境） 

ジモティースポ

ットやフリーマ

ケットの活用を

推進する 

・おいくらやジモティーの活用についてホームページや

広報により周知し、リユース＊（再使用）を推進します。 環境政策室 
（生活環境） 

・不要品の交換情報などの提供に努めます。 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・おいくらやジモティー、情報誌、ジモティースポット

などを活用して、モノの再使用に努めましょう。 

・洋服の再縫製、家電製品や家具、傘などの修理に

よって、モノは大切に長く使いましょう。 

・繰り返し使える、又は長く使えるモノを選ん

で購入し、壊れたら修理するなどして、モノ

を捨てないようにしましょう。 

・リターナブルびん等の繰り返し使える容器、

紙や自然環境中で分解されるプラスチック

など土に還る材質の容器を利用しましょう。 

・家電製品や傘など修理したら使えるものは

進んで修理を引き受けましょう。 

・リターナブルびん等の繰り返し使える容器、

紙や自然環境中で分解されるプラスチック

など土に還る材質で製造しましょう。 

 

 

コラム７～家庭用廃食油の回収について～ 

図-22 廃食油の回収・リサイクルの流れ 

和泉市では廃棄され未活用となっ

ていた廃食油を有効的にリサイク

ルするため、市内の協力店等で回収

を始めています。回収した廃食油は

バイオディーゼル燃料（BDF）とし

て活用するほか、将来的に持続可能

な航空燃料であるサフ（SAF）の原

料として活用します。 
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４-１-３ リサイクル＊（再資源化）を推進する 

市は、ごみを資源として利用することでごみを削減するため、生ごみの堆肥化、廃食油の活用、

再生素材の分別収集など、リサイクル＊（再資源化）を推進します。 

市民等・事業者は、ごみの分別・再資源化に努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

生ごみの堆肥化

を促進する 

・家庭や事業所、公共施設などで発生する生ごみの堆肥

化を促進します。 

環境政策室 

（生活環境） 

・家庭用生ごみ堆肥化容器の設置補助金の交付を継続し

て行います。 

環境政策室 

（生活環境） 

再生素材の分別

を推進する 

・分別収集におけるルールの徹底に努めます。 
環境政策室 

（生活環境） 

・現在の分別回収体制を維持し、資源ごみの回収を積極

的に行うとともに、効果的、効率的な収集体制を検討し

ます。 

環境政策室 

（生活環境） 

・再資源化集団回収の活動及び支援をします。 
環境政策室 

（生活環境） 

事業活動におけ

るリサイクル＊

を促進する 

・環境負荷の少ない物品の情報提供や環境にやさしい製

品の購入を促進します。 

環境政策室 

（環境保全） 

契約検査室 

・事業活動における製品の回収・リサイクル*の義務付け

について周知徹底を図ります。 

環境政策室 

（生活環境） 

・一定規模以上の解体工事・新築増築工事・土木工事など

に事前届出が義務付けられていることから、事前届出

及び適正処理についての周知を図ります。 

建築・開発指導室 

・公共工事の発注の際には、再資源化及び再生資材の利

用を促進します。 

産業振興室 

（農林） 

建築住宅室 

都市整備室 

土木維持管理室 

水道施設室 

下水道整備課 

・リサイクル＊建材の利用普及に努めます。 建築住宅室 

・食品残渣の発生抑制やリサイクル＊などについての周

知を図ります。 

環境政策室 

（生活環境） 
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●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・ごみを分別して出す、地域の分別活動に協

力するなど、ごみの分別と再資源化に努め

ましょう。 

・生ごみは、堆肥に利用しましょう。 

・再資源化が可能な商品や再生品などを選ん

で使用しましょう。 

・不用になった自動車や機械などは、販売業

者などに引き取ってもらうなどの適正な

処理をしましょう。 

・環境に配慮した製品を優先的に購入しまし

ょう。 

・環境にやさしい製品を優先的に購入しましょ

う。 

・消費者のリサイクル＊活動を積極的に支援・協

力しましょう。 

・トレイやビン、ペットボトルなどの容器は、

製造者及び販売者それぞれの責任のもとに回

収し、再資源化を徹底しましょう。 

・再資源化が可能な商品や再生品などの開発、

製造、販売に努めましょう。 

・リサイクル＊を考慮した生産ライン、製品開発

を行いましょう。 

・製造者及び販売者は、責任を持って消費者か

ら廃棄処分された商品を引き取り、適正に処

理しましょう。 

 

 

コラム８～プラスチック資源循環(3R*+Renewable)の取組みの促進について～ 

図-23 プラスチックに係る資源循環の促進

等に関する法律案について報道発表資料 

より抜粋（資料：環境省 HP） 

 近年、海岸へ漂着したり、海に漂う海洋ごみが問題となっています。海洋ごみにはプラ

スチックが多くふくまれており、海洋の環境や観光・漁業などの経済活動へ影響をあ

たえています。 

 また、中にはマイクロプラスチック＊と呼ばれ

る５ミリメートル以下のプラスチックも増え

ており、動物が飲みこむなど、生態系＊へ影響

をあたえるとともに、海産物を通じて人の体

に取り込まれ人体に影響を与えることが心配

されています。 

 その他にも、廃棄物・資源制約、地球温暖化＊

などの課題もあり、私たちは、プラスチックの

過剰な使用を抑制し、賢く利用していく必要

があります。 

 令和３（2021）年３月 9 日「プラスチックに

係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣

議決定しました。この法律は、プラスチックの

ライフル全般でのプラスチック資源循環

(3R*+Renewable)により、資源循環の高度化に

向けた環境整備・循環経済（サーキュラー・エ

コノミー）への移行し、私たちのライフスタイ

ルを見直すきっかけとなることを目的として

います。 
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４-２ 廃棄物の適切な処理の推進 

４-２-１ 循環型廃棄物処理システム構築を推進する 

市では、ごみ処理に係る環境問題に対応するため、ごみ処理施設からの環境負荷の低減と長期

使用に向けた取組みの推進やごみ処理の有料化について調査・研究することなどにより、環境負

荷の少ないごみ処理を推進します。 

市民等・事業者はごみの減量化と適正なごみの処理などに努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

ごみ焼却処理施

設の適正な管理

の推進 

・施設の維持管理の徹底や、エネルギーの有効活用、周辺

の環境に配慮した施設の運転管理について、泉北環境

整備施設組合に助言等を行います。 

環境政策室 

（生活環境） 

ごみ処理への適

切な費用負担に

努める 

・周辺市町との連携を取りながら、ごみゼロへの取組み

の一層の推進と排出者責任に基づく公平な費用負担を

今後も行います。 

環境政策室 

（生活環境） 

廃棄物の適切な

処理を促進する 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、廃棄

物処理業者が適正な処理を推進するよう、指導します。 

環境政策室 

（生活環境） 

・不法投棄されやすい場所の定期的パトロールや防止看

板設置、キャンペーン実施によって、不法投棄の防止に

努めます。 

環境政策室 

（環境保全） 

（生活環境） 

・不法投棄が発生した場合には、警察などと連絡を取り、

投棄者の究明に努めます。 

環境政策室 

（環境保全） 

（生活環境） 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・正しいごみの分別収集を守りましょう。 

・ごみの減量化をより一層進めましょう。 

・ごみは、排出者の責任によって、法律など

に定められる方法で適正に処理をしまし

ょう。 

・看板の設置やパトロールを行うなど、不法

投棄の防止を地域ぐるみで呼びかけまし

ょう。 

・ごみの減量化をより一層進めましょう。 

・ごみ処理の有料化にも協力しましょう。 

・排出事業者は「産業廃棄物マニフェスト＊」に

基づく管理票によって、自己の廃棄物の処理

状況を把握しましょう。 

・ごみは、排出者の責任によって、法律などに

定められる方法で適正に処理をしましょう。 
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５-１ 健康なまちづくりの推進 

５-１-１ 良好な生活環境の保全 

市では、騒音・振動、有害化学物質、大気汚染などの発生防止など、良好な生活環境の保全に

関する取組みを推進します。 

市民等・事業者は、生活・事業活動における環境負荷について意識し、大気・水・土壌の環境の

保全に努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

継続的な環境調

査の実施する 

・騒音・振動、大気質、水質、土壌等について、必要に応

じて測定調査を実施します。調査結果は「和泉市の環境

＊」ほか、ホームページ、広報などで公表します。 

環境政策室 

（環境保全） 

水道施設室 

・浄水場水源の水質検査を実施します。 水道施設室 

事業活動におけ

る環境負荷の削

減などへの啓発

に努める 

・工場や事業所など事業活動に伴う騒音・振動、悪臭、大

気質、水質、土壌への汚染物質の排出について規制指

導・監視を継続して行います。 

環境政策室 

（環境保全） 

・農薬散布や施肥、家畜のし尿など農業・畜産活動による

環境への負荷を低減するよう啓発します。 

産業振興室 

（農林） 

野焼きの禁止に

ついて啓発する 

・政令で定める廃棄物（農林業を営むためにやむを得な

いものなど）以外の屋外燃焼行為（野焼き）＊禁止につ

いて意識啓発に努めます。 

環境政策室 

（環境保全） 

（生活環境） 

【新規】 

空き地の適正管

理に努める 

・雑草が繁茂する空き地について、適正管理のための指

導を行うなど、空き地の適正管理に関する取組みを推

進します。 

環境政策室 

（環境保全） 

計画的な排水処

理による水質の

浄化に努める 

・公共下水道計画区域における計画的な公共下水道の整

備を進めます。 
下水道整備課 

・公共下水道供用済地域においては、公共下水道への接

続を促進するため、水洗化改造資金の融資支援を継続

して行います。 

お客さま 

サービス課 

・公共下水道計画区域外では公共浄化槽等整備推進事業

を実施し、公共下水道計画区域内にあっても下水道整

備までに期間を要する区域では、合併処理浄化槽＊の普

及と適正管理を促進することで、生活排水処理を進め

ます。 

下水道整備課 

基本目標５ 健康で安全な魅力ある住み続けたい 

まちをつくる（安心・安全） 
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基本施策 内 容 担当部署 

地下水利用及び

水質汚染を監視 

・地下水の適切な利用や地下水汚染についての規制、指

導、監視を継続して行います。 

環境政策室 

（環境保全） 

新たなリスクへ

対応を行う 

・良好な生活環境の保全に向けて、新型コロナウイルス＊

などをはじめとした新たなリスクへ対応します。 

健康づくり 

推進室 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・自転車（ガソリン自動車から電動アシスト

自転車への転換などを含む）や公共交通な

ど、環境に負荷の少ない交通手段を利用し

ましょう。 

・家の周囲には植栽をしましょう。 

・下水道管が敷設されたら、すみやかに接続

し、水洗化しましょう。 

・下水道が整備されていない区域では、合併

処理浄化槽＊を設置するなど環境負荷低減

に協力しましょう。 

・汚濁の原因となるものは流さない、洗剤は

環境に配慮したものを最小限使用する、米

のとぎ汁は植木に与える、煮汁は使いきる

などしましょう。 

・使い終わった油は流しに流さずに、廃油回

収や固形化処理するなどしましょう。 

・風呂の残り湯は、洗濯や水まきに使いまし

ょう。 

・化学肥料や除草剤・殺虫剤などの化学薬品

は、必要な量だけ購入し、使用頻度や量を

守りましょう。 

・屋外燃焼行為（野焼き）＊は止めましょう。 

・空き地などの個人地は、雑草や廃棄物など

で不良状態にならないよう適正に管理し

ましょう。 

・工場・事業所は、周辺の環境に配慮した場所

に建設しましょう。 

・大気汚染物質の排出量をゼロに近づける技術

の開発、導入に努めましょう。 

・法律や条例に基づく届出を行い、汚濁物質の

排出基準を守りましょう。 

・汚濁物質の排出量をゼロに近づけるよう努め

ましょう。 

・飲食業では、調理くずや油を直接排水に流さ

ないようにしましょう。 

・農業生産者は、農薬の適正な使用に心がけま

しょう。 

・化学薬品の使用と処理は適切に取り扱い、事

業敷地の汚染防止を図りましょう。 

・事業敷地内の定期的な土壌汚染監視調査を行

いましょう。 

・屋外燃焼行為（野焼き）＊は止めましょう。 
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５-１-２ 化学物質などによる環境リスクを低減する 

市では、環境負荷を削減し、市民の健全な生活を確保するため、国や府、研究機関などと連携

して、適切な情報の収集、提供を行い、早期対策に努めるなどにより、化学物質などによる環境

リスクを低減します。 

市民等・事業者は、化学物質などの持つ環境リスクについて理解し、薬品や化学肥料などの適

正な利用に努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

有害化学物質に

関する情報を迅

速かつ正確に把

握する 

・有害化学物質に関する情報を収集し、提供します。 
環境政策室 

（環境保全） 

・アスベスト問題、酸性雨問題、オゾン層破壊、代替フロ

ン＊問題などの化学物質が起因となる環境問題につい

て情報を収集し、提供します。 

環境政策室 

（環境保全） 

有害物質の発生

の未然防止に努

める 

・ダイオキシン類＊対策特別措置法に基づく排出基準の

遵守及び屋外燃焼行為（野焼き）＊の禁止について啓発

します。 

環境政策室 

（環境保全） 

・光化学スモッグの要因の一つである揮発性有機化合物

（VOC）を含む溶剤系外壁材塗料など有機溶剤の使用

抑制を啓発します。 

環境政策室 

（環境保全） 

地球環境に影響

を与える化学物

質への対応に努

める 

・酸性雨の原因物質である硫黄酸化物＊（SOX）、窒素酸化

物＊（NOX）などの大気汚染物質の排出削減を図るため、

大気汚染防止法、自動車 NOX・PM 法の遵守と、エコド

ライブ＊や過度な自動車利用の抑制について啓発しま

す。 

環境政策室 

（環境保全） 

・オゾン層破壊の要因となる特定フロン＊や温室効果ガ

ス＊である代替フロン＊などは、フロン＊回収破壊法や

自動車リサイクル*法、家電リサイクル*法に基づき適切

に処理するよう啓発します。 

環境政策室 

（環境保全） 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・ダイオキシン発生の原因となる屋外燃焼

行為（野焼き）＊はやめましょう 

・ 薬品や化学肥料は、使用頻度や量を守りま

しょう。 

 

・ダイオキシン類＊が発生しないような商品の

製造、販売に努めましょう。 

・ 商品の使用原料、化学物質は正確に表示しま

しょう。 

・ 簡易焼却設備、小型焼却炉などを使用してご

みの焼却をしないようにし、法律に適合した

焼却炉を使用しましょう。 

・ 化学物質の適正管理に努めましょう。 

・ 硫黄酸化物＊（SOX）、窒素酸化物＊（NOX）な

どの大気汚染物質の排出については、法律に

基づき対応しましょう。 
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５-１-３ まちの環境美化を推進する 

市は、市民が住み続けたいと思う魅力あるまちにするため、マナー啓発、アドプトプログラム＊

の実施などにより、まちの環境美化を推進します。 

市民等・事業者は、ごみのマナーの向上、地域の清掃活動などの環境美化運動への積極的な参

加などに努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

ポイ捨てしない

マナーの向上に

努める 

・ポイ捨て禁止を啓発する看板設置、広報による啓発な

どを実施します。 

環境政策室 

（生活環境） 

・犬のふんの始末のマナーについて啓発します。 健康づくり推進室 

・地域の人々の清掃活動の支援や環境パトロールを実施

します。 

環境政策室 

（生活環境） 

（環境保全） 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・ごみのポイ捨てはやめて、清潔で美しいま

ちにしましょう。 

・ ペットのふんは、飼い主が責任を持って始

末しましょう。 

・ 地域の清掃活動に積極的に参加、協力しま

しょう。 

・ 市民等主体で進める環境美化のためのア

ドプトプログラム＊に参加しましょう。 

 

・ 自動販売機設置業者はごみ箱、空き缶回収ボ

ックスなどを設置・管理し、ごみ、空き缶な

どの散乱防止を呼びかけましょう。 

・ 地域の清掃活動に参加、協力しましょう。 
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５-２ 安全なまちづくりの推進 

５-２-１ 災害に強い環境に配慮したまちづくりを推進する 

市は、市民が住み続けたいと思う魅力あるまちにするため、環境に配慮した計画的な土地利用

を進めるとともに、オープンスペースの確保など、災害時に対応したまちづくりなどにより、災

害に強い安心して住めるまちづくりを推進します。 

市民等・事業者は、環境に配慮した計画的な土地利用や、安心・安全に配慮したまちづくりへ

の協力などに努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

計画的な土地

利用を進める 

・既存の市街地と自然環境を適切に維持保全、活用してい

くことを基本として、豊かな自然環境や歴史文化遺産と

都市機能が調和した秩序ある土地利用の配置・誘導によ

り、快適で利便性の高い都市の形成を図ります。 

都市政策室 

（都市政策） 

・山林や丘陵地、農地など豊かな自然環境、自然的環境や

古墳、遺跡、社寺などの歴史文化遺産を保全するととも

に、それらとの調和に配慮した土地利用を図ります。 

都市政策室 

（都市政策） 

環境に配慮した

土地利用を促進

する 

・地域住民と行政が一体となって環境に配慮したまちづく

りや土地利用を推進します。 

都市政策室 

（都市政策） 

災害に強いま

ちづくりを推

進する 

・住民のニーズへの配慮、防災機能の向上、周辺環境との

調和などに配慮した公園・緑地の整備と適切な維持管理

を行います。 

都市整備室 

（公園緑地） 

危機管理課 

・道路の維持管理を行います。 

・道路を新設する場合、透水性舗装の整備などの取組みに

努めます。 

都市整備室 

（道路河川） 

土木維持管理室 

・【新規】防災協力農地＊の取組みを推進することにより、

非常時に備えた地域の防災力を高めます。 

産業振興室 

（農林） 

・【新規】事業者等との災害協定の締結を推進するととも

に、自治会などとの連携による非常時に備えた学習会の

開催に努めます。 

危機管理課 

など 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・環境に配慮した土地利用に努めましょう。 

・防災まちづくりに向け、建物の不燃化や細

街路の解消、敷地内の緑化などに協力しま

しょう。 

・地域の自主防災訓練などに参加・協力しま

しょう。 

・環境に配慮した土地利用に努めましょう。 

・防災面にも配慮し、事業所敷地の緑化などに

協力しましょう。 

・歩行の妨げとなる道路での看板や商品の設置

はやめましょう。 

・営業車の道路、歩道での迷惑駐車はやめましょう。 

・地域の自主防災訓練に参加・協力しましょう。 
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 和泉市では、みなさんに防災意識を高めてもら

うため、市内の避難場所や地域防災マップ、地

震・風水害・土砂災害が起きたときの対策方法

などを掲載した市民向け「防災ガイドマップ(改

訂版）」を発行し、広報いずみ（令和５(2023)年

４月号）と同時に配布しました。 

 その後も、個人や地域での備えなど様々な防災

情報をホームページで発信しています。ぜひ家

族のみなさんで確認し、自分の命と家族の命を

守るために活用してください。 

 

●洪水ハザードマップ* 

 河川が氾濫した場合の水害リスクを認識し、ど

のように避難するのかについて考え、いざとい

う時に的確な避難行動をとることに役立つ情報

が掲載されています。 

 

●ため池ハザードマップ* 

 ため池の耐用能力を超える大雨や大規模な地

震によって、ため池が決壊した場合に想定され

る浸水区域や水深及び避難に役立つ情報をと

りまとめたものです。 

 

●防災協力農地＊制度 

 防災協力農地＊は、災害時における市民等の安全確保及び復旧活動の円滑化を図

る用地を確保するため、皆さまが所有される農地を避難空間及び災害復旧用資材

置場等として活用できるようあらかじめ防災協力農地＊として登録するもので

す。 

 農地は、農作物の生産だけでなく、災害発生時においても活用できることを広く

理解していただくとともに、農地の保全と都市農業の振興を目的とした本制度に

ついて、みなさんのご協力をよろしくお願いします。 

 市では、防災協力農地＊に登録いただける農地所有者を募集しています。詳細に

ついては、市のホームページをご確認ください。 

コラム９～和泉市の災害に強いまちづくりの取組みについて～ 

図-24 和泉市防災ガイドマップ 

（資料：和泉市 HP） 

図-25 和泉市洪水ハザードマップ* 

（資料：和泉市 HP） 
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５-３ 魅力あるまちづくりの推進 

５-３-１ 地域の個性を活かしたまちなみづくりを推進する 

市は、市民が住み続けたいと思う魅力あるまちにするため、各地域の歴史・文化などを積極的

に活かした都市景観づくりを行うなど、地域の個性を活かしたまちなみづくりを推進します。 

市民等・事業者は、地域の歴史・文化を大切にし、地域一帯となった良好な景観の形成などに

努めます。 

●市の取組み 

基本施策 内 容 担当部署 

地域の歴史を活

かしたまちなみ

づくりを進める 

・熊野街道や沿線の社寺を活かして広場、ポケット

パーク＊、案内板、休憩スポットなどを整備し、歴

史の道づくりをします。 

都市整備室 

文化遺産活用課 

・信太の森の鏡池史跡公園、池上曽根史跡公園周辺、

熊野街道（小栗街道）沿いなどを中心に歴史と伝

統を活かした景観整備を推進します。 

都市政策室 

(都市政策) 

文化遺産活用課 

魅力ある都市景

観の形成を推進

する 

・本市景観計画・景観条例に基づき、良好な景観形

成に向けた取組を推進します。 

都市政策室 

（都市政策） 

身近な歴史や自

然、生活文化と

ふれあう機会を

拡充 

・自然との調和の仕方、歴史文化・伝統・風習にま

つわるものなど環境に配慮した生活文化を現代の

社会に引き継いでいく環境づくりを進めます。 

文化遺産活用課 

広報・協働推進室 

・次世代を担う子どもたちへ環境や文化を継承でき

るような機会を確保していきます。 
文化遺産活用課 

●各主体の取組み 

市民の取組み 事業者の取組み 

・建物や庭などは、周囲の景観になじむよう

にしましょう。 

・建築協定や緑地協定などの地区協定を結ぶ

ことで、地域一帯となった良好な景観形成

に努めましょう。 

・歩道などの公共用地であっても、庭先の清

掃や整頓に協力しましょう。 

・歴史ある環境を活かした歴史的まちなみ景

観づくりに協力しましょう。 

・地域の高齢者と子どもたちの交流を深めま

しょう。 

・地域の歴史や伝統、生活文化を大切にしま

しょう。 

・建物は周辺の景観になじむような色や形と

し、道路との境界は緑化に努めましょう。 

・広告物や自動販売機は、周辺の景観に配慮し

て設置しましょう。 

・歩道などの公共用地であっても、店先の清掃

や整頓に協力しましょう。 

・建築協定や緑地協定などの地区協定を結ぶこ

とで、地域一帯となった良好な景観形成に努

めましょう。 

・歴史ある環境を活かした歴史的まちなみ景観

づくりに協力しましょう。 

・地域の歴史、伝統、生活文化にふれるイベン

トに協力しましょう。 
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６．重点プロジェクト 

６－１ 重点的な取組みの役割 

本計画に基づき、望ましい環境像及び基本目標を実現していくためには、様々な主体の連携や

協働により、広範囲な分野にわたる取組みを推進していく必要があります。 

また、これからの社会では、環境面のみを向上させるのではなく、社会における課題の解決と

経済の活性化もあわせて向上する取組みが求められています。 

そこで、本市の望ましい環境像及び基本目標を実現するため、重要度が高く優先的に取り組む

べきことを重点的プロジェクトとして位置付け、推進していきます。 

 

６－２ 期間 

環境・社会・経済が取り巻く社会情勢や技術の進歩は目まぐるしく変わることから、本計画期

間の中間年である５年後を目途に取組内容を設定し、中間見直しの際には、進捗状況を見ながら

適宜見直しを行います。 

 

６－３ 重点的な取組みの視点 

重点プロジェクトは、望ましい環境像「みんなの環でひろげる「すくすく環境、わくわくいず

み」」及び基本目標の実現に向けて、「気候変動対策」「生物多様性＊の保全」「循環型社会＊の形成」

の各分野及び横断的な視点として「次世代・担い手の育成」という視点から設定します。 

 

 

＜本市の特徴＞ 

・トカイナカ＊の人と自然が共生す

るまち 

・自然環境調査の実施、信太山丘陵

里山などの市民と連携した活動 

・先端技術産業の育成を目指す産業

団地であるテクノステージ和泉 

 

 

 

 

＜社会的な要請＞ 

・SDGs＊への貢献 

・気候変動対策、マイクロプ

ラスチック＊などの新たな課

題への取組み 

・社会と経済を含めた統合的

な取組み 

 

  

－望ましい環境像－ 

みんなの環でひろげる「すくすく環境、わくわくいずみ」 

 

目標の実現

に向け牽引 

気候変動対策 生物多様性*の保全 循環型社会*の形成 

次世代・担い手の育成 
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６－４ 気候変動対策 

６-４-１ 温室効果ガス＊の削減に向けた取組み【和泉市地球温暖化＊対策実行計画

（区域施策編）】 

（１）現状及び課題 

 地球温暖化＊対策は世界共通の課題となっており、今後、このまま地球温暖化＊が進めば、自然

環境や人間社会に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。 

このため、本市においても地域における地球温暖化＊対策として、市民等・事業者・市が協働し

て地球温暖化*防止のための取組みを積極的に推進し、温室効果ガス＊の削減に取り組むことが求

められています。 

本項では、「地球温暖化＊対策の推進に関する法律」に基づく、「和泉市地球温暖化＊対策実行計

画（区域施策編）」と位置づけ、本市域から排出される温室効果ガス＊の削減について目標を示す

とともに、達成に向けた取組みを推進していきます。 

 

（２）削減目標 

 和泉市全体における温室効果ガス＊排出量を、基準年度である平成 25（2013）年度の 880 千ｔ

-CO2 と比較して、令和 12（2030）年度までに約 47％削減することを目標とします。 

 

和泉市の目標設定                  単位：千 t -CO2／年 

 2013 年度 2030 年度 削減率 

産業部門 144 91 38% 

業務部門 215 105 51% 

家庭部門 247 84 66% 

運輸部門 250 163 35% 

廃棄物部門 22 19 14% 

計 880 461 約 47% 

 

※和泉市では、エネルギー転換部門の対象施設はない。 

※小数点以下の端数を四捨五入しているため、各部門の加算額と合計額に差が生じている。 

 

（参考）国の目標設定               単位：百万 t -CO2／年 

 2013 年度 2030 年度 削減率 

産業部門 429 289 38% 

業務部門 279 116 51% 

家庭部門 201 70 66% 

運輸部門 225 146 35% 

エネルギー転換部門 101 56 47% 

計 1,235 677 45% 

※出典 環境省 HP：日本の約束草案（2020 年以降の新たな温室効果ガス＊排出削減目標） 
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            図-26  温室効果ガス＊排出量の削減目標 

 

（３）重点的な取組事項 

 重点的な取組事項を以下に示します。 

個別目標１ エネルギーに関する取組み 

重点的な取組み 市 事業者 市民等 

① 再生可能エネルギー＊の利用の推進 

・公共施設において、環境などに配慮したエネルギー

調達など再生可能エネルギー＊の利用を推進しま

す。 

・脱炭素＊化に関する情報を収集し、市民等・事業者

に対して提供することで、再生可能エネルギー＊の

利用促進を図ります。 

 

総務管財室 

建築住宅室 

環境政策室 

（環境保全） 

〇 〇 

 

個別目標２ 温室効果ガス＊の排出の抑制、削減などに関する取組み 

重点的な取組み 市 事業者 市民等 

① 省エネルギー化の推進 

・施設の設備更新時に ESCO 事業＊を活用するなど、

「和泉市地球温暖化＊対策実行計画（事務事業編）」

に基づき、公共施設の省エネルギー化とエネルギー

コスト削減を推進します。  

・省エネルギー対策について普及・啓発を行い、工場

や事業所の省エネルギー化を促進します。 

総務管財室 

建築住宅室 

環境政策室 

（環境保全） 

〇 〇 

（千 t –CO2） 
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重点的な取組み 市 事業者 市民等 

・太陽光発電や燃料電池＊、また蓄電池や省エネ家電

などについて普及啓発します。 

・スマートハウス＊や ZEH＊（ゼッチ：ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス）、ZEB＊（ゼブ：ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）など建築物の省エネ化を推進し

ます。 

・新築・改築の際には、高断熱・高気密な省エネ型の

環境住宅を推進します。 

② 水の有効利用 

・公共下水道への接続により不要となった浄化槽の

改造費助成制度による雨水の有効利用に努めます。 

・雨水の有効利用に努めます。 

・節水に努めます。 

お客さま 

サービス課 

○ 〇 

総務管財室 

③ 省エネルギー意識の啓発 

・デコ活＊をはじめ省エネルギー化への取組みについ

て市民等・事業者への啓発を行います。 

・関係団体などとの連携により、事業者向けのエネルギ

ー消費の抑制に関する情報の発信に努めます。 

環境政策室 

（環境保全） 

  

産業振興室 

(商工来訪促進) 

④ 自動車の適正利用の促進 

・ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池＊車などの

エコカーの普及啓発を行います。 

・エコカーの利用促進を図ります。 

環境政策室 

（環境保全） 

〇 〇 

 

個別目標３ 公共交通機関の利用、都市における緑地の保全及び緑化、地域環境の整備及び   

改善に関する取組み 

重点的な取組み 市 事業者 市民等 

① 公共交通機関の利用促進 

・「和泉市地域公共交通計画」に基づき、使いやすい

公共交通ネットワークの形成を図り、公共交通への

シフトを進めます。 

・主要駅を拠点としたまちづくりと連携した交通結

節機能の強化を図ります。 

・各交通機関の役割や特性を活かし、自動車に過度に

頼らない安全・快適に生活できるまちづくりを進め

ます。 

・公共交通の積極利用を促すための情報提供と利用

促進施策の展開を推進します。 

・公共交通機関の利用促進を図ります。 

都市政策室
（交通） 

〇 〇 
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重点的な取組み 市 事業者 市民等 

② 都市緑化と緑地の保全 

・「みどりの基本計画」に基づき、緑化重点地区にお

ける緑化及び保全配慮地区における良好な自然環

境の保全を推進します。 

・森林環境譲与税＊などを活用した森林整備を推進

し、森林の多面的機能の向上に努めます。 

・市民等による森林育成活動への取組みを進めます。 

・みどりに関する情報提供の充実、キャンペーンや市

民参加型のイベントなどによる啓発活動、みどりづ

くりに貢献した市民顕彰の実施など、市民のみどり

に対する意識の向上に努めます。 

都市整備室 
（公園） 

  

産業振興室
（農林） 

 

個別目標４ 廃棄物等の発生の抑制など、循環型社会＊の形成に関する取組み 

重点的な取組み 市 事業者 市民等 

① 市民等・事業者・市の協働によるごみの減量化の

促進 

・和泉市ごみ減量等推進員制度を活用し、３R＊につい

ての啓発を行います。 

・家庭内での食品ロス＊の削減や水切りについての啓

発を行い、生ごみ発生の抑制に努めます。 

・エコオフィス＊活動の取組みを啓発し、事業活動に

おけるごみの減量化を促進します。 

・公共施設におけるごみのリサイクル＊を率先して実

施します。 

・ごみの減量化の促進を図ります。 

環境政策室 

（生活環境） 

〇 〇 

② 廃棄物の適切な処理の推進 

・和泉市ごみ減量等推進員と連携し、ごみの排出ルール

の周知徹底を行います。 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、

廃棄物処理業者が不適正な処理を行わないよう指

導します。 

・不法投棄されやすい場所の定期的パトロールや防

止看板設置、キャンペーンの実施により、不法投棄

の防止に努めます。 

・不法投棄が発生した場合には、警察等と連絡を取

り、投棄者の究明に努めます。 

・廃棄物の適切な処理の推進を図ります。 

環境政策室 

（環境保全）

（生活環境） 

〇 〇 
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市内の太陽光発電の導入件数及び導入量の推移について 

 

 環境省が公表している「自治体カルテ」によると、FIT・FIP 制度による再生可能エネルギーの導

入について、主に屋根設置型の「住宅用」とされる 10kW 未満の太陽光発電設備の導入件数は、

平成 27（2015）年度から令和５（2023）年度の間で 2,049 件増加し、導入設備量としては 10,518kW

の増加となりました。 

 また、家庭部門における二酸化炭素排出量は、平成 25（2013）年度から令和４（2022）年度

の間で約 52,000 トンの削減となり、市民の皆様による脱炭素化への努力の成果が着実に現れて

きていることが数値から確認できます。 

 和泉市では、本市の脱炭素化への更なる推進を目的に、令和６年度より、環境省が実施する「地

域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、市民に対して、太陽光発電設備や蓄電池、エネフ

ァーム、エコキュート等の高効率給湯器を、また、事業者に対して、太陽光発電設備と蓄電池の

設置にかかる導入補助を行っております。引き続き市民や事業者の皆様との協働により、市域の

脱炭素化を推進し、ゼロカーボンシティ＊の実現を目指します。 
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図-27 太陽光発電の導入件数と導入量の推移（資料：環境省 HP 自治体カルテ） 
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６-４-２ 気候変動影響への対策（適応策＊関連） 

（１） 現状及び課題 

国では、気候変動の影響とみられる災害が激化していることから、人類を含む全ての生き物の

生存基盤を揺るがす「気候危機」が起きていると強調されています。 

近年、猛暑やゲリラ豪雨、台風被害の甚大化など、気候変動の影響がすでに顕在化しており、

今後さらに深刻化するおそれもあります。 

この課題に対して、温室効果ガス＊の排出削減対策（緩和策＊）とともに、気候変動の影響によ

る被害の回避・軽減対策（適応策＊）を両輪で進めていく必要があります。 

 

（２） 重点的な取組事項 

重点的な取組事項を以下に示します。 

重点的な取組み 市 事業者 市民等 

① 気候変動の影響、適応策＊に関する情報収集及

び発信 

・ 熱中症対策や農作物等への影響などに関する

適応策＊など国や府などの情報を積極的に市域

へ発信します。 

・ 大阪府森林環境税*に関する取組みを情報収

集・発信するとともに、国の森林環境譲与税を

活用し、森林整備に取り組みます。 

・ 市民のリーダー層の育成として、いずみ環境く

らぶをはじめとした市民団体の方を対象とし

た適応策＊に関する勉強会を開催します。 

環境政策室 

（環境保全） 

  

産業振興室 

（農林） 

健康づくり 

推進室 

など 

 

 

② 次世代への継続的な地域の気候変動影響に関

する情報の発信 

・ 市民や子どもたちが楽しく適応策＊を学ぶ場の

創出に努めます。 

・ 市民団体等と連携しながら、気候変動に関する

身近な影響をはじめとした市域の環境を学ぶ

学習ツールの制作を検討します。 

環境政策室 

（環境保全） 

〇 ○ 

③ 暑さ対策に関する取組みの推進 

・ 地域の身近な気候変動への影響であり、命に関

わる課題として「暑熱対策」があります。大阪

府と連携し、暑さ対策に関する情報を積極的に

発信していきます。 

・ また、「おおさかクールオアシスプロジェクト」

や「都市緑化を活用した猛暑対策」、経済的な事

情を抱える方への支援制度の発信を行います。 

・ 熱中症対策として、指定暑熱避難施設（クーリ

ングシェルター）を開放します。 

環境政策室 

（環境保全） 

〇  

健康づくり 

推進室 

＊ 
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重点的な取組み 市 事業者 市民等 

④ 地域の生態系＊に関する変化に関する情報収

集及び適応策＊の検討 

・ 自然観察会などの地域の生態系＊についての学

習機会の際に、気候変動の影響の有無について

も収集し、地域の変化を把握します。 

・ 緊急性、重要度の高い課題については、地域の

観察者や地域の専門家などからの声を集め、環

境審議会等で適応策＊を検討します。 

環境政策室 

（環境保全） 

など 

 

〇 〇 

 

 

 

主に関連する SDGs*  

 

適応策＊の勉強会などの開催 

 

「適応策＊」を推進していくためには、まず、知っても

らうことからはじめる必要があります。 

一方、「適応策＊」は新しい言葉ではありますが、気象

の変化が及ぼす、身近な自然環境の変化や暮らしの変

化、仕事での変化に対応するなど、地域で意識しないう

ちに気づいたり、対応していたりするものもあります。

各地域でも、市民参加による影響事例調査や適応策＊の

検討がスタートしています。 

また、子どもをはじめとした市民が楽しみながら学べ

るカードゲームなど活用しながら学ぶ場も近畿地域発

ではじまっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-28 市民参加による気候変動の地域での影響事例調べワークショップ手順書より 

（上記全て資料：環境省近畿地方環境事務所 HP） 

グループワークの様子（グループワーク

は整理しやすいように模造紙を使用） 

発表の様子 

体験型ツール「SHIFT＋適応カード」 
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６－５ 生物多様性＊の保全【和泉市生物多様性地域戦略】 

（１） 現状及び課題 

本市は、和泉山脈をはじめとする森林、槇尾川をはじめとする河川、信太山丘陵の湿地など、

豊かな自然環境に恵まれており、希少な生物の生息も見られています。一方で特定外来生物＊など

の外来種＊による生態系＊のかく乱も見られ、本市が有する豊かな生態系＊を後世に残すための取

組みが必要になっています。 

平成 25（2013）年度から継続して自然環境調査を実施しており、市域を北部地域、中部地域、

南部地域のエリアに分け、毎年１か所（範囲は 1km×1km）、現地踏査により植物、鳥類、昆虫類、

その他動物の生息状況を調査しています。また、川の生き物と水生植物を観察する「水辺の自

然観察会」と里山の生き物と植物を観察する「緑の自然観察会」の開催やいずみ環境くらぶ

では、廃棄（ハイキ）ング＊の取組みも継続的に実施してきました。 

ポスト 2020 生物多様性＊枠組に関する議論を注視しながら、今後は、これらの基礎調査情報を

活かしながら、市民や次世代への普及啓発を重点的に行い、生物多様性＊を守る人を育成します。 

生物多様性＊の必要性について広く市民に啓発し、市民等・事業者・市の協働による自然環境の

保全・回復を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-29 和泉市の自然環境（自然環境調査結果）（資料：和泉市 HP） 

 

    
図-30 自然観察会の様子（資料：和泉市 HP）   図-31 廃棄（ハイキ）ング＊「白川周辺」の様子  

                            （資料：和泉市 HP） 
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（２） 対象とする区域 

和泉市全域（本計画と同じ） 

 

（３） 目標 

「生物多様性＊を守り、その恵みを受け継ぐまちをつくる」を目標として設定します。 

 

（４） 総合的かつ計画的に講ずべき施策 

基本目標１及び基本目標３に掲げる基本施策・取組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

（５） 重点的な取組事項 

重点的な取組事項を以下に示します。 

重点的な取組み 市 事業者 市民等 

① 多様な主体連携による自然観察会など学習機会の

提供 

・ これまで実施してきた自然観察会や廃棄（ハイキ）

ング＊などの取組みを継続して実施します。 

・ パンフレット「和泉市の自然」を活用し、市民団体

等とも連携しながら、各地域で自然観察会を開催

し、各地域で生物多様性*に関する普及啓発を行い

ます。 

・ 現在の自然環境の担い手と連携しながら、大学や高

校など次世代との連携も模索し担い手の発掘と、地

域の生物多様性*保全のための課題・保全方策など

に関する勉強会などの開催を検討します。 

環境政策室 

（環境保全） 

 

〇 〇 

② 森林の多面的機能の向上及び森林資源活用の推進 

・ 森林の有する公益的機能は、地球温暖化＊防止のみ

ならず、国土の保全や水源の涵養など、国民に広く

恩恵を与えるものであることから、災害防止・国土

保全機能強化などの観点から、森林整備を一層促進

するためにスタートした森林環境譲与税＊などを活

用し、森林整備・木材活用を推進します。 

・ 所有者へ保全や活用に関する働きかけを行います。 

 

産業振興室

（農林） 

〇 〇 

環境政策室 

（環境保全） 

生物多様性＊を守りその恵みを受け継ぐまちをつくる 

3-1 生物多様性＊の確保 

3-2 自然の保全と人との共生 

1-1 環境学習の推進 

1-2 環境活動の支援・促進 
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重点的な取組み 市 事業者 市民等 

③ みどりの基本計画と両輪による保全と活用 

・ 和泉市みどりの基本計画との両輪で、市域の

生物多様性*の確保を行います。 

・ シンボルとなるみどり「和泉山脈」「信太山丘

陵」、拠点となるみどり「光明池」「槇尾川上

流部」などについて、生物多様性*に満ちた環

境の保全を図るとともに、公民協働により多

様な利用（市民の憩いの場、自然体験の場、

環境学習の場など）を促進します。 

都市整備室 

（公園緑地） 

〇 〇 

環境政策室 

（環境保全） 

④ 「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェ

クト＊の推進 

・ 「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェ

クト」＊を推進し、流域での連携による森林資

源や恵みの活用を検討します。 

・ 自然観察会の開催等を通して、身近にできる

生物多様性*を守るためのアクションを促進

します。 

環境政策室 

（環境保全） 

〇 〇 

 

 

主に関連する SDGs*  

 

「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト＊ 

環境省では、平成 26(2014)年から「つなげよ

う、支えよう森里川海」プロジェクト＊がスター

トしています。私たち一人ひとりが意識や行動を

変えていくことで、森里川海を支えることができ

ます。買い物をするときは、人や環境にやさしい

ものを積極的に選んだり、休日は森里川海の中で

ゆったり過ごすなど、身近なことからはじめてみ

ることが出来ます。 

全国では、副読本の作成やアンバサダーと連携

した情報発信、森里川海ふるさと絵本づくり、ラ

イフスタイルシフトを提案するイベントなどが

実施されています。  

図-32 MY 行動宣言 

（資料：環境省 森里川海プロジェクト HP） 



 

第 3 次和泉市環境基本計画 

 

－ 83 － 

６－６ 循環型社会*の形成 

（１） 現状及び課題 

 現在、循環型社会＊を取り巻く全国の動向は、平成 12(2000)年から大きく進展はしています

が、近年、資源生産性などは横ばいの状況です。誰もが、持続可能な形で資源を利用でき、

環境への負荷が地球の環境容量内に抑制され、健康で安全な生活と豊かな生態系＊が確保され

た世界を目指していくことが求められています。 

 また、近年、新たに「食品ロス＊」に関する課題と「プラスチック」に関する課題が大きな問

題となっています。 

 和泉市では、プラスチックごみ削減については、令和元（2019）年 10 月 10 日に「いずみプ

ラスチックごみゼロ宣言＊」をし、取組みをスタートしています。今後、それぞれが取組みを

進めいくとともに、地域全体で協力し、新たな課題を地域で共有し、１歩ずつ具体的な取組

みを進めていきます。 

 

（２） 重点的な取組事項 

重点的な取組事項を以下に示します。 

重点的な取組み 市 事業者 市民等 

① プラスチックごみゼロに向けた取組推進 

・ プラスチック製容器包装、ペットボトル、スト

ローなとのワンウェイプラスチックの削減（通

常１度使用した後にその役目を終えるもの）に

向けた普及啓発を推進します。 

・ 庁内で開催する会議において、マイボトル＊持

参を推奨します。 

・ リユース＊食器などの利用啓発を行います。 

・ プラスチックが自然界に流出することがない

よう、市民・事業者・行政の協働によりポイ捨

てなどの防止を行うとともに、流出してしまっ

たものについて、清掃活動などを行っていきま

す。 

・ 家庭ごみ・事業系ごみに含まれるワンウェイプ

ラスチックの実態調査を検討します。 

・ お祭りや市が主催のイベントでワンウェイプ

ラスチックを減らすための仕組みづくりを市・

事業者等と連携し検討します。 

・ 市民や学生、事業者等から、使い捨てプラスチ

ックや３R＊推進のための PR 動画を募集し、コ

ンテストをするなど、様々な意見を取り入れた普及

啓発素材・環境学習素材の導入を検討します。 

・ プラスチックごみゼロに向けた取組推進を図

ります。 

環境政策室 

（環境保全） 

（生活環境） 

〇 〇 
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重点的な取組み 市 事業者 市民等 

② ３R＊の推進 

・ ごみ分別アプリに関する普及啓発を行うなど、

分別方法の普及啓発を実施します。 

・ ごみ減量チェックシートを活用し、家庭ででき

るごみ減量策の普及啓発を実施します。 

・ 食品ロス＊など新たな課題について、普及啓発

を実施します。また、市民・事業者が課題解決

にむけて協働で取り組む仕組みづくりを検討

します。 

・ 食品廃棄物などの地域内循環の可能性を検討

します。 

・ ３R＊の推進を図ります。 

環境政策室 

（生活環境） 

〇 〇 

 

 

 

 

 

 

マイボトル＊等で利用できる給水スポットの拡大に関する連携協定の締結 

京都市とウォータースタンド㈱との間で「マイボトル＊等で利用できる給水スポットの拡大

に関する連携協定」を行い、両者が連携・協力した新たな取組みが始まっています。 

この取組みは、京都市内の多くの場所でマイボトル＊等を給水できる環境を整備することで、

ペットボトル等の使い捨てプラスチック製品の使用抑制、京都の水道水の利用促進、市民のラ

イフスタイルの転換及びその定着化を図り、プラスチックによる海洋汚染の防止のほか、ごみ

減量、地球温暖化＊対策や生物多様性＊の保全などにつなげていくことを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市の取組み 

・プラスチック製品使用抑制を積

極的に啓発 

・市施設への給水機の設置 

・民間施設などへの設置拡大のた

めの支援（広報など） 

ウォータースタンド株式会社の取組み 

・市施設への給水機の設置拡大のため、

機器の提供などによる支援 

・民間施設への給水機設置の拡大 

・プラスチック製品使用抑制を積極的に

啓発 

・市主催イベントなどで、プラスチック

ごみ削減、水道水の PR など市施策の

啓発に協力 

図-33 マイボトル＊等で利用できる給水スポットの拡大に関する各主体の取組み 

（資料：Plastics Smart HP） 
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主に関連する SDGs* 

   

静岡市 プラスチックごみ削減協力店の募集 

静岡市では、市内の事業所において、プラス

チックごみを削減するための取組みをしていた

だくため、「プラスチックごみ削減協力店」制度

を創設し、登録店を募集する取組みを実施して

います。 

プラスチックごみ削減に向けた取組項目は事

業所独自に設定いただき、３つ以上の取組みを

行っている又はこれから取組事業所を「プラス

チックごみ削減協力店」として認定し、市の HP

上で認定店一覧として掲載し、お店の認知度ア

ップにも貢献する仕組みとなっています。令和

２(2020)年５月現在 25 店舗が認定されていま

す。   

おかえりやさいの取組み 

「おかえりやさいプロジェクト」は、名古屋

市の第４次一般廃棄物処理計画の策定の際に、

市民提案を行うために集まった名古屋市民を

母体として、平成 20(2008)年２月に発足しまし

た。 

「循環型社会なごや」の実現をめざして、「名

古屋の生ごみをもっと減らそう！」という思い

を共有する市民・NPO・事業者らが連携して活

動を進められています。 

「おかえりやさい」は、名古屋市内のスーパ

ー・レストラン・学校給食などから出る生ごみ

（食品循環資源）を名古屋市内の施設で堆肥に

し、その堆肥を使って名古屋近郊の農家が栽培

した野菜です。 

 

図-34 静岡市プラスチックごみ削減協力店 

ステッカー（資料：静岡市 HP） 

図-35  おかえりやさいプロジェクトのしくみ 

（資料：おかえりやさいプロジェクト HP） 
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７．計画の推進に向けた方策 

７－１ 計画の推進体制 

本市の望ましい環境像の実現を目指し、本計画で示した取組みについて効果的・総合的に推進し

ていくためには、市だけでなく、市民等、事業者がそれぞれの役割分担と責任のもと、お互いに協力

して進めていきます。 

また、広域化する環境問題に対応するため、国や府、周辺市町との連携による取組みについても進

めていきます。 

 

 

 

 
図- 36 計画の推進体制 

※環境基本計画専門部会については、計画

改定時など必要に応じて設置します。 

  

市民等・事業者 

環境審議会 

 

和泉市 

各担当課 
事務局 

（環境政策室） 

国・府・他市町村 

参加 

意見 報告

連携 

意見

協力

連携

支援 

広報 

連携 環境基本計画専門部会 

参加 

意見 報告 

指示 報告 
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【市の体制】 

・ 環境の状況ならびに施策の実施状況について、毎年報告書を作成し、公表しな

ければなりません。そのため市は、少なくとも１年に１回は本計画の進捗状況

の連絡と計画内容の見直し検討などのために開催して、進行管理を行います。 

・ 事務局は、広く市民等・事業者に対しても、本計画の進捗状況の報告ならびに

意見聴取を行い、必要に応じて反映させます。 

・ また、環境審議会に対して、本計画の進捗状況を報告し、専門的な立場からの

意見、アドバイスを受けます。 

・ 環境審議会には、市民等・事業者の代表者に参加してもらうことで、各々の立

場から幅広い意見を述べてもらいます。 

・ 環境基本計画を見直す際は、学識経験者や住民代表などで構成する「環境基本

計画専門部会」（以下「専門部会」という。）を設置し、専門部会において内容

を検討した上で環境審議会にて審議します。 

 

 

 

【市民等・事業者の意見の反映】 

・ 本計画の進捗状況や環境の状況などの広報を受けて、市民等・事業者・市の連

携のあり方、具体的な対応策など、主にパートナーシップに関することについ

て建設的な意見を述べます。 
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７－２ 計画の進行管理 

本計画の実効性を高めていくため、目標年次の令和 12（2030）年度まで毎年、各施策や重点プロ

ジェクトに関する取組みの進捗状況、環境の状態などを把握し、その結果を公表して広く市民等・

事業者の意見を求めながら、環境施策の総合的な進行管理を行います。 

進行管理にあたっては、環境マネジメントシステム＊の国際規格である ISO14001＊の考え方に基

づく PDCA サイクルを基本とします。PDCA サイクルは、計画の方針・目標を立て（Plan）、目標達成

に向けて取組みを実施し（Do）、その実施状況の点検・評価を行い（Check）、その結果により計画を

見直す（Action）という一連の流れを繰り返し行い、継続的に改善を図りながら推進するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-37 PDCA サイクルによる毎年の計画の進行管理 

評価の結果を、次年度の計画

に反映させます。 

Action 
（見直し・改善） 

各施策の方針や 

目標を達成するように実施

します。１年間の各施策の

進捗状況及び市民・事業者

の取組みの状況、環境の状

態などを把握し、その結果

を｢和泉市の環境＊｣などで公

表します。 

市民ニーズを的確にとらえ柔軟に対

応するために広く市民等・事業者か

ら意見を求めるとともに、専門的な

知見からの助言を環境審議会に求め

ます。これらに基づいて担当課が自

ら評価をし、環境施策の進行管理を

行います。 

Check 
（点検・評価） 

 

各課が行う各施策の方針・構想及び計画におい

て環境の保全と創造に対する配慮の方針や具体

的な取組みの目標などを決めます。特に新しい

施策については、構想の段階から必要に応じて

環境への影響を把握し、環境負荷をできるだけ

抑える調査及び検討・取組みが必要です。 

Plan 
（計画 ） 

Do 
（実施） 
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１．和泉市の環境の現状 

１－１ 和泉市の概況 

（１） 位置・面積 

 

本市は、大阪府南部の泉州地域の北部に位置し、大阪都心から約 25km、関西国際空港から約

20km の位置にあります。面積は 84.98km2、東西 6.9km、南北 18.8km と細長い市域で、北は堺

市、高石市に、西は泉大津市、岸和田市、忠岡町に、東は河内長野市、南は和歌山県に接してい

ます。地形は南高北低で、南部には和泉山脈が連なり、中部・北部は丘陵、平地が広がってい

ます。 

 

 

 
図-１ 位置図 

大阪府南部に位置し、面積は 84.98km2 
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（２） 気候 

 

本市の気候は、瀬戸内気候区に属し、温暖少雨の特徴があります。 

年間平均気温は、平成 28（2016）年は 19.2℃、令和 4（2022）年には 17.1℃、年間降水量は

平成 28（2016）年に 1,229mm、令和 4（2022）年に 944mm となっています。。 

また、大阪府では 21 世紀末には、最も温暖化が進んだ場合には年平均気温が 4.2℃程度上昇す

ることが予想され、熱帯夜の日数は年間 55 日程度増えて 70 日になると予想されています。 

 
図-２ 月別平均気温・降水量（平成 28(2016)年、令和 4(2022)年）  〈資料：統計いずみ R6 年版〉 

 

 
図-３ 大阪府の将来平均気温予測（21 世紀末）   〈資料：近畿地方の気候変動 2017（大阪管区気象台）〉 

 
図-４ 大阪府の最高気温・最低気温別日数予測（21 世紀末）    〈資料：近畿地方の気候変動 2017（大阪管区気象台）〉 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

H28月別降水量(mm) 66.0 68.0 91.0 90.5 112.0 211.5 91.5 86.0 221.5 43.0 73.0 75.0

R4月別降水量(mm) 27.0 22.0 75.5 81.0 102.0 58.5 107.5 107.0 207.5 79.5 53.0 23.5

H28月別平均気温(℃) 7.9 8.4 11.8 17.8 22.6 25.3 30.5 31.5 27.6 22.2 14.6 10.2

R4月別平均気温(℃) 5.0 4.8 10.8 16.0 19.2 24.3 28.6 29.6 26.2 18.3 14.4 7.4
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瀬戸内気候区に属し、温暖少雨／21 世紀末には平均気温が最大で 4.2℃上昇 



 

第 3 次和泉市環境基本計画 

－ 92 － 

（３） 地形・水系 

 １） 地形・地質 

 

本市の地形は、北部から平地、台地、丘陵地、山地の大きく 4 つに分けられ、最高点は南

部の三国山（標高 885.7m）、最低点は北部平地（標高約 9.2m）です。平地は市北部及び槇

尾川、松尾川沿いに分布し、台地は東から信太山台地、観音寺台地、摩湯山台地の 3 つが標

高 100m 以下で広がっています。台地の南側には丘陵地が展開し、さらにその南側に和泉山

脈が広がっています。 

本市の地形・地質は、大阪府レッドリスト＊2014 において和泉層群の化石産出層準が、B

ランクに信太山の高位段丘と大阪層群及び光明池畔の大阪層群が、C ランクに甘南備層の礫

岩層が選定されています。 

 

 ２） 水系 

 

本市の流域は、槇尾川と松尾川の

2 つの主要河川の流域で構成され、

上流部山地の川幅の狭い急峻な流れ

から、丘陵部、平地へと次第に川幅

が広がり、川の流れも穏やかになっ

ています。河川は平野部を掘り込ん

だ形態となっており、農業用取水の

ための井堰＊も光明池井堰をはじ

め、中・下流では多く見受けられま

す。 

かつて、平野部においては井戸も

多く見られ、和泉の地名発祥となっ

た泉井上神社の「和泉清水」にその

名を残しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈資料：統計いずみ R1 年版〉 

最高点は南部の三国山(標高 885.7m)、最低点は北部平地(標高 9.2m) 

槇尾川と松尾川の 2 つの主要河川 

図-５ 地形・水系図 
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（４） 動植物 

 １） 植生 

 

本市の植生は、市内各地の社寺林境内地及び和泉山脈において自然植生であるシイ・カシ

などの照葉樹林がわずかにみられるほかは、大半がコナラ林やアカマツ林などの二次林＊に

よって被われています。 

主な自然林としては、特定植物群落＊となっている聖神社のシリブカガシ林のほか、三林

町の春日神社にはシイ林が存在しています。なお、大阪府レッドリスト＊2014 において、

生物多様性ホットスポット＊として、A ランクに信太山丘陵が、B ランクに泉州ため池群が

選定されています。 

地域別にみると、山地部は主にヒノキ・スギの植林、コナラ・アカマツ林などの二次林＊

からなり、それに続く山麓部及び丘陵部はミカンなどの果樹園が広く分布しています。しか

し、果樹園としての土地利用の減少やマツ枯れによる荒廃、それにかわる竹林の拡大など、

みどりの質が後退しつつあります。 

このほか、信太山丘陵には良好な湿生植物、山地内にはアカガシ林も確認されています。 

 

 
図-６ 本市の植生自然度図 

〈資料：和泉市みどりの基本計画改定版〉 

山林の大半は二次林＊、貴重なみどりがある一方で質の後退もみられる 
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 ２） 生物多様性* 

 

本市の信太山は環境省が全国で 500 箇所、府で 22 箇所指定している「生物多様性*保全

上重要な里地里山（略称「重要里地里山」）」に選定されています。これは当地が都市近郊に

位置しながら、貴重な自然環境が残され、人々の暮らしと深く関わってきたことや、里山林

や草地、湿地群など多様な環境が残されていること、大阪南部のエコロジカルネットワーク

＊の形成に寄与していることなどが理由となっています。 

本市においては、山麓部や丘陵部でイノシシやタヌキなどの生息が確認されています。ま

た、山地渓谷や丘陵地・台地のため池を中心にヤマトサンショウウオなどの両生類、ナニワ

トンボ、ゲンジボタルといった昆虫類の生息も確認されているなど、多様な動物が生息して

います。 

本市では信太山を中心に、サギソウ・トキソウなどの植物、ナニワトンボなどの昆虫、オ

オタカ・ミサゴなどの鳥類など、絶滅のおそれのある種が生息しています。 

本市においては貴重動植物の数が、基準年の平成 27（2015）年以降、5～6 種類で推移し

ています。 

 

表-１ 本市内に生息する主な絶滅のおそれのある種   〈資料：大阪府レッドリスト＊2014 より〉 

 
トキソウ （絶滅危惧Ⅰ類） 

 

 
コバナノワレモコウ （絶滅危惧Ⅰ類） 

 

 
ヤマトサンショウウオ （絶滅危惧Ⅰ類） 

 

 
ノグサ （絶滅危惧Ⅰ類） 

 

 
イガクサ （絶滅危惧Ⅰ類） 

 

 
ヒメコヌカグサ （絶滅危惧Ⅰ類） 

 

 

 

信太山を中心に、豊かな自然が残る 
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 ３） 外来生物 

 

一方で、アライグマやブルーギル、オオキンケイギクなどの特定外来生物＊に指定された

外来種＊による生態系＊の撹乱がみられます。 

特にアライグマは、農作物への被害が問題となっており、本市ではアライグマの捕獲協力

報償金交付規程を設け、駆除を進めています。 

そのほか、令和３年度以降、和泉市でもクビアカツヤカミキリによるバラ科樹木（サク

ラ、モモ、ウメ等）への被害が確認され、以後拡大傾向にあります。 

 

 

表-２ 本市内に生息する主な特定外来生物等＊ 

  特定外来生物 

【クビアカツヤカミキリ】 
・体長 22-38mm．体全体は光

沢のある黒色．前胸背板は明
赤色で側面に頑丈なとげ状
の瘤を一対もつ。公園や市街
地の街路樹などに生息する。 

 【アルゼンチンアリ】 
・体長約 2.5 mm．体色は黒褐色.

複眼はやや大きく，頭部背面
前方よりに位置する．働きア
リの活動温度帯は 5～35℃。 

 

（参考） 
クビアカツヤカミキリの幼虫
が排出するフラス （木くず・糞
の混合物） 

 【ヌートリア】 
・大きなドブネズミのような体

つきで，目や耳は小さく，尾
は扁平でなく円筒状である．
流れの緩やかな河川，湖，沼
沢地に生息。夜行性。 

 

【アライグマ】 
・体重 4～10 数 kg、頭胴長 41

～60cm、尾長 20～41cm。白
色の顔に黒色系のマスクを
着けたような外見で、4～7 の
輪模様を尾に持つ。 

 
【ブルーギル】 
・全長 25cm。湖沼やため池、

掘、公園の池などに生息し、
湖では主に沿岸帯の水生植
物帯に、河川でも主に流れの
緩やかな水草帯に生息する。 

 

【ナルトサワギク】 
・１～多年草．高さ 20～50cm．

茎は多数分岐して大きな株
になり直立．空地，道端，造
成地，埋立地等に生息。一年
中花を咲かせ種子を風散布
で拡散させる． 

 
【オオキンケイギク】 
・キク科の多年生草本で、高さ

は 0.3～0.7m 程度である。路
傍、河川敷、線路際、海岸な
どに生息する。開花期は 5～
7 月。頭状花。虫媒花。痩果
をつける。 

 

 

   条件付特定外来生物 

【アカミミガメ】 
・最大背甲長は雄 20cm、雌

28cm（2.5kg）で在来のニホ
ンイシガメ（1kg 前後）より
大型。都市部を中心とした水
辺環境に蔓延。 

 
【アメリカザリガニ】 
・全長が通常 10cm 程に成長
し、最大で 15cm。成体は赤～
赤褐色。高水温・低酸素・水質
汚染にも耐性があり，劣悪な水
環境であっても定着し増殖す
ることが可能。 

 

絶滅のおそれのある種が生息する一方、外来生物の増加がみられる 
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（５） 人口・世帯数 

 

本市の人口は、令和２（2020）年度に実施された国勢調査によると 73,701 世帯で、1 世

帯あたり人員は、2.5 人/世帯と減少しています。 

また、年齢階層別の人口割合では、老齢人口（65 歳以上）割合が増加傾向であり、一方

で年少人口（15 歳未満）割合は年々減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図-７ 人口・世帯数の推移 

〈資料：国勢調査〉 

 

 

     

図-８ 年齢階層別人口割合の推移 
〈資料：国勢調査〉 
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本市は、昭和 31（1956） 年に市制が施行されて以降、着実に人口が増加してきました。特に、

平成に入り、「トリヴェール和泉」を中心とした開発により有数の人口急増都市となりましたが、

本格的な少子高齢化・人口減少社会の到来の波は非常に大きく、今後、人口の減少は避けられな

い状況にあります。 

和泉市人口ビジョンに示されている将来人口推計では、今後急速に老齢人口が増加する一方、

年少人口及び生産年齢人口は減少し、令和６（2024）年から令和 17（2035）年までの間に約 1

万人の人口が減少する見込みとなっています。 

 

 

 

 
 

 

 

図-９ 人口と高齢化率の推計 〈資料：和泉市人口ビジョン〉 

 

老年人口が急速に増加する一方で、全体の人口は減少の見込み 
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（６） 土地利用 

 

本市で最も大きな比率を占めるのは森林で、約 40％となっておりほぼ横ばいです。道路

と宅地の利用が増加傾向にある一方で、農地は減少傾向にあり、都市化が進展しています。 

 

 
 

図-10 土地利用状況の推移 
〈資料：統計いずみ〉 
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（７） 産業 

 

本市の産業別就業者数は、令和２（2020）年の国勢調査において総数 74,983 人であり、

その割合は第 1 次産業が 0.9％、第２次産業が 22.3％、第３次産業が 76.8％となっており、

第１次・第２次産業の就業者数が減少し、第３次産業の就業者数が増加傾向にあります。 

 
図-11 産業別就業者数の推移 

〈資料：R2 年度 国勢調査〉 

 

（８） 木材搬出量 

  

本市のいずもく＊（地域産材）の、森林経営計画に基づく年間搬出量は、年によって増減が

あります。 

 

図-12 いずもく＊の年間搬出量 

〈資料：産業振興室（農林）〉 
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（９） 交通 

 １） 鉄道 

 

本市の鉄道は、本市の都心地区と大阪都心部とを結ぶ JR 阪和線が市域の北部を通り、市

内には和泉府中駅、信太山駅、北信太駅の３駅があります。３駅の合計乗車人員は、コロナ

禍で一旦縮小しましたが、近年再び増加傾向にあります。 

また、市域の中央部には本市の新都心地区と大阪都心部を結ぶ南海電鉄泉北線が通り、和

泉中央駅が新都心地区の玄関口となっています。乗車人員は、JR 阪和線と同様、コロナ禍

で一旦縮小したものの、以降はコロナ前の水準近くまで増加傾向にあります。 

 

 

 

 

図-13 鉄道乗車人員の推移 
〈資料：統計いずみ〉 
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 ２） バス 

 

本市のバスは、路線バスが鉄道駅を中心に９路線（令和６（2024）年度末時点）運行し

ています。路線バスの利用者は近年、微増傾向にあります。令和５（2023）年度には総利

用客数は 383.0 万人でした。 

また、市内の路線バスがない地域には、「めぐ～る＊」の愛称で４路線のコミュニティバス

を運行しています。総利用客数はコロナ禍前より年々減少傾向にありましたが、令和２

（2020）年度のコロナ禍による外出制限による影響で対前年度約３割減少し、その後令和

４（2022）年度にかけて若干回復しています。 

 

 
 

図-14 路線バス利用者数の推移 
〈資料：統計いずみ〉 

 

 

 
 

図-15 コミュニティバス利用者数の推移 
〈資料：和泉市地域公共交通計画〉 
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 ３） 自動車 

 

本市の自動車保有台数は、乗用車は近年横ばいで推移していますが、軽自動車は微増して

おり、総数では増加傾向にあります。 

  
図-16 自動車保有台数の推移 

〈資料：統計いずみ R6 年版〉 

 

 

 ４） 道路 

 

本市には阪和自動車道や堺泉北有料道路といった自動車専用道路のほか、国道 26 号や国

道 170 号などの高規格の道路が整備されています。また、阪和自動車道では岸和田和泉イ

ンターチェンジが位置しており市外へのアクセスは充実しています。 

一般国道では、大阪・神戸方面から阪南・和歌山方面へは国道 26 号線が藤井寺・八尾・

高槻方面から熊取・泉佐野方面へは国道 170 号線が、そして泉大津方面から紀の川・高野

山・有田方面へは国道 480 号線が地域交通軸となっています。 

市としては、今後予想される交通需要や地域間の連携強化に対応した幹線道路の整備とと

もに、これらと有機的な道路ネットワークの形成を図ります。また、市民からは安心してま

ちを歩けるよう歩道や通学路などを整備することが求められています。市として歩行者や自

転車などの安全性・快適性を高めるための道路環境の整備を進めています。 
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（１０） 公園・緑地 

 

本市の都市公園は近年緩やかに拡大傾向にあり、令和 5（2023）年度時点では 336 箇所

（156.87ha）、人口 1 人あたり公園面積は、8.6 ㎡/人となっています。 

一人当たりの公園面積は、大阪府全体の平均である 6.6 ㎡/人よりは大きく、全国平均の

10.9 ㎡/人よりは小さい値となっています。 

また、信太山丘陵や金剛生駒紀泉国定公園に市代表される南部地域の山林の豊かな自然環

境や、農地などの自然的環境、みどりと調和した古墳や遺跡などの歴史文化遺産は、都市環

境形成や観光振興、防災などの面で大きな役割を果たすとともに、和泉市らしさを示す市民

共有の重要な財産であることから、これらの保全と有効活用を図ります。 

 

  
図-17 公園面積の推移 

〈資料：統計いずみ R6 年版〉 

  
 

図-18 和泉市及び大阪府、全国における一人当たり公園面積 

〈資料：統計いずみ R6 年版、国土交通省 R05 年度末 都道府県別一人当たり都市公園等整備現況〉 
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（１１） 河川・水路・ため池 

 

槇尾川、松尾川をはじめとする主要河川について、水とみどりのネットワーク軸として位

置づけ、水質汚濁などの環境悪化を防止するとともに市民が身近に自然と触れ合える環境と

しての保全・活用を図ります。河川は、淡水魚や昆虫などの生物生息の場、水害防止など

様々な重要な役割を果たしており、治水上の安全性確保のための河川改修に加え、周辺環境

との調和に配慮した遊歩道の整備など親水空間の創出に努め、市民に親しまれる河川空間の

形成を図ります。 

 

図-19 市民に親しまれる河川空間 
〈資料：第二次和泉市都市計画マスタープラン〉 

 

流域整備と水辺空間を利用した親水空間の整備 
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（１２） 汚水処理 

 

 １） 下水道（汚水） 

本市では、公共下水道整備計画に基づき、下水道の整備を進めており、令和５（2023）

年には人口普及率で 90.4%となりました。 

 

 

図-20 下水道普及率の推移 
〈資料：統計いずみ〉 

 

 ２） 合併処理浄化槽＊ 

公共下水道区域外では、し尿と生活雑排水をあわせて処理できる合併処理浄化槽＊の設置

を行っています。 

 

 

図-21 合併処理浄化槽＊設置人口の推移 
〈資料：第６次和泉市一般廃棄物処理基本計画〉 
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（１３） 歴史・文化 

 

本市の歴史は古く、市域北東部では大規模な弥生集落である史跡池上曽根遺跡をはじめ、

史跡和泉黄金塚古墳や丸笠山古墳をはじめ、数多くの遺跡が点在しています。 

府中町は、和泉国府が置かれた奈良時代、平安時代にかけ交通の要衝として和泉国の中心

的役割を果たしており、今でも熊野街道（小栗街道）など当時の面影を残しています。 

また、熊野街道を中心として旧道沿いに重要文化財の和泉五社総社本殿がある泉井上神社

や聖神社といった歴史ある神社が見られ、市域中部には白鳳時代に役小角の開基といわれ、

境内が府の文化財史跡にも指定されている松尾寺があり、南部には、山岳修験場の霊場の一

つであり、現在は西国三十三所の第四番札所槇尾山施福寺があるなど、歴史・文化の豊かな

地域です。 

市内には国指定文化財が 45（うち 2 つが国宝）、府指定文化財が 20、市指定文化財が 30

所在しています。 

 
図-22 歴史・文化拠点 

〈資料：第二次和泉市都市計画マスタープラン〉 

池上曽根遺跡、熊野街道など歴史文化が多く残る 
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（１４） 景観 

 

本市には南部地域の山林や信太山丘陵、農地、歴史文化遺産、伝統的まちなみなど本市固

有の自然・歴史的景観やニュータウン開発による市街地景観といった様々な魅力的な景観資

源を保有しています。これらの景観資源については、これまでの法制度の活用に加えて、景

観法に基づく景観計画の策定や住民が主体となった景観まちづくり活動など、より魅力的な

都市景観の形成に向けた取組みを進めます。 

 

図-23 槇尾山からの風景 

 

図-24 光明池 

図-25 小栗街道 図-26 落ち着いた住環境 
 

〈資料：第二次和泉市都市計画マスタープラン〉 

 

 

 

 

 

市街地と背後の自然景観が一体となった特徴的な景観 
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図-27 本市の景観計画区域 

〈資料：第二次和泉市都市計画マスタープラン〉 
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（１５） 大気質 

 

 １） 窒素酸化物＊ 

窒素酸化物＊（一酸化窒素、二酸化窒素）は、

常時監視測定局である緑ヶ丘小学校で測定さ

れており、令和 6（2024）年度の測定結果で

は、年平均で一酸化窒素 0.000ppm、二酸化窒

素 0.006ppm でした。 

二酸化窒素の環境基準＊と比較する際の値

である日平均値の年間 98%値は 0.015ppm で

あり、環境基準＊である 0.06ppm 以下を達成し

ています。 

本市では、昭和 61（1986）年度から令和 5

（2023）年度まで簡易測定法により市内十数

地点で大気中の二酸化窒素濃度の測定を行っ

ており、平成 30（2018）年は 16 地点（令和

5 年度は 8 か所）で春及び秋に測定を行って

いました。 

その結果によると、自動車交通量や人家が

多く、みどりの少ない北部で濃度が高く、自動

車交通量や人家が少なく、かつみどりの多い

南部では濃度が低くなっています。 

 

図-28 二酸化窒素濃度分布 
〈資料：和泉市の環境＊ R4 年版〉 

 ２） 浮遊粒子状物質＊ 

浮遊粒子状物質＊（粒径 10μm 以下の浮遊粉じん）は、常時監視測定局である緑ヶ丘小学

校で測定されており、令和 5（2023）年の測定結果では、年平均で 0.013mg/m3 で、環境基

準＊の長期的評価による日平均値が 0.1mg/m3 を超えた日数は 0 日で、基準を達成していま

す。 

 ３） 光化学オキシダント 

光化学オキシダントは、光化学スモッグの原因となる物質です。光化学オキシダントは、

工場や自動車の排気ガスなどに含まれる窒素酸化物＊や炭化水素（揮発性有機化合物）が日

光に含まれる紫外線の影響で光化学反応をおこし生成します。光化学オキシダントは、日照

時間や気温などといった気象条件に大きく影響されるため、年度により濃度が著しく変動し

ます。 

光化学オキシダントに係る環境基準＊は、昼間（6 時～20 時）の 1 時間値について評価を

行うこととされています。令和 5 （2023）年度では、緑ケ丘小学校において、昼間の１時

間値が 0.06 ppm を超えた日数は 112 日で、環境基準＊を達成していませんでした。 

なお、令和 6（2024）年度の本市を含む堺市及びその周辺地域における光化学スモッグ予

報などの発令状況は、予報 5 回、注意報 2 回でした。また、本市の光化学スモッグによる

被害の訴えはありませんでした。 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質＊は環境基準＊達成 光化学オキシダントは未達成 
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（１６） 水質 

 

 １） 河川 

本市では、11 地点の河川水質継続監

視点があり、これらの各地点で健康項

目、生活環境項目及び特殊項目について

水質調査を実施しています。本市の河川

水質は、健康項目については、全地点で

環境基準＊を達成していますが、生活環

境項目のうち、代表的な項目の BOD＊

（生物化学的酸素要求量）については、

上流では同基準の達成率が高いものの、

中・下流域においては、主として生活排

水などの影響により、達成率が低くなっ

ています。 

 
 

図-29 河川水質の年推移（BOD＊年平均値の推移） 
〈資料：和泉市の環境＊ R2 年版〉 

 ２） 水路 

本市では、市街地を流れる水路 10 地点において、水質調査を実施しています。 

平成 7（1995）年度から令和 6（2024）年度の BOD＊の調査結果では、概ね市街地になる

につれ、水路の水質が悪くなる傾向になっています。また、比較的住宅の集中する北西部の

地域では、汚染度の高い水路が多く、このため下流河川の水質悪化の大きな原因となってい

ます。 

 ３） 水質汚濁負荷量＊ 

本市では、令和３年度まで大津川水

域（槇尾川・松尾川・牛滝川）へ流れ

込む BOD＊の汚濁負荷量＊を隔年毎に

調査していました。令和３（2022）年

３月時点では、１日あたり 1,122.0kg

の BOD＊成分が大津川水域に流れ込

み、このうち生活系の負荷量が 72.9%

で、そのうちほとんどが規制のかから

ない一般家庭排水による負荷量です。 

負荷量の減少要因の大部分が、生活

排水対策によるもので、下水道の整

備、合併処理浄化槽＊の設置、家庭での

生活排水対策の実践などが、負荷量減

少に大きく寄与しているものと考え

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-30 BOD＊汚濁負荷量＊（槇尾川+松尾川+牛滝川）経年変化 
〈資料：和泉市の環境＊ R5 年版〉 

水質悪化の原因は生活排水 BOD*汚濁負荷量＊は減少 
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（１７） 騒音 

 

本市では、市内の 12 地点において環境騒音の調査を毎年実施しています。 

令和 6（2024）年度における調査結果は、道路端７地点の結果は、環境基準＊への適合率

は昼間、夜間ともに約 57％でした。 

 

表-３ 環境騒音モニタリング調査結果（令和 6（2024）年度） 

■背後地騒音（残留騒音） 

番号 測定場所 

騒音レベル

（dB） 
 

 
図-31 環境騒音調査地点 

〈資料：自動車騒音常時監視に係る沿道騒音測定 

及び面的評価等業務令和 6年版〉 

昼間 夜間   

1 国道 26 号 
54.7 52.7 

  
56.3 49.3 

3 国道 480 号 
51.1 47.3 

  
52.1 48.4 

4 
泉大津三原線

（新） 
56.7 53.2 

  
57.2 50.4 

5 
富田林泉大津

線（新） 
58.4 54.2 

  
58.4 50.9 

6 三林岡山線 
55.6 51.5 

  
57.5 58.7 

6 
市道和泉中

央線 

53.7 53.0 
  

52.6 50.8 

      

■道路に面する地域 

番号 測定場所 道路名 車線数 

騒音レベル

（dB） 
環境基準＊適合状況 

要請限度 

適合状

況 昼間 夜間 昼間 夜間 

1 池上町四丁目 国道 26 号 6 72 68 × × ○ 

2 若樫町 国道 170 号（新） 2 73 66 × × ○ 

3 三林町 国道 480 号 2 70 63 ○ ○ ○ 

4 上町 泉大津三原線（新） 4 70 65 ○ ○ ○ 

5 池田下町 富田林泉大津線（新） 4 72 68 × × ○ 

6 万町 三林岡山線 2 61 55 ○ ○ ○ 

7 いぶき野二丁目 市道和泉中央線 4 67 58 〇 〇 ○ 

〈資料：自動車騒音常時監視に係る沿道騒音測定及び面的評価等業務令和 6年版〉〉 

※昼間：午前 6 時～午後 10 時  夜間：午後 10 時～午前 6 時 

騒音レベル：〔LAEQ〕 

環境基準＊には約 86％が適合 

４ 

７ 

６ 

１ 

３ 

５ 

２ 
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（１８） 有害化学物質 

 

ダイオキシン類＊については、平成 12（2000）年に「ダイオキシン類＊対策特別措置法」

が施行され、同法に基づき、府が毎年調査を実施しています。 

本市内における調査地点は、大気については令和 3（2021）年度まで緑ヶ丘小学校におい

て隔年で調査を実施されていました。土壌や地下水については毎年調査地点が変わっていま

す。観測結果は、いずれも環境基準＊の範囲内にあります。 

 

 
 

図-32 ダイオキシン類＊の観測結果の推移（緑ヶ丘小学校局） 
大気：環境基準＊：年間平均値 0.6pg-TEQ/㎥ 以下 

〈資料： 大阪府 HP ダイオキシン類の環境濃度調査結果〉 
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（１９） ごみの収集・処理、資源化 

 

令和６（2024）年度に本市から排出されたごみの量は 47,382 トンで、近年減少傾向にあ

ります。また、リサイクル＊率（市の回収及び集団回収分を合わせた総回収分から再資源化

を行った割合）については、年々低下していましたが、平成 28（2016）年度以降に一旦上

昇した後、微減傾向にあります。 

なお、本市では、「和泉市分別収集計画」を策定しており、計画に基づきごみの削減、循

環型社会＊の形成を目指しています。 

 
図-33 ごみの排出量の推移 

〈資料：清掃事業概要（令和 6 年度実績）〉 

 
図-34 リサイクル＊率の推移 

〈資料：清掃事業概要（令和 6 年度実績）〉 

■ごみ減量化・資源化事業 

・再資源化事業推進奨励金事業 

・生ごみ堆肥化容器設置費等補助金交付制度 

・和泉市ごみ減量等推進員制度 

・校区・地域美化清掃活動 

・「ごみ分別辞典」の発行 
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（２０） 水・エネルギー 

 

令和５（2023）年度の市民 1 人あたりの 1 日平均配水量は、293 リットルで、近年は横

ばいで推移しています。 

また、平成 30（2018）年の 1 戸あたりの都市ガス需要量は 783 ㎥で、平成 27（2015）

年度以降は増加傾向にありましたが、減少に転じました。 

 

 
図-35 1 人 1 日平均配水量の推移 

〈資料：統計いずみ R1 年版〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

図-36 都市ガス需要量の推移 
〈資料：統計いずみ R6 年版〉 
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（２１） 温室効果ガス＊ 

 

温室効果ガス＊は、大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することに

より温室効果をもたらす気体の総称で、二酸化炭素＊、メタン、フロン＊などが該当してい

ます。 

本市における令和４（2022）年度の二酸化炭素＊排出量は 706 千 t-CO2 で、平成 25（2013）

年度以降は減少傾向にありましたが再び増加しました。内訳を見ると、令和４（2022）年度

は 350 千 t-CO2 が民生部門由来となっており、部門別では最多となっています。 

 

 

  

図-37 部門別 CO２排出量の推移 

 

〈資料：環境省・部門別 CO2 排出量の現況推計〉 
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（２２） 環境保全啓発活動 

 

本市では、市民の方に環境保全についての知識の普及や啓発を目的とした、多様な施策を

実施しており、たくさんの市民の方に参加していただいています。 

【星空観察会】 

自分たちの住んでいる地域の大気汚染状況を知る比較的簡単にできる方法として、星の観

察を年 1 回実施し、「火星の接近」などの話題性のある天文現象を観察対象とする方法で実

施しています。毎年、小学生を中心にたくさんの方々に参加いただいています。 

【水辺の自然観察会】 

毎年、市民参加を得て、水辺での水生生物や植物などの自然観察会を実施しています。  

観察会を通して、水辺環境や河川水質保全の重要性について、理解と認識を深めてもらう

機会としています。 

見つかった水生生物に応じて、水質を 4 段階で判定しています。 

【みどりのツーリズム事業】 

自然環境の保全の重要性について理解と認識を深めてもらうことを目的に、山林・里山な

どにて陸生生物や植物などの自然観察会を実施しています。  

 また、市内の小学校等で出前授業を開催し、自然環境への関心を深めていただく機会を

創出しています。 

【いずみ環境くらぶ】 

市民・事業者及び市のコミュニケーションの確立と、お互いの信頼を築くために、市民及

び事業者が主体的に環境保全活動に取り組み、交流できる場として、「いずみ環境くらぶ」

を平成 14（2002）年に設立しました。 

いずみ環境くらぶでは、市民レベルでの環境保全活動の環を広げ、本市における環境保全

活動の先導役となることが期待されており、行政としてこの活動を支援しています。 

【環境フェスタ】 

ソーラーモーターカー工作教室や、移動式プラネタリウムの設置など、脱炭素化の推進と

環境学習の機会の創出を目的に様々な取組を行っています。令和７（2025）年度は計 2 回

実施しました。

市民への普及啓発活動として多様な施策を実施 
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（２３） 地域経済循環分析＊ （分析対象データ年：平成 27(2015)年） 

《生産》①住宅賃貸業が最も付加価値を稼いでいる産業。②製造業では、建設業、はん用・生産用・業務 用機械、その他の製造業が付加価値を稼いでいる産業。③第三次産業では、住宅賃貸業、公保健衛生・社 会事業、小売業が付加

価値を稼いでいる産業。 

《分配》④第三次産業の雇用者所得への分配が大きい。⑤夜間人口一人当たり所得は 3.31 百万円/人であり、全国平均と比べて低い。 

《支出》⑥建設業、はん用・生産用・業務用機械、その他の製造業が域外から所得を稼いでいる。⑦消費は域内に流入している（地域住民の消費額の 1 割未満）。⑧投資は域外に流出している（地域住民・事業所の投資額の 3 割程度）。 

《エネルギー・ CO2》⑨エネルギー代金が 171 億円域外流出している（GRP の 4.0%）。⑩エネルギー代金の流出では石炭・原油・天然ガスの流出額が最も高く、次いで電気の流出額が大きい。⑪再生可能エネルギー＊のポテンシャ

ルは地域で使用しているエネルギーの 0.10 倍である。⑫CO2 排出量は民生部門が最も高く、494 千 tCO2/年である。夜間人口一人当たりの CO2 排出量は 4.77tCO2/年/人であり、全国平均と比較して低い水準である。  

 和泉市 岸和田市 伊丹市 宇治市 

人口 186,109 人（2015） 

参考：185,808 人（2020.4） 

194,911 人（2015） 

参考：193,615 人(2020.4) 

196,883 人（2015） 

参考：198,384 人（2020.5） 

184,678 人（2015） 

185,472 人(2020.4) 

総生産 4,229 億円 4,852 億円 6,193 億円 6,244 億円 

付加価値 １．住宅賃貸業 623 億円 

２．保健衛生・社会事業 465 億円 

３．小売業 323 億円 

４．建設業 310 億円 

１．住宅賃貸業 811 億円 

２．保健衛生・社会事業 532 億円 

３．小売業 311 億円 

４．運輸業・郵便業 289 億円 

１．住宅賃貸業 821 億円 

２．公務 579 億円 

３．小売業 534 億円 

４．保健衛生・社会事業 457 億円 

１．その他の製造業 1,403 億円 

２．住宅賃貸業 623 億円 

３．保健衛生・社会事業 567 億円 

４．食料品 425 億円 

雇用者所得 2,331 億円 

１．保健衛生・社会事業 386 億円 

２．建設業 242 億円 

３．小売業 217 億円 

４．教育 166 億円 

2,507 億円 

１．保健衛生・社会事業 443 億円 

２．小売業 209 億円 

３．運輸・郵便業 197 億円 

４．建設業 165 億円 

3,219 億円 

１．保健衛生・社会事業 381 億円 

２．小売業 358 億円 

３．公務 324 億円 

４．運輸・郵便業 263 億円 

3,445 億円 

１．その他の製造業 831 億円 

２．保健衛生・社会事業 470 億円 

３．公務 233 億円 

４．小売業 225 億円 

民間消費の流入出 121 億円流入（消費の約 2.4%） 420 億円流入（消費の約 7.4%） 147 億円流出（消費の 2.6%） 742 億円流出（消費の 15.1%） 

CO2 排出量 

（部門別） 
887 千 tCO2/年 1,072 千 tCO2/年 2,158 千 tCO2/年 1,075 千 tCO2/年 

【産業部門】 【産業部門】 【産業部門】 【産業部門】 

製造業 

建設・鉱業 

農林水産 

140 千 tCO2/年 

7 千 tCO2/年 

2 千 tCO2/年 

製造業 

建設・鉱業 

農林水産 

203 千 tCO2/年 

12 千 tCO2/年 

1 千 tCO2/年 

製造業 

建設・鉱業 

農林水産 

1,396 千 tCO2/年 

11 千 tCO2/年 

1 千 tCO2/年 

製造業 

建設・鉱業 

農林水産 

304 千 tCO2/年 

9 千 tCO2/年 

2 千 tCO2/年 

【民生部門】 【民生部門】 【民生部門】 
【民生部門】 

家庭 

業務 

242 千 tCO2/年 

252 千 tCO2/年 

家庭 

業務 

273 千 tCO2/年 

305 千 tCO2/年 

家庭 

業務 

245 千 tCO2/年 

307 千 tCO2/年 

家庭 

業務 

280 千 tCO2/年 

271 千 tCO2/年 

【運輸部門】 【運輸部門】 【運輸部門】 【運輸部門】 

旅客自動車 

貨物自動車 

鉄道 

船舶 

144 千 tCO2/年 

86 千 tCO2/年 

14 千 tCO2/年 

0 千 tCO2/年 

旅客自動車 

貨物自動車 

鉄道 

船舶 

148 千 tCO2/年 

111 千 tCO2/年 

15 千 tCO2/年 

4 千 tCO2/年 

旅客自動車 

貨物自動車 

鉄道 

船舶 

115 千 tCO2/年 

68 千 tCO2/年 

15 千 tCO2/年 

0 千 tCO2/年 

旅客自動車 

貨物自動車 

鉄道 

船舶 

132 千 tCO2/年 

62 千 tCO2/年 

14 千 tCO2/年 

0 千 tCO2/年 
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１－２ 上位・関連計画 

（１） 国の環境基本計画の変遷 

 

 第五次環境基本計画では、SDGs*の考え方も活用しながら、経済・社会的課題の「同時解決」を

実現し、「新たな成長」につなげていくことが位置づけされました。 

 また、地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏＊」の考え方を新たに提唱し、地域の特

性に応じて資源を補完し支え合う取組みを推進する計画となっています。 

 

国の環境基本計画の変遷（各計画の特徴） 

第一次 
平成６（1994）年度 

・「循環」、「共生」、「参加」及び「国際的取組」 

・施策の大綱、各主体の役割、政策手段の在り方 

第二次 
平成 12（2000）年度 

・「理念から実行への展開」 →11 の分野について戦略的プログラム 

・「計画の実効性の確保」→推進体制の強化（各府省による環境配

慮の方針の作成など）や、進捗状況の点検の強化 

第三次 
平成 18（2006）年度 

・「環境的側面、経済的側面、社会的側面の統合的な向上」 

・市民、企業など各主体へのメッセージを明確化 

・定量的な目標・指標による進行管理 

第四次 
平成 24（2012）年度 

 

・持続可能な社会を「低炭素」・「循環」・「自然共生」の各分野を統

合的に達成、「安全」がその基盤として確保される社会であると

位置づけ 

・政策領域の統合による持続可能な社会の構築などを設定 

・６つの重点分野からなる９つの優先的に取り組む重点分野、東日

本大震災からの復旧・復興に係る施策及び放射性物質による環境

汚染対策 

第五次 
平成 30（2018）年度 

・SDGs*の考え方も活用しながら、分野横断的な６つの「重点戦

略」を設定し、環境政策による経済社会システム、ライフスタイ

ル、技術などあらゆる観点からのイノベーションの創出や、経

済・社会的課題の「同時解決」を実現し、将来に渡って質の高い

生活をもたらす「新たな成長」につなげていく 

・地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏＊」の考え方を

新たに提唱し、各地域が自立・分散型の社会を形成しつつ、地域

の特性に応じて資源を補完し支え合う取組みを推進 
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第五次環境基本計画の概要 

 

 

 

出典：環境省資料 
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（２） 国際的な動き 

 

 １） SDGs*（持続可能な開発のための 2030 アジェンダ）採択とその後の動き 

 
 開発アジェンダの節目の年、平成 27（2015）年の 9 月 25 日～27 日、ニューヨーク国連本部に

おいて、「国連持続可能な開発サミット」が開催され、150 を超える加盟国首脳の参加のもと、

我々の世界を変革する「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。 

 アジェンダは、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、宣言及び目標を掲げました。この

目標が、ミレニアム開発目標（MDGs）の後継である、17 の目標と 169 のターゲットからなる

「持続可能な開発目標（SDGs）＊」です。 

 国連に加盟するすべての国は、全会一致で採択したアジェンダをもとに、平成 27（2015）年か

ら令和 12（2030）年までに、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会など、持続可能

な開発のための諸目標を達成すべく力を尽くすこととなります。 

 平成 30（2018）年度より、地方創生に資する、地方自治体による持続可能な開発目標（SDGs）

*の達成に向けた取組みを推進していくことの重要性から、自治体による SDGs＊の達成に向けた

優れた取組提案を「SDGs*未来都市」として選定した。また、特に先導的な取組みを「自治体 SDGs*

モデル事業」として選定しています。 

 

自治体 SDGs*モデル事業（小田原市）提案概要 

 
出典:内閣府 
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 ２） 「IPCC＊第 5 次評価報告書」及び「IPCC＊1.5℃特別報告書」 

 

 IPCC＊第 5 次評価報告書では、気候システムの温暖化については疑う余地がなく、20 世紀半ば

以降に観測された温暖化の主な要因は人間活動の可能性が極めて高いと報告されています。 

 また、世界の平均地上気温は、全ての排出シナリオで、21 世紀にわたって上昇すると予測され

ています。昭和 61（1986）年-平成 17（2005）年と比較した 21 世紀末（2081-2100 年）まで

の気温は、RCP2.6 で 0.3～1.7℃、RCP8.5 で 2.6～4.8℃上昇する可能性が高いとされており、ど

れだけ対策をとっても、世界の平均気温は上昇する可能性が高いことが示されました。 

 IPCC＊1.5℃特別報告書では、気候変動の脅威への世界的な対応の強化と、持続可能な発展及び貧

困撲滅の文脈のなかで、1.5°C の気温上昇にかかる影響、リスク及びそれに対する適応、関連

する排出経路、温室効果ガス＊の削減（緩和）などについて報告されています。 

世界平均気温水位 

 
気温と海面水位の将来予測 

 

出典：IPCC＊ 

※ＲＣＰとは「代表濃度経路シナリオ」のこと。ＲＣＰ2.6 は 2100 年の温室効果ガス＊排出量の最も低いシナリオで、

ＲＣＰ8.5 は最も高いシナリオ。 
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 ３） パリ協定＊の採択と本格的な気候変動対策に向けた取組みの加速 

 

① 気候変動枠組み条約締約国会議（COP＊21）におけるパリ協定＊の採択及び発行 

 平成 27（2015）年 11 月フランスパリにおいて、気候変動枠組み条約締約国会議（COP＊21）が

開催され、約 150 を超える国の首脳が参集し、採択されたパリ協定＊では、「気温上昇 2℃未満

に抑える」「今世紀後半に人為的な温室効果ガス＊の実質排出ゼロ」といった目標が盛り込まれま

した。 

 パリ協定*は、歴史上はじめて、すべての国が参加する公平な合意となり、COP＊21 には、世界の

約 100 名の大手企業 CEO が参加し、気候変動を軸に経済の主流派も動き出しており、本格的な

気候変動対策に向けた取組みが加速しています。 

【パリ協定＊の概要】 

 世界共通の長期目標として気温上昇 2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追及することに言及。 

 今世紀末には人為的な温室効果ガス＊の実質排出量ゼロをめざす。 

 主要排出国を含むすべての国が削減目標を 5 年ごとに提出・更新。 

 我が国提案の二国間クレジット制度（JCM)を含めた市場メカニズムの活用を位置付け。 

 適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報告書の提出と定期的更新。 

 先進国が資金の提供を継続するだけでなく、途上国も自主的に資金を提供。 

 すべての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けること。 

 5 年ごとに世界全体の実施状況を確認する仕組み。 

 
② 「緩和」と「適応」の取組みの加速 

 気候変動対策の緩和策＊と適応策＊は車の両輪の関係であり、政府は、地球温暖化＊対策推進法と

気候変動適応法の二つを礎に、気候変動対策を推進しています。 

 緩和に向けては、パリ協定＊に基づく温室効果ガス＊の低排出型の発展のための長期的な戦略と

して、「パリ協定＊に基づく成長戦略としての長期戦略」を、令和元（2019）年６月に地球温暖

化＊対策推進本部で了承するとともに、閣議決定し国内の取組みを加速させています。 

 適応に向けては、平成 30（2018）年 12 月に気候変動適応法が施行され、我が国における適応

策＊の法的位置づけが明確化され、国、地方公共団体、事業者、国民が連携・協力して適応策＊を

推進するための法的仕組みが整備されるとともに、気候変動適応計画が平成 30（2018）年 11

月に閣議決定され、地域における適応の取組みの推進に向けた基盤づくりを進めています。 

 

③ グリーンリカバリー＊の政策の加速 

 新型コロナウイルス*の世界的な感染拡大により、経済や世界中の人々の暮らしや事業活動に大

きな影響が出ました。 

 令和 2（2020）年 4 月にドイツと英国の主催でオンライン開催された第 11 回ペータースベルク

気候対話において、約 30 か国の主要先進・途上国の閣僚級、国連事務総長、国連気候変動枠組

条約（UNFCCC）事務局長らが出席し、新型コロナウイルス*感染症による経済危機からの復興と

気候変動政策及び持続可能な開発目標（SDGs）*政策を融合させる「グリーンリカバリー*」の重

要性が共有されました。 
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（３） 国内の主な動き 

 

 １） 地域循環共生圏＊の提唱 

 

 第五次環境基本計画では、国連「持続可能な開発目標（SDGs）＊」や「パリ協定＊」といった世

界を巻き込む国際な潮流や複雑化する環境・経済・社会の課題を踏まえ、複数の課題の統合的な

解決という SDGs*の考え方も活用した「地域循環共生圏＊」を提唱しています。 

 「地域循環共生圏＊」とは、各地域が美しい自然景観などの地域資源を最大限活用しながら自立・

分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力

が最大限に発揮されることを目指す考え方で、「地域循環共生圏＊」の創造による持続可能な地域

づくりを通じて、環境で地方を元気にするとともに、持続可能な循環共生型の社会を構築するも

のです。 

 「地域循環共生圏＊」の具体化を目指すに当たって、地域内の資金の流れがどのようになってい

るか、環境施策などの実施によりそれがどう変化するかを把握することが重要であり、地域の特

性をより簡易に把握するための自動分析ツール「地域経済循環分析＊」ツールが構築されていま

す。 

 

 
出典：環境省 HP 
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 ２） 温室効果ガス＊削減に関する国の削減目標 

 

 COP＊21 で採択されたパリ協定＊や国連に提出した「日本の約束草案」を踏まえ、我が国の地球

温暖化＊対策を総合的かつ計画的に推進するための計画である「地球温暖化＊対策計画」が平成

28（2016）年 5 月 13 日に閣議決定されました。 

 計画では、令和 12（2030）年度に平成 25（2013）年度比で 26％削減するという中期目標につ

いて、各主体が取り組むべき対策や国の施策が示されています。 

 令和 2（2020）年 10 月に、菅首相は、臨時国会の冒頭の所信表明演説にて、「50 年までに温室

効果ガス*の排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル、脱炭素*社会の実現を目指すこ

とをここに宣言する」と表明しました。この宣言を皮切りに、現在、国の地球温暖化*対策計画

やエネルギー基本計画などの見直しが加速するとともに、脱炭素*化技術支援への 2 兆円の基金

が創設されています。 

 
地球温暖化＊対策の基本的考え方 

１．環境・経済・社会

の統合的向上 

・経済活性化、雇用創出、地域が抱える問題の解決につながるよ

う、地域資源、技術革新、創意工夫をいかす。 

例：徹底した省エネルギーの推進、再生可能エネルギー＊の最大導

入、技術開発の一層の加速化や社会実装、ライフスタイル・ワ

ークスタイルの変革など。 

２.「日本の約束草案」

に掲げられた対策

の着実な実行 

・自主的手法、規制的手法、経済的手法、情報的手法など多様な

政策手段を、有効に活用し、着地に施策を実行する。 

３.「パリ協定＊への対

応」 

・パリ協定＊で世界の共通目標となった 2℃目標の達成に貢献す

るため、長期的な温室効果ガス＊の大幅削減に向け、着実な対

応、検討を行う。 

４.研究開発の強化と

優れた低炭素技術

の普及等による世

界の温室効果ガス＊

削減への貢献 

・「エネルギー・環境イノベーション戦略」に基づき、有望分野に

関する革新的技術の研究開発を強化していく。加えて、JCM な

どを通じて、優れた低炭素技術などの普及や地球温暖化＊緩和

活動の実施を推進する。 

５.全ての主体の意識

の改革、行動の喚

起、連携の強化 

・情報を、なるべく目に見える形で伝わるよう、積極的に提供・

共有し、それらを伝え実践する人材の育成、広報普及活動を行

い、国民各界各層における意識の改革と行動の喚起につなげる。 

６.評価・見直しプロセ

ス（PDCA の重視） 

・対策評価指標などを用いつつ厳格に点検し、必要に応じて、機

動的に本計画を見直す。 

 

 

 

 



 

第 3 次和泉市環境基本計画  

 

－ 125 － 

 

 ３） 気候変動適応法の制定と気候変動適応計画の閣議決定 

 

 近年、強い台風や集中豪雨、気温の上昇による熱帯夜の増加など異常気象により、農水産物の収

穫への影響や暮らしに甚大な被害が報告されています。 

 国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC＊）第５次評価報告書では、将来、温室効果ガス＊の排

出量がどのようなシナリオをとったとしても、世界の平均気温は上昇し、21 世紀末に向けて、

気候変動の影響のリスクが高くなると予測されています。このため、気候変動の影響に対処する

ため、温室効果ガス＊の排出の抑制などを行う「緩和」だけではなく、すでに現れている影響や

中長期的に避けられない影響に対して「適応」を進めることが求められています。 

 国において平成 30（2018）年 12 月に「気候変動適応法」が施行されました。また、平成 30

（2018）年 11 月に「気候変動適応計画」が閣議決定されました。同計画では、気候変動の影響

は、気候、地理、社会経済条件などの地域特性によって大きく異なることから、地域での適応の

推進について、地方公共団体は、地域の実情や特性に応じた気候変動適応策＊を主体的に検討し、

取り組むことが重要とされています。 

 
気候変動適応法の概要 

 
出典：環境省資料 

 



 

第 3 次和泉市環境基本計画 

 

－ 126 － 

 ４） 「持続可能な開発のための教育（ESD＊）に関するグローバル・アクション・プログラ

ム」実施計画 
 

 本実施計画においては、平成 25（2013）年の第 37 回ユネスコ総会において採択された「ESD＊

に関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）」が定める５つの優先行動分野「①政策

的支援」「②機関包括型アプロ―チ」「③教育者」「④ユース」「⑤地域コミュニティ」に沿って、

関係省庁が取り組んでいく事項を記載しています。 

 

＜ステークホルダーの取組み＞ 

（１）政策的支援（ESD＊に対する政策的支援） 

・「ESD*活動支援センター（全国・地方）」による全国的な ESD＊支援のためのネッ

トワーク機能の体制整備をはじめとして、ａ）教育政策への ESD＊の位置づけ、

ｂ）持続可能な開発に関する政策への ESD＊の反映、ｃ）多様なステークホルダ

ーの連携の促進、ｄ）国際的な ESD＊の推進、を政策的に支援する施策について

記載。 

 

（２）機関包括型アプローチ（ESD＊）への包括的取組） 

・ESD＊を推進するモデル校の育成等、様々な機関が組織全体として ESD＊の実践に

取り組むことを促進し、その取組みを支援する施策について記載。 

 

（３）教育者（ESD＊を実践する教育者の育成） 

・「ESD＊実践の手引（仮称）」を活用した教職員研修や教材の作成等、教員を含む

様々な ESD＊実践者の能力を育成する施策を記載。 

 

（４）ユース（ESD＊）を通じて持続可能な開発のための変革を進める若者の参加の

支援） 

・ユースフォーラムの開催や全国ユース環境ネットワーク促進事業の実施等、持続

可能な社会の担い手であるユースの参加を支援する施策について記載。 

 

（５）地域コミュニティ（ESD＊を通じた持続可能な地域づくりの促進） 

・多様なステークホルダーのネットワークの構築や、地方環境パートナーシップオ

フィスにおけるコーディネートの推進、ESD＊コンソーシアム事業の拡充等、地域

における多様な ESD＊に関する学習の機会の提供等に関する施策について記載 
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 ５） 「環境教育等による環境保全の取組みの促進に関する法律」改正 

 

・ 環境を軸とした成長を進める上で、環境保全活動や行政・企業・民間団体等との協働がますます

重要になっていること、国連「持続可能な開発のための教育（ESD＊）の 10 年」の動きや、学校

における環境教育の関心の高まりなどを踏まえ、自然との共生の哲学を活かし 人間性豊かな人

づくりにつながる環境教育をなお一層充実させる必要なことから本法律は平成 26（2014）年に

改正が行われ、令和２（2020）年度から小学校から順次、学校現場での取組みがスタートします。 

 

旧法  改正法によるポイント 

「どこでも誰でも環境学習」をスローガンに、

体験学習のリーダー育成を中心に詳細規定をお

いたが、他は訓示規定 

 体験学習に重点を置いた取組みから、幅広い実

践的人材づくりへと取組みを発展させるため、

具体的規定を充実 

基本理念等   

・自発的意思の尊重、多様な主体の参加と地域

住民の福祉の維持向上等 

 

 基本理念等の充実   

・法目的に、協働取組の推進を追加  

・基本理念・定義規定に、生命を尊ぶこと、経

済社会との統合的発展等を追加 

②地方自治体による推進枠組み 

・環境教育・環境保全の意欲の増進についての

方針等 

＜訓示規定＞ 

 ②地方自治体による推進枠組みの具体化  

・環境教育・協働取組推進の行動計画  

・地域協議会などの手続を具体的に規定 

③学校教育における環境教育 

・国・自治体は、学校教育等における体験学習

等の充実、教員の資質向上の措置 

＜網羅的だが抽象的＞ 

 ③学校教育における環境教育の充実 

・学校施設の整備や教育活動での環境配慮の促

進の規定を追加 

・学校教育で体系的な環境教育が行われるよ

う、教材開発、教員研修の充実等を追加する

など、詳細化 

④環境教育等の基盤整備   

・人材認定等事業（環境教育人材を育成又は認

定する事業の登録制度）   

・国、自治体における環境保全の意欲の増進に

関する体制の整備 

 ④環境教育等の基盤強化等   

・人材認定等事業の登録対象に協働取組の促進

に必要な人材（ファシリテーター等）の認定

や環境教育の教材開発等を追加  

・環境教育等支援団体の指定 

⑤体験の機会の場の提供の促進   

・国は、自然体験等の機会の場の提供を促進 

＜詳細規定なし＞ 

 ⑤体験の機会の場の提供の仕組み導入   

・自然体験等の機会の場の都道府県による認定

制度の導入 

⑥協働取組の在り方の周知   

・国は、協働取組の方法等を周知  

＜詳細規定なし＞ 

 ⑥環境行政への民間団体の参加及び協働取組

の推進  

・公共サービスへの民間団体の参入機会の増進

に係る配慮  

・協働取組推進のための協定制度の導入 

・事業型環境 NPO の活動支援 
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 ６） プラスチックを取り巻く状況と資源循環体制の構築 

 

・ プラスチックは、不適正な処理のため世界全体で年間数百万トンを超える陸上から海洋へのプラ

スチックごみの流出があると推計した研究もあり、地球規模での環境汚染が懸念されています。 

・ 従来の天然資源を利用し、製品を製造し、使用・廃棄するという直線型の経済から、使用・廃棄

された後に極力資源としてまた製品の原材料などに循環させていく循環型の経済にシフトしよ

うという動きが国際的に活発化しています。 

・ 我が国が世界に先んじて循環経済に移行し、幅広い資源循環産業の発展を実現することで国際競

争力の強化につなげていくという視点が重要となってきています。 

・ 令和元（2019）年６月に大阪市で開催された G20 サミットにおいても主要テーマのひとつとし

て話し合われ、新たな海洋プラスチック汚染を令和 32（2050）年までにゼロにする事を目指す

「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有されました。 

 
平成 28(2016)年時点と 50 年後の２月と８月における 

海洋表層のマイクロプラスチック＊重量濃度分布 

 
 

出典：環境省資料 
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 ７） 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律＊の創設 

 

・ パリ協定＊の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス＊排出削減目標の達成や災害防止などを

図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環

境譲与税＊が創設されました。 

・ 「森林環境税」は、令和 6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として 1

人年額 1,000 円を市町村が賦課徴収するものです。 

・ 「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と

都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲

与されています。 

 

 

 

 
 

出典：林野庁 HP 
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（４） 2030 大阪府環境総合計画について 

 
 大阪府環境基本条例に基づき策定されているもので、気候変動など深刻化する環境問題と、様々

な社会経済課題との密接な関係を踏まえ、今後は環境・社会・経済の各課題の同時解決と総合的

向上が重要となるため、持続可能な社会に向けて 2050 年の目指すべき将来像と、それを見据え

た 2030 年の実現すべき姿、及びその実現に向けた施策の基本的な方向性を明確化しています。 

・ 当該計画では、2050 年のめざすべき将来像を「大阪から世界へ、現在から未来へ、府民がつく

る暮らしやすい持続可能な社会」としています。また、2021 年から 2030 年を「いのち輝く SDGs

未来都市・大阪 -環境施策を通じて-」をテーマに具体的な取組を速やかに展開すべき重要な期

間として、「脱炭素・省エネルギー」、「資源循環」、「全てのいのちの共生」、「健康で安心な暮ら

し」、「魅力と活力ある快適な地域づくり」の 5 つの環境施策分野ごとに「実現すべき姿」を整理

し、個別計画に反映させることにより、取組を推進しています。 
 
 
 
 
 
 

 
 

2030 大阪府環境総合計画の概要図 

出典：大阪府資料 
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２．和泉市環境審議会諮問・答申 

（諮問） 
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（答申） 
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３．和泉市環境審議会委員名簿（第３次和泉市環境基本計画策定時） 

（順不同・敬称略） 

役 名 団体・機関役職名 氏  名 備 考 

会 長 大阪府立大学名誉教授 増 田  昇  

副会長 
桃山学院大学社会学部教授 巖  圭 介  

和泉市町会連合会副会長 浅 井  睦 夫  

委 員 

市議会都市環境委員会委員長 
早 乙 女  実 令和２年 10 月 8 日まで 

坂 本  健 治 令和２年 10 月 9 日から 

市議会都市環境委員会副委員長 
森  久 住 令和２年 10 月 8 日まで 

関 戸  繁 樹 令和２年 10 月 9 日から 

龍谷大学農学部教授 竹 歳  一 紀  

近畿大学総合社会学部教授 藤 田  香  

大阪府立大学人間社会システム科学研究科教授 竹 中  規 訓  

大阪工業大学工学部准教授 藤 森  啓 一  

大阪市立大学大学院工学研究科准教授 吉 田  長 裕  

和泉市医師会々長 泉 谷  良  

和泉市薬剤師会々長 大谷 美智代  

和泉商工会議所会頭 山 本  恭 弘  

和泉商工会議所女性会副会長 
杉 本  隆 子 令和２年 7 月 26 日まで 

古 下  睦 美 令和２年 7 月 27 日から 

和泉市商店連合会副会長 河 合  徹  

いずみの農業協同組合代表理事専務 辻 林  修  

和泉市農業委員会々長 
井 阪  正 明 令和２年 7 月 26 日まで 

友 田  博 文 令和２年 7 月 27 日から 

大阪府和泉保健所衛生課課長 石 井  篤 嗣  

市民公募委員 橋 本  恵  

市民公募委員 梁 取  征 弘  

和泉商工会議所専務理事 橋 本  隆 次  

市民公募委員 辻  博 彬  

市民公募委員 稲井 佳奈枝  
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４．第３次和泉市環境基本計画専門部会委員名簿 

 

令和 3 年 2 月 18 日現在（順不同・敬称略） 

役 名 団体・機関役職名 氏 名 備 考 

部会長 桃山学院大学社会学部教授 巖  圭 介  

委 員 

近畿大学総合社会学部教授 藤 田  香  

和泉市商店連合会副会長 河 合  徹  

和泉商工会議所専務理事 橋 本  隆 次  

市民公募委員 橋 本  恵  

市民公募委員 梁 取  征 弘  

市民公募委員 辻  博 彬  

市民公募委員 稲井 佳奈枝  

 

※ 部会長は平成 31(2019)年１月 28 日付開催「平成 30 年度第２回和泉市環境審議会」にて、増田会長より指名。 

（和泉市環境審議会規則第５条第２項に基づく） 
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５．第３次和泉市環境基本計画策定の経緯 

 

年月日 内容 

平成 31 年 1 月 28 日 

和泉市環境審議会【平成 30 年度第 2 回】 

◆ 第３次和泉市環境基本計画について（報告） 

環境基本計画専門部会の設立の承認、専門部会長の指名、 

市民委員（臨時委員）の追加公募の決定 

令和元年 5 月 1 日 

～令和元年 5 月 31 日 
和泉市環境審議会 市民委員（臨時委員）公募 

令和元年 8 月 27 日 

環境基本計画専門部会【令和元年度第 1 回】 

◆ 第３次和泉市環境基本計画の改定方針について 

◆ 市民・事業者意識調査（アンケート）案について 

令和元年 10 月 3 日 

和泉市環境審議会【令和元年度第 1 回】 

◆ 第３次和泉市環境基本計画の改定方針について 

◆ 市民・事業者意識調査（アンケート）案について 

令和元年 11 月 8 日 

～令和元年 11 月 30 日 
市民・事業者意識調査（アンケート調査） 

令和 2 年 1 月 23 日 
環境基本計画専門部会【令和元年度第 2 回】 

◆ アンケート調査結果（速報）の報告、素案の審議 

令和 2 年 2 月 13 日 
和泉市環境審議会【令和元年度第 2 回】 

◆ アンケート調査結果（速報）の報告、素案の審議 

令和 2 年 9 月 24 日 
環境基本計画専門部会【令和 2 年度第 1 回】 

◆ 計画（案）の審議、パブリックコメントの募集について 

令和 2 年 10 月 15 日 
和泉市環境審議会【令和 2 年度第 1 回】 

◆ 計画（案）の審議、パブリックコメントの募集について 

令和 3 年 1 月 4 日 

～令和 3 年 1 月 29 日 
パブリックコメントの募集 

令和 3 年 2 月 18 日 
環境基本計画専門部会【令和 2 年度第 2 回】 

◆ パブリックコメント実施結果、最終案の審議 

令和 3 年 3 月 19 日 

和泉市環境審議会【令和 2 年度第 2 回】 

◆ 和泉市環境基本計画の見直しについて（諮問） 

◆ パブリックコメント実施結果、最終案の審議 

令和 3 年 3 月 26 日 和泉市環境基本計画の見直しについて（答申） 

令和 3 年 3 月 31 日 第 3 次和泉市環境基本計画の策定 

令和 6 年 3 月 22 日 

和泉市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の温室効果ガス

削減目標の上方修正に伴う修正 

修正前削減目標：30% → 修正後削減目標：47% 

令和 8 年 3 月 31 日 第 3 次和泉市環境基本計画（中間見直し版）の策定 
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６．第３次和泉市環境基本計画 策定体制図 

 

市 長 
環境審議会 

（審議・決定） 

諮 問 

答 申 

市民等の参加 

 

・市民･事業所へのアンケート 

・パブリックコメント 

・基本計画専門部会への参画 

 （公募） 

報 
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究
・
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討
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資料提供 

意見 

報
告
・
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・
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料
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出
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関係各課（室）
事務局 

（環境政策室） 

第３次和泉市環境基本計画 

専門部会 

・学識経験者 

・市内事業所の代表 

・公募による市民委員 
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７．和泉市環境基本条例 

平成 11 年 10 月 13 日 

条例第 23 号 

目次 

前文 

第 1章 総則(第 1条―第 6 条) 

第 2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第 7 条―第 19 条) 

第 3 章 地球環境の保全に関する施策(第 20 条) 

第 4 章 和泉市環境審議会(第 21 条) 

第 5 章 雑則(第 22 条) 

附則 

 

人は、空気、水、大地などの自然の恵みの下で、生命をはぐくみ、様々な文化を築いてきた。 

和泉は、古い歴史と美しい環境に恵まれ、豊かな文化と多様な自然の下に繁栄し、多くの歴史的・文化的遺

産と固有の風土を形成してきた。 

しかし、都市化の進展や資源・エネルギーの大量消費を伴った社会経済活動は、私たちに物質的な豊かさや

利便性をもたらした一方で、身近な自然を減少させ、環境への負荷を増大させ、その影響は単に地域の環境に

とどまらず地球の環境を脅かしつつある。 

もとより、すべての市民は、安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を享受する権利を有

しているとともに、健全で恵み豊かな環境を保全し、次の世代に引き継いでいく責務を担っている。このため、

私たち市民は、豊かな環境の恵みを享受する一方で環境に対して様々な影響を与えていることや、地域の環境

を良好に維持することが地球環境の保全につながることを理解し、これまでの生活や事業活動を自ら問い直

し、すべての市民の参加と協働によって地域の健全で恵み豊かな環境を保全し、ゆとりと潤いのある快適な環

境を創造していくよう取り組まなければならない。 

この認識の下に、市民が参加し、連携し、協働することによって、人の営みと自然が共生し、環境への負荷

の少ない持続的に発展することが可能な「わがまち和泉」をつくりあげ、これを次の世代に引き継ぐことを目

指して、市民の総意としてこの条例を制定する。 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、本市における環境の保全及び創造について、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務

を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する基本的施策を定め、これを総合的かつ計画的に

推進することにより、現在及び将来の市民が安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境

を確保することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となる

おそれのあるものをいう。 

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生

物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全

であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

(基本理念) 

第 3 条 環境の保全及び創造は、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進されなけれ

ばならない。 

(1) すべての市民が安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を確保し、これを次の世

代に引き継ぐべきこと。 

(2) 資源の適正な管理及び循環的な利用を図り、環境への負荷の少ない持続的に発展することが可能な

社会の実現を目指すべきこと。 

(3) 地域における多様な生態系*及び自然環境に配慮し、人と自然との共生を図るべきこと。 

(4) すべての事業活動及び日常生活において、地球環境の保全を自らの問題としてとらえ環境に配慮し

た行動への参加を積極的に推進すべきこと。 
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(市の責務) 

第 4 条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施

する責務を有する。 

(事業者の責務) 

第 5 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴う環境への負荷の低減そ

の他の環境の保全及び創造に資するために必要な措置を講ずる責務を有する。 

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、関係法令に抵触しない場合であっても最大

限の努力をもって環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関す

る施策に参加し、及び協力する責務を有する。 

(市民の責務) 

第 6 条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保

全及び創造に関する施策に参加し、及び協力する責務を有する。 

 

第 2 章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

(施策の基本方針) 

第 7 条 環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本的な

方針として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行われなければならない。 

(1) 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、すべての市民の健康を保護し、及び生活環境

の保全を図ること。 

(2) 野生生物の生息又は生育環境への配慮等により生態系*の保全を図るとともに、河川等の水辺地、山

林地、農地、里山その他の自然環境の保全を図ること。 

(3) 緑化の推進、環境に配慮した秩序ある住環境の創出、清らかな水環境の形成、歴史的・文化的環境の

保全及び活用等により、安全で良好な都市環境の形成を図ること。 

(4) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネルギーの消費の抑制等を徹底することにより、地球環境の

保全に資する社会を構築すること。 

(環境基本計画の策定) 

第 8 条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「環境基本

計画」という。)を策定しなければならない。 

2 環境基本計画には、環境の保全及び創造に関する目標、それを達成するための施策の大綱その他の必要

な事項について定めるものとする。 

3 市長は、環境基本計画を作成するに当たっては、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体(以下「市

民等」という。)の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。 

4 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、第 21 条に定める和泉市環境審議会の意

見を聴かなければならない。 

5 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

6 前 3 項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

(環境基本計画との整合) 

第 9 条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との

整合を図るものとする。 

(環境影響評価*) 

第 10 条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、あらかじめその事業に係る環境へ

の影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全

について適正な配慮を行うようにするため、必要な措置を講ずるものとする。 

2 市長は、環境の保全及び創造を図るため、前項の事業者に対して必要な指導又は助言を行うことができ

る。 

(規制の措置) 

第 11 条 市は、環境の保全及び創造を図るため必要があると認めるときは、地域の特性を考慮し、必要な規制の

措置を講ずるものとする。 

(自発的な活動の支援) 

第 12 条 市は、市民等の自発的な参加及び協力により環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため

に助言その他の支援を行うものとする。 

2 市長は、市民等が自ら行う環境への負荷の低減に係る施設の整備その他の環境の保全及び創造に資する

活動を促進するため、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において経済的な助成を行うよう

努めるものとする。 
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(施設の整備等) 

第 13 条 市は、公共下水道等環境の保全に資する施設の整備その他の環境の保全上の支障を防止するための事業

の推進に努めるものとする。 

2 市は、地域の特性及び資源をいかした環境を創造するための施設の整備に努めるものとする。 

(資源の循環的利用の促進等) 

第 14 条 市は、環境への負荷を低減するため、市民等による廃棄物の減量の促進、資源の循環的利用及びエネル

ギーの効率的利用に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(環境に関する教育及び学習の振興等) 

第 15 条 市は、市民等が環境の保全及び創造についての理解を深め、自発的な環境への負荷の低減その他の環境

保全活動を行う意欲が増進されるよう、環境に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他

の必要な措置を講ずるものとする。 

(情報の提供) 

第 16 条 市は、市民等による環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、環境の保全及び創造に関する情

報を適切に提供するよう努めるものとする。 

(監視体制の整備等) 

第 17 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、環境の状況の把握に必要な監視、測定

及び検査の体制の整備に努めるものとする。 

2 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査及び研究に努めるものとする。 

(推進体制の整備) 

第 18 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。 

(年次報告) 

第 19 条 市長は、毎年、環境の状況並びに市が環境の保全及び創造に関して講じた施策について報告書を作成し、

これを公表しなければならない。 

 

第 3 章 地球環境の保全に関する施策 

(地球環境の保全に関する施策) 

第 20 条 市は、地域の環境の保全及び創造を通じて地球環境の保全に貢献することを基本とし、市民等と協働し

て地域環境の保全に関する施策を推進するものとする。 

2 市は、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。 

 

第 4 章 和泉市環境審議会 

(和泉市環境審議会) 

第 21 条 環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)第 44 条の規定に基づき、本市に和泉市環境審議会(以下「審議会」

という。)を置く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じ、環境基本計画その他環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査し、

及び審議する。 

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

4 審議会は、委員 25 人以内で組織する。 

5 委員は、市議会議員代表、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任

命する。 

6 委員の任期は、2 年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

 

第 5 章 雑則 

(委任) 

第 22 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

1 この条例は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

2 和泉市附属機関に関する条例(昭和 32 年和泉市条例第 43 号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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■ 用語集   用語集に掲載の言葉は、文中に「＊」がついています。 

 

あ 行   ページ数 

アドプトプログ

ラム 

道路や河川公園などの公共施設を養子、市民等・事業者を里親と

して合意書を交わすなどして、清掃美化、植栽管理などを任せる

システム。 

68 

硫黄酸化物 硫黄の酸化物の総称。一酸化硫黄（SO）、二酸化硫黄（亜硫酸ガ

ス）（SO2）、三酸化硫黄（SO3）などが含まれる。通称 SOX（ソッ

クス）ともいう。石油や石炭など硫黄分が含まれる化石燃料を燃

焼させることにより発生する。大気汚染や酸性雨などの原因の一

つとなる有毒物質。また、自然界においても火山ガスなどに含ま

れている。 

 

67、145 

いずもく 「いずもく」は和泉市民を対象とした公募により決定した、いず

みの木の愛称。和泉市内産木材の利用拡大や「おおさか認証材」

のＰＲを図るため、「いずもくプロジェクト」と称して、いずみの

木による地域ブランド化を推進している。 

 

12、36、 

55、99 

和泉市の環境 和泉市内の環境の状況や、環境に関する施策などをとりまとめた

もの。毎年、とりまとめと公表が行われている。 

 

65、88、

109、110、

111 

いずみプラスチ

ックごみゼロ宣

言 

令和元（2019）年 10 月に和泉市長名で行われた宣言。３R*運動

の更なる推進、全庁あげてのマイバック持参運動や使い捨てプラ

スチック代替製品の活用など、プラスチックごみゼロに向けて不

断の取組みを行うことが宣言されている。 

83 

井堰 河に大きな石を並べ、木の杭を打って流れをせき止め、水位を上

げて水路に水を引きやすくする施設のこと。 

 

92 

 

エコオフィス 地球温暖化*防止のため、省エネ目標を設定し、室内温度の適正管

理や OA 機器などの不要時の電源オフなどの取組みを実施するオ

フィス（事務所）などのこと。 

 

60、76 

エコスクール 環境を考慮して設計・建設され、環境を考慮して運営され、環境

教育にも活かせるような学校のこと。 

42 

エコドライブ 「環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用」のことで、やさしい

発進を心がけ、無駄なアイドリングを止めるなど、燃料の節約に

努め、地球温暖化*に大きな影響を与える二酸化炭素*（CO2）の排

出量を減らす運転のこと。 

 

26、50、67 

エコロジカルネ

ットワーク 

まとまりを持った樹林や草地、水辺など、生きものの生息地・繁

殖地相互を緑地などの回廊（コリドー）でつなぎ、生きものの生

息空間の確保を目指すもの。 

8、94 

おおさかクール

オアシスプロジ

ェクト 

大阪府が事業者や関係機関と連携し、猛暑から府民の命を守ると

ともに健康被害の軽減を図ることを目的に実施している様々な

取組み。協力施設・店舗において、猛暑の際に外出先の一時避難

所として、暑さをしのげる涼しい空間（クールオアシス）を、府

民等に提供している。 

78 
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大阪府レッドリ

スト 

レッドリストは、絶滅のおそれのある野生動植物などについて、

絶滅への危険度に応じてランク付けしたもの。大阪府では、平成

12（2000）年にレッドリストとそれらの生息・生育状況などをと

りまとめた、大阪府レッドデータブックを「大阪府における保護

上重要な野生生物」として作成している。大阪府レッドリスト

2014 は、環境省第４次レッドリスト（平成 24(2012)年公表）に

準拠して作成している。 

 

8、92、93、

94、144 

屋 外 燃 焼 行 為

（野焼き） 

廃棄物を屋外で、公益上又は社会習慣上やむをえない場合（例え

ば、農業における稲わらや草の焼却など）を除き、焼却を行うこ

と。通称で「野焼き」とも言われる。「和泉市生活環境の保全等に

関する条例」において屋外燃焼行為の禁止が規定されている。 

 

65、66、67 

汚濁負荷量 環境に流入する陸域から排出される有機物や窒素、リンなどの汚

濁物質量のこと。総量規制や廃水処理設備の設計の際に用いら

れ、一般的には、汚濁物質の時間あるいは日排出量で表わし、「汚

濁負荷量＝汚濁濃度×排水量」で計算する。 

 

110 

温室効果ガス 太陽光線によって暖められた地表面から放射される赤外線を吸

収して大気を暖め、一部の熱を再放射して地表面の温度を高める

効果をもつガスのこと。京都議定書では、地球温暖化*防止のた

め、二酸化炭素*、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカー

ボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の６物質が削減対象

の温室効果ガスと定められた。また、平成 27(2015)年に三ふっ

化窒素が新たに温室効果ガスに加えられた。 

13、16、

17、18、

19、36、

47、48、

49、50、

52、67、

73、74、

77、78、

115、121、

122、124、

125、129、

142、144、

145、146、

147 

か 行   

外来種 本来分布していない地域に人為的に持ち込まれた生物種のこと。

意図的か偶然かは問わない。人為的な影響により、分布域の爆発

的な拡大や生息（生育）数が激増し、生物多様性*及び生態系サー

ビスに重大な影響を与えている。 

 

54、80、95 

合併処理浄化槽 生活雑排水とし尿を合わせて処理する浄化槽のこと。公共用水域

に流れ込む汚れの量は、単独処理浄化槽と比べ 8 分の 1 に減少さ

せる性能があり、下水道終末処理施設と同程度の処理水が望め

る。 

65、66、

105、110 

環境影響評価 環境に悪影響をもたらす可能性のある開発などの計画がある時

に、その影響を事前に予測・評価し、計画案に反映させるプロセ

スのことで、環境アセスメントとも言われる。 

54、138 

環境家計簿 各家庭の電気・ガス・灯油・ガソリン・水道などの家庭で消費さ

れるエネルギーやごみなどの廃棄物から排出される CO2 の量を

計算するもの。和泉市でも各家庭で取り組める様式を配布してい

る。 

21 
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環境基準 環境基本法の第 16 条に基づき、政府が定める環境保全の目標。

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音などに関する環境基準を定

めている。また、これらの基準は、常に適切な科学的判断が加え

られ、必要な改定がなされなければならないと規定されている。 

 

31、35、

109、110、

111、112、

147 

環境マネジメン

トシステム 

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関す

る取組みを進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定

し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又

は「環境マネジメント」といい、このための工場や事業所内の体

制・手続きなどの仕組みのこと。 

2、44、88、

149 

緩和策 地球温暖化*の原因となる温室効果ガス*の排出削減のために行う

対策。省エネの取組みや、再生可能エネルギー*などの低炭素エネ

ルギー、植物による CO2 の吸収源対策などがある。地球温暖化*の

対策には、この「緩和策」と「適応策*」がある。 

 

17、51、

52、78、

122、146 

グリーンインフ

ラ 

社会資本整備や土地利用などのハード・ソフト両面において、自

然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・

都市・地域づくりを進める取組み。 

51、55 

グリーン購入 品質や価格だけでなく、環境や社会への影響を考え、環境負荷を

できる限り小さくし、かつ社会的に配慮された製品やサービス

を、環境負荷低減や企業の社会的責任の遂行に努める事業者から

優先的に購入すること。 

2、42、49 

グリーンツーリ

ズム 

農山漁村に滞在し農漁業体験を楽しみ、地域の人々との交流を図

る余暇活動のこと。都市住民に自然や地元の人とふれあう機会を

提供するだけでなく、農山漁村を活性化させ、新たな産業を創出

すると見られている。 

55、57 

グリーンリカバ

リー 

新型コロナウイルス*感染拡大からの経済復興にあたり、環境や

社会より経済政策を優先させるのではなく、この機会をきかっけ

に経済の復興と脱炭素*社会への移行を両立させること。EU では

加盟国大臣、議会議員、グローバル企業等で、協働イニシアチブ

「グリーンリカバリー」を発足。日本では、「Sustainable and 

Resilient Recovery from COVID-19」を掲げ、閣僚級会合の開催と

ウェブ上の国際連携プラットフォームの立ち上げを発表してい

る。 

17、122 

コージェネレー

ション 

発電と同時に発生した排熱も利用して、冷暖房や給湯などの熱需

要に利用するエネルギー供給システムで、総合熱効率の向上を図

るもの。 

26 

さ 行   

再生可能エネル

ギー 

自然現象によって半永久的に得られ、継続して利用できるエネル

ギー。太陽光・太陽熱・風力・水力・地熱などをエネルギー源と

したもので、自然エネルギーとほぼ同義に用いられる。 

3、5、34、

36、40、

48、49、

74、117、

124、142、

143、145 

産業廃棄物マニ

フェスト 

産業廃棄物管理票。産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分

業者名などを記載することにより、産業廃棄物が適正に処理され

たかどうか、処理の流れを把握できる仕組みになっている。平成

10(1998)年 12 月より全ての産業廃棄物に使用が義務付けられている。 

64 
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自然共生社会 多様な生き物が生息・生育している環境。生物多様性*が守られて

おり、自然の恵みを将来にわたり享受できる社会のこと。 

1 

持続可能な開発

目標（ＳＤＧｓ） 

SDGs（エスディージーズ）は Sustainable Development Goals（持

続可能な開発目標）の略称。平成 27(2015)年９月に国連で開か

れたサミットで、平成 27(2015)年から令和 12(2030)年までの長

期的な開発の指針として採択された「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」の中核となるものが SDGs*であり、「誰ひとり

取り残さない」社会を築くことを目指して、先進国と途上国が一

丸となって達成すべき 17 の目標（ゴール）と、目標をより具体的に

示した 169 のターゲットからなる。本計画では、重点プロジェクト

との各ゴールとの関係について、関連が深いと考えられる順に掲

載し、示しています。 

15、17、

18、120、

122、123 

食品ロス 本来食べられるにもかかわらず、廃棄されている食品。食品ロス

が生じる主な原因としては、家庭系では、調理時に皮を厚くむき

すぎるなどの過剰除去、消費期限や賞味期限切れなどによる直接

廃棄である。事業系では、飲食店などで発生した食べ残し、食品

メーカーや小売店における規格外品の撤去や返品、在庫過剰や期

限切れの売れ残りなどである。 

30、60、

76、83、

84、147 

循環型社会 廃棄物の発生を抑え、資源の循環利用、リサイクル*などに取り組

むことで、環境への負荷をできる限り少なくする社会のこと。 

 

ⅱ、1、2、

3、29、30、

34、35、

36、40、

57、60、

72、76、

83、113 

新エネルギー 太陽光発電や風力発電、バイオマス*発電などの「再生可能エネル

ギー*」のうち、地球温暖化*の原因となる二酸化炭素*の排出量が

少なく、エネルギー源の多様化に貢献するエネルギーのこと。 

2、25、26 

新型コロナウイ

ルス 

「新型コロナウイルス」はコロナウイルスのひとつです。新型コ

ロナウイルスの世界的な感染拡大にあたり、各国ではロックダウ

ン措置が行われるなどの措置が行われ、国内でも緊急事態宣言が

出され、生活や事業活動のスタイルが一変した。また、短期的に

新型コロナウイルス撲滅が困難であることを前提とした感染症

対策と経済活動を両立させるための新たな戦略や生活様式のこ

とをウィズコロナという。また、新型コロナウイルス感染拡大により、

様々な変革を世の中にもたらしており、新型コロナウイルス感染症によ

って変わったこれからの社会を指す言葉としても表現される。 

17、66、

122、142 

森林環境税及び

森林環境譲与税

に関する法律 

「森林環境税」は、令和 6(2024)年度から、個人住民税均等割の

枠組みを用いて、国税として 1 人年額 1,000 円を市町村が賦課徴

収する制度である。「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備

の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対し

て、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基

準で按分して譲与される制度であり、自治体は森林環境譲与税の

使途の公表が義務化されている。大阪府では、独自に森林環境税

(年額 300 円／個人府民税均等割額に加算)制度を平成 28(2016)

年度より開始しており、自然災害から府民の暮らしを守るととも

に、健全な森林を次世代につなぐ取組みを行っている。 

ⅰ、3、19、

26、51、

55、56、

76、81 

水源涵養 樹木、落葉及び森林土壌の働きにより、降水を効果的に地中に浸

透させ、長期にわたり貯留、流下することにより、洪水調整、渇

水緩和など河川流量の平準化を図る機能のこと。 

28、56 
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スマートハウス スマートハウスとは、IT（情報技術）を使って家庭内のエネルギ

ー消費が最適に制御された住宅。太陽光発電システムや蓄電池な

どのエネルギー機器、家電、住宅機器などをコントロールし、エ

ネルギーマネジメントを行うことで、CO2 排出の削減を実現する

省エネ住宅のこと。 

75 

生態系 ある地域に生息する生物群集（同じ場所で生活しているいろいろ

な種の個体群）とそれを取り巻く無機的環境（気象・土壌・地形・

光・温度・大気など）をあわせたひとつのまとまりのこと。 

ⅰ、5、27、

33、34、

53、54、

55、63、

79、80、

83、95、

137、138、

146、147 

生物多様性 生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。動物・植物・微生

物など様々な生物がいる「種の多様性」、同じ種の中でも異なる

遺伝子により個性がある「遺伝子の多様性」、森林・里山・河川な

ど様々なタイプの自然がある「生態系*の多様性」という 3 つの

レベルで多様性があるとされている。 

ⅱ、2、3、

8、21、27、

28、34、

35、36、

40、53、

55、72、

80、81、

82、84、

94、141、

143、144、

148、149 

 

生物多様性ホッ

トスポット 

生物多様性*を保全する上で重要な地域。生物多様性*が豊かであ

るにもかかわらず、希少種が生息し、危機に瀕しているという理

由から選定された地域のこと。 

 

8、93 

絶滅危惧種 絶滅の危機にある生物種のこと。府では、大阪府レッドリスト
*2014 を発行し、府における保護上重要な野生生物種を以下の通

り区分した。 

・絶滅 府ではすでに絶滅したと考えられる種。 

・絶滅危惧Ⅰ類 絶滅の危機に瀕している種。 

・絶滅危惧Ⅱ類 絶滅の危険が増大している種。 

・準絶滅危惧 存続基盤が脆弱な種。 

・情報不足 評価するだけの情報が不足している種。 

 

27、28 

ゼロカーボンシ

ティ 

「2050 年に温室効果ガス*（二酸化炭素*）実質排出ゼロ」を目指

すことを、市長村長、都道府県知事自らが又は地方自治体として

公表したまちのこと。 

 

77 

た 行   

ダイオキシン類 ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、コ

プラナポリ塩化ビフェニルの 3 種類の有機化学物質のこと。もの

を燃やす時に発生しやすく、毒性が強い。 

67、112 

脱炭素 地球温暖化*の原因となる CO２などの温室効果ガス*の排出を防ぐ

ために、石油や石炭などの化石燃料から脱却すること。太陽光や

バイオマス*などの再生可能エネルギー*の利用を進めるなど、社

ⅱ、1、3、

5、21、24、

34、35、
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会全体を低炭素化する努力を続けた結果としてもたらされる持

続可能な社会を脱炭素社会という。 

36、40、

47、49、

74、124、

142 

地域経済循環分

析 

「地域循環共生圏*」の具体化を目指すに当たって、地域内の資金

の流れがどのようになっているか、環境施策などの実施によりそ

れがどう変化するかを把握するためのツール。市町村ごとの「産

業連関表」と「地域経済計算」を中心とした複合的な分析により、

「生産」、「分配」及び「支出」の三面から地域内の資金の流れを

俯瞰的し、産業の実態（主力産業・生産波及効果）、地域外との関

係性（移輸入・移輸出）などを可視化する。 

14、117、

123 

地域循環共生圏 各地域が美しい自然景観などの地域資源を最大限活用しながら

自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補

完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されること

を目指す考え方。「地域循環共生圏」の創造による持続可能な地

域づくりを通じて、環境で地方を元気にするとともに、持続可能

な循環共生型の社会の構築を目指している。 

 

ⅰ 、 18 、

118、123、

145 

地球温暖化 人間活動の拡大により二酸化炭素*をはじめとする温室効果ガス*

の濃度が増加し、地表面の温度が上昇すること。温室効果ガス*濃

度上昇の原因は、石炭・石油などの化石燃料の燃焼であり、さら

に大気中の炭素を吸収貯蔵する森林の減少がそれを助長してい

る。 

 

1、2、3、

4、17、18、

20、25、

26、44、

47、48、

51、73、

74、77、

81、84、

116、122、

124、140、

141、142、

143、145、

146、147 

地産地消 「地域生産、地域消費」の略語。地域で生産された農林水産物な

どをその地域で消費すること。近年、食品に対する安全・安心志

向の高まりや、輸送による環境負荷の軽減などの面から注目され

ている。 

 

 

2、26、47、

57 

窒素酸化物 窒素の酸化物の総称であり、一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）、

一酸化二窒素（N2O）、三酸化二窒素（N2O3）、五酸化二窒素（N2O5）

などが含まれる。窒素酸化物は、光化学オキシダントの原因物質

であり、硫黄酸化物*と同様に酸性雨の原因にもなっている。ま

た、一酸化二窒素（亜酸化窒素）は、温室効果ガス*のひとつ。 

 

 

67、109 

つなげよう、支

えよう森里川海

プロジェクト 

国が推進する、地域循環共生圏*の実践を通じて SDGs*の達成を目

指す取組み。国民全体で「森里川海を豊かに保ち、その恵みを引

き出すこと」、「一人一人が、森里川海の恵みを支える社会をつく

ること」を目指す。 

 

 

 

82 
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適応策 気候変動に対して自然生態系*や社会・経済システムを適応させ

ることにより、温暖化による悪影響を回避・軽減させること。地

球温暖化*の対策には、この「適応策」と「緩和策*」とがある。 

17、18、

34、40、

51、52、

78、79、

122、125、

142 

デコ活 2050 年カーボンニュートラル及び 2030 年度削減目標の実現に

向けて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に

後押しするために展開している新しい国民運動のこと。 

 

3、75 

トカイナカ 和泉市のシティプロモーションの一環として、大阪市内に好アク

セスで都市の利便性と、昔ながらの里山風景を残す自然の豊かさ

が融合する和泉市を特徴づける造語として使用している。 

72 

特定外来生物 生態系*などに係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるもの

として、外来生物法によって規定された外来生物。生きているも

のに限られ、卵、種子、器官などを含む。同法で規定する「外来

生物」は、海外からわが国に導入されることによりその本来の生

息地又は生育地の外に存することとなる生物を指す。 

28、53、

80、95 

特定植物群落 環境省が各都道府県に委託して行っている自然環境保全基礎調

査のうち、特定植物群落調査において、「特定植物群落選定基準」

に該当する植物群落のこと。わが国の植物相を形づくっている植

物群落のうち、規模や構造、分布などにおいて代表的・典型的な

もの、代替性のないもの、あるいはきわめて脆弱であり、放置す

れば存続が危ぶまれるものなどが選定されている。 

8、93 

な 行   

二酸化炭素 炭素を含む物質の燃焼や生物の呼吸によって発生するもの。化石

燃料の燃焼や熱帯雨林の破壊などに起因して年々増加している。

太陽光線によって暖められた地表面から放射される赤外線を吸

収して大気を暖め、一部の熱を再放射して地表の温度を高める

「温室効果ガス*」の一種。地球温暖化*の原因となる。 

13、22、

77、115、

140、141、

143、144、

145 

二次林 原生林（過去において一度も人間の影響を受けていない林）が、

天災あるいは人間の影響によって破壊された後に自然に成立す

る林のこと。その中で、人里近くにあって、かつて薪や炭用の材

料を採取する薪炭林など、人との関わりの深い中で成立している

二次林を「雑木林」「里山」と呼んでいる。関西ではコナラ-アベ

マキ林が一般的。 

8、93 

燃料電池 水素と酸素の化学的な結合反応によって生じるエネルギーによ

って、電力を発生させる装置のこと。クリーンで高い発電効率が

得られるため、地球環境に負担をかけないエネルギーとして期待

されている。 

50、75 

は 行   

バイオマス 生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、一般的には「再生可

能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」をバイオ

マスと呼んでいる。なお、バイオマスから得られるエネルギーは

バイオエネルギー又はバイオマスエネルギーと呼ばれている。 

バイオマスの種類として、廃棄物系のものは、廃棄される紙、家

畜排せつ物・食品廃棄物・建設発生木材・下水汚泥・し尿汚泥な

25、26、

49、143、

145 
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どがあげられ、未利用のものは、稲わら・麦わら・もみ殻・林地

残材（間伐材、被害木）などが、エネルギー作物はさとうきびや

トウモロコシなどの糖質系作物やなたねなどの油糧作物がある。 

廃棄（ハイキ）ン

グ 

和泉市環境基本計画（平成 13(2001)年 9 月策定）に基づき、市

民及び事業者が主体的に環境保全活動に取り組み、交流できる場

として設立された、いずみ環境くらぶが実施する和泉市の自然や

文化、歴史に触れながら、市内の清掃活動を行う取組み。 

 

80、81 

ハザードマップ 自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想

定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表

示した地図のこと。過去の災害履歴、避難場所・避難経路などの

防災地理情報が示されることが多い。 

51、70 

パッシブデザイ

ン 

太陽、風、地熱といった自然エネルギーを最大限に活用・調整し

て、高い質の室内環境を実現させながら、省エネルギーに寄与し

ようとする建築設計の考え方とその手法のこと。 

 

47 

パリ協定 気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP*21）において採択さ

れた、地球温暖化*対策に関する令和 2(2020)年以降の新たな国際

枠組み。平成 28（2016）年発効。すべての加盟国が自国の削減

目標を掲げ実行するとともに、５年ごとにその目標をさらに高め

ることなどが定められている。 

 

ⅰ、3、17、

18、19、

77、122、

123、124、

129 

フードバンク 安全に食べられるのに包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理

由で、流通に出すことができない食品を企業などから寄贈してい

ただき、必要としている施設や団体、困窮世帯に無償で提供する

活動のこと。近年、「食品ロス*」や「貧困問題」が注目されるよ

うになり、各地でフードバンク活動が普及しつつある。 

 

60 

浮遊粒子状物質 大気中に浮遊する粒径が 10 ミクロン以下の物質のこと。ディー

ゼル車の排出ガス、工場のばい煙、道路粉塵などが主な原因とさ

れ、人の気道や肺胞に沈着し、呼吸器疾患を起す。環境基準*が定

められている。 

109 

フロン 炭化水素に塩素、フッ素が結合した化合物（フルオロカーボン）

のこと。スプレー噴霧剤、冷却剤、潤滑剤、殺菌剤、溶剤などと

して使われる。オゾン層を破壊する種類（特定フロン）のほか、

温室効果ガス*として地球温暖化*の原因にもなる。 

 

2、67、115 

防災協力農地 災害時における市民等の安全確保及び復旧活動の円滑化を図る

用地を確保するため、農地を避難空間及び災害復旧用資材置場な

どとして活用できるようあらかじめ防災協力農地として登録す

るもの。 

69、70 

ポケットパーク 都市生活の中での潤いや休憩のために整備される市街地の空地

や、建物前の小広場などを利用して設けられる比較的小規模な空

間のこと。 

31、71 

ま 行   

マイクロプラス

チック 

マイクロプラスチックとは一般的に粒径５mm 以下の細かなプラ

スチックのことを言い、環境や生態系*への影響、とりわけ海洋プ

ラスチックによる海洋生物や生態系*への影響が懸念されてい

63、72、

128 



 

第 3 次和泉市環境基本計画 

 

－ 148 － 

る。発生源としては、環境中に投棄されたプラスチックごみが微

細化したもの、日用品中のプラスチック粒子が下水処理場等で完

全に除去されず環境中へ流出したものなどとされている。 

マイバッグ 買い物時に持参し、購入したものを入れる袋のこと。スーパーな

どで買い物時にレジ袋をもらわないことにより、ごみ減量とその

意識の向上や資源の節約の達成などを目的としている。なお、レ

ジ袋を有料化することで、それが本当に必要かを考え、ライフス

タイルを見直すきっかけとすることを目的として、令和 2（2020）

年 7 月よりレジ袋有料化がスタートした。 

60 

マイボトル プラスチック等の使い捨て容器に入った飲料ではなく、繰り返し

使える水筒や飲料等ボトル（マイボトル）を利用する取組みのこ

と。 

60、83、84 

めぐ～る 和泉市内の 4 ルートで運行するコミュニティバスの愛称。 101 

や 行   

遊休農地 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に

供されないと見込まれる農地などのこと。 

28、57 

ら 行   

リサイクル 再資源化のこと。いったん使用された製品や製品の製造に伴い発

生した副産物を回収し、原材料としての利用（マテリアルリサイ

クル）、又は焼却熱のエネルギーとしての利用（サーマルリサイ

クル）を図る。 

2、3、13、

20、29、

30、34、

36、40、

57、62、

63、67、

76、113、

143、150 

リサイクリーン 和泉市ごみ減量等推進員（リサイクリーン）制度 29、60 

 

リデュース 廃棄物の発生抑制のこと。省資源化や長寿命化といった取組みを

通じて、製品の製造、流通、使用などに係る資源利用効率を高め、

廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。 

29、34、

40、60、

150 

リユース 再使用のこと。いったん使用された製品を回収し、必要に応じて

適切な処置を施しつつ、製品として再使用を図ること。又は、再

使用可能な部品の利用を図ること。 

29、30、

34、40、

61、83、

150 

ア ル フ ァ

ベット 

  

BOD BOD（Biochemical Oxygen Demand：生物化学的酸素要求量） 

水中の有機物を好気性バクテリアが酸化分解するのに要する酸

素量のことで、河川の水質指標として用いられる。この値が高い

ほど有機物などが多量に含まれており、汚濁度が高いことを示

す。 

110 

COP COP（Conference of the Parties：締約国会議）  

国際条約の締約国が集まって開催する会議のこと。気候変動枠組

条約、生物多様性*条約、砂漠化対処条約など、それぞれ締約国会

2、3、17、

122、124、

147 
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議がある。近年では、第 15 回気候変動枠組条約締約国会議

（COP15）がデンマークのコペンハーゲンで、生物多様性*条約第

10 回締約国会議（COP10）が名古屋で開催された。 

ESCO 事業 ESCO（Energy Service Company） 

ビルや工場の省エネルギー化に必要な、「技術」「設備」「人材」「資

金」などのすべてを包括的に提供するサービスのこと。それらの

サービスを提供する際に、決してそれまでの環境を損なうことな

く省エネルギー化を実現し、その効果を保証する事業。省エネル

ギー改修に要する費用は、省エネルギー化によって節減されたエ

ネルギーコストの一部から償還されることが特長。 

47、74 

ESD ESD は Education for Sustainable Development の略で「持続可能な

開発のための教育」と訳される。ESD は、環境、貧困、人権、平

和、開発といった様々な現代社会の課題を自らの問題として捉

え、身近なところから取り組むことにより、それらの課題の解決

につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによ

って持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動。 

18、126、

127 

IPCC 国連気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on 

Climate Change）の略。人為起源による気候変化、影響、適応及び

緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括

的な評価を行うことを目的として、平成 10(1988) 年に国連環境

計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）により設立された組織。 

16、18、

121、125 

ISO14001 ISO（International Organization for Standardization：国際標準化機

構） 

国際標準化機構が策定した国際規格である ISO14000 シリーズ

は、環境マネジメントシステム*を中心として、環境監査、環境パ

フォーマンス評価、環境ラベル、ライフサイクルアセスメントな

ど、環境マネジメントを支援する様々な手法に関する規格から構

成されている。 

ISO14001 は、「環境マネジメントシステム*の仕様」を定めている

もので、ISO14000 シリーズの中心となるもの。 

2、88 

RE100 RE100 とは、企業が自らの事業の使用電力を 100％再エネで賄

うことを目指す国際的なイニシアティブ。 

48、49 

SDGs SDGs（エスディージーズ）は Sustainable Development Goals（持

続可能な開発目標）の略称。平成 27(2015)年９月に国連で開か

れたサミットで、平成 27(2015)年から令和 12(2030)年までの長

期的な開発の指針として採択された「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」の中核となるものが SDGs であり、「誰ひとり

取り残さない」社会を築くことを目指して、先進国と途上国が一

丸となって達成すべき 17 の目標（ゴール）と、目標をより具体

的に示した 169 のターゲットからなる。 

尚、本計画では、取組内容と特に関連性の高いと思われる SDGs

を、重点プロジェクトとの関連度合いの順に掲載している。 

ⅰ、1、3、

15、18、

20、21、

23、24、

72、79、

82、85、

118、120、

123、143、

145 

ZEB Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略

称。快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次

エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。 

75 

ZEH Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の

略称。住まいの断熱性・省エネ性能を上げること、そして太陽光

発電などでエネルギーを創ることにより、年間の一次消費エネル

ギー量（空調・給湯・照明・換気）の収支をプラスマイナス「ゼ

ロ」にする住宅のこと。 

75 
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数字   

3R 廃棄物処理やリサイクル*を推進する上での基本的な取組み。「①

ごみの発生抑制＝リデュース*（Reduce）」「②再使用＝リユース*

（Reuse）」「③再資源化＝リサイクル*（Recycle）」の頭文字を取

って「３Ｒ」（スリーアール）と呼ぶ。なお、３Ｒのうち、「リデ

ュース*」の優先順位が最も高く、次いで「リユース*」、「リサイ

クル*」の順で取り組むとされている。また、３R、４R、５R とそ

れぞれ言葉があるが、リデュース*、リユース*、リサイクル*を分

解して、４R（リフューズ（Refuse）(不要なものを断る)が追加）、

５R（リペア（Repair）修理して長く使い続けるが追加）はそれら

に関する詳細を説明しているものであり、環境省では、３R で統

一して表現している。 

 

29、30、

34、60、

63、76、

83、84、

140 
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